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平成24年10月２日（火曜日）

午後１時１分開会

会議に付託された議案等

○議案第24号 平成23年度宮崎県歳入歳出決算

の認定について

○議案第28号 平成23年度宮崎県立病院事業会

計決算の認定について

出席委員（８人）

主 査 髙 橋 透

副 主 査 二 見 康 之

委 員 坂 口 博 美

委 員 中 村 幸 一

委 員 井 本 英 雄

委 員 内 村 仁 子

委 員 井 上 紀代子

委 員 前屋敷 恵 美

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

病院局

病 院 局 長 渡 邊 亮 一

病 院 局 医 監
豊 田 清 一

兼 宮 崎 病 院 長

病 院 局 次 長
桑 山 秀 彦

兼経営管理課長

県立宮崎病院事務局長 古 賀 孝 士

県立日南病院長 鬼 塚 敏 男

県立日南病院事務局長 大 脇 泰 弘

県立延岡病院長 楠 元 志都生

県立延岡病院事務局長 野 﨑 邦 男

事務局職員出席者

議 事 課 主 幹 阿 萬 慎 治

議事課主任主事 川 崎 一 臣

○髙橋主査 ただいまから、決算特別委員会厚

生分科会を開会いたします。

まず、分科会日程についてであります。日程

につきましては、お手元に配付してあります日

程案のとおりで御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○髙橋主査 それでは、そのように決定いたし

ます。

次に、本日開催されました主査会について御

報告いたします。

まず、審査の際の執行部説明についてであり

ます。お手元の分科会審査説明要領により行い

ますが、決算事項別の説明は、目の執行残が100

万円以上のもの及び執行率が90％未満のものに

ついて、また、主要施策の成果は、主なものに

ついて説明があると思いますので、審査に当た

りましてはよろしくお願いいたします。

次に、監査委員への説明を求める必要が生じ

た場合、主査において、他の分科会との時間調

整を行った上で質疑の場を設けることとする旨、

確認がなされましたので、よろしくお願いした

いと思います。

それでは、執行部入室のため、暫時休憩いた

します。

午後１時２分休憩

午後１時６分再開

○髙橋主査 分科会を再開いたします。

平成23年度決算について、執行部の説明を求

めます。なお、委員の質疑は、執行部の説明が

全て終了した後にお願いいたします。
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あらかじめ執行部の皆様にお願いをしておき

ますが、委員からの質疑で、細部にわたっての

数字の説明が求められるかもしれませんが、即

答できない場合は、次の質疑に移っていただく

ように、進行がスムーズにいきますように御協

力方よろしくお願い申し上げます。

それでは、病院局長。

○渡邊病院局長 病院局でございます。よろし

くお願いしたいと思います。

当分科会に御審議をお願いしております議案

につきまして、その概要を御説明いたします。

お手元の「平成24年９月定例県議会提出議案」

をごらんいただきたいと思います。薄い資料で

ございます。表紙をめくっていただきまして、

目次をごらんいただきたいと思います。病院局

関係の議案は、議案第28号「平成23年度宮崎県

立病院事業会計決算の認定について」の１議案

でございます。

同じ議案書の議案第28号の赤いインデックス

のところ、ページで言いますと９ページをお開

きいただきたいと思います。平成23年度宮崎県

立病院事業会計の決算について、地方公営企業

法第30条第４項の規定によりまして、議会の認

定に付するものでございます。

今回提出しております平成23年度の決算でご

ざいますが、収支は、２億2,400万円余の赤字決

算となったところでございます。平成23年度は

第２期の中期経営計画の初年度でありましたが、

新たな施設基準の取得や疾病ごとの包括請求方

式でありますＤＰＣへの取り組みの強化を図る

などしまして、収益の確保に努めたところでご

ざいまして、医療器械や薬剤等の共同購入や、

後発医薬品の採用など、徹底した経費節減に引

き続き取り組んだところでございます。その結

果、23年度決算は、中期計画の目標値でありま

す４億7,500万円の赤字を上回る決算内容となり

まして、また、前年度決算と比較いたしまして

も、１億4,900万円余の収支の改善が図られたと

ころでございます。

しかしながら、現状におきまして、医師不足

による休診科の解消が図られていないなど、病

院事業を取り巻く環境は厳しい状況が続いてお

りますことから、最重要課題である医師・看護

師の確保に全力を挙げることはもちろんでござ

いますが、県立病院の本来の役割であります高

度医療の提供と地域の民間医療機関との連携を

図りながら、収益の向上、経営改善に努めてま

いることといたしております。

今後とも、病院局職員が一丸となりまして、

さらなる改善に向けまして、全力を挙げて取り

組んでまいる所存でございますので、委員の皆

様方の御指導、御支援を賜りたいと存じます。

なお、23年度病院事業の決算の詳細につきま

しては、この後、次長より説明させていただき

ます。

私からの説明は以上でございます。よろしく

お願いしたいと思います。

○桑山病院局次長 それでは、23年度の決算に

ついて御説明を申し上げます。説明は、お手元

に配付いたしております「県立病院事業会計決

算審査資料」、右上に厚生分科会別冊資料とござ

いますが、それに基づきまして御説明をさせて

いただきます。

なお、私のほうからは、病院事業全体の決算

につきまして御説明を申し上げ、その後、各病

院ごとの決算につきましては、各病院の事務局

長のほうから御説明をさせていただきます。よ

ろしくお願いいたします。

それでは、資料の１ページをお願いいたしま

す。まず、23年度決算の概要について主な点を
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まとめております。

１の総括の（１）の病院事業全体の収支であ

りますが、２億2,400万円の赤字となりまして、

前年度と比較しますと、１億4,900万円余の収支

改善が図られたところでございます。それから、

枠囲みの下に（対計画比）というところがあり

ますが、第２期中期経営計画の目標値が４

億7,500万円の赤字でありましたので、括弧内の

数値にありますように、２億5,000万円余の改善

ということで、中期計画の目標値も上回る決算

内容となったところでございます。

また、過去５カ年分の収支を下に記載してご

ざいますが、平成18年度に病院局が設置されて

おりますが、それ以降、最も収支が改善される

結果となっております。

次に、（２）の減価償却前の収支であります。

これは、支出として計上される費用の中には、

減価償却費を初めとしまして、現金の支出を伴

わない費用が含まれておりますことから、これ

らを差し引いた現金の動きに基づいた収支のこ

とでございます。平成23年度の決算では21

億5,800万円余の黒字となりまして、平成18年度

以降、６年連続で黒字を確保したところであり

ます。資金の状況につきましては、比較的良好

な状態にあるものと思っております。

次に、（３）の病院事業の収益のほうでありま

す。268億400万円余となりまして、前年度と比

べまして１億8,600万円余の増となっておりま

す。増加の主な要因といたしましては、下にあ

りますように、診療収入の増加、特に、外来収

益につきまして、患者の増加による伸びが大き

かったものと考えております。

次に、（４）病院事業の費用でありますけれど

も、270億2,900万円余となりまして、前年度と

比べまして3,700万円余の増となっております。

下に主な費用の増減を記載しておりますが、給

与費につきましては、希望退職者の減少による

退職給与金の減などによりまして、前年度に比

べて１億200万円余の減となっております。

それから、材料費につきましては、後発医薬

品の採用でありますとか共同購入の推進など、

引き続き経費節減に努めているところであり、

一定の効果は上がっておりますが、入院・外来

収益が増加することに伴い、使用する薬品等の

増、高額な抗がん剤の使用頻度が高まっている

ことなどから、前年比では２億2,700万円余の増

となったところでございます。

また、経費につきましては、看護師の負担軽

減を図るため、病棟クラークを配置したり、あ

るいは宮崎、延岡におきまして、病児等保育の

実施などによる委託料の増、さらには、重油、

電気料金等の上昇に伴う光熱水費の増などによ

りまして、前年度に比べ１億3,300万円余の増加

となったところでございます。

次に、２ページをごらんいただきたいと思い

ます。病院別の概要について御説明を申し上げ

ます。

まず、宮崎病院についてでございます。宮崎

病院につきましては、収益・費用ともに安定的

に推移しておりまして、３億400万円余の黒字を

確保したところでございます。平成18年度以降、

６年連続の黒字決算ということになりました。

収益でございますが、入院・外来収益がとも

に、患者数の増や患者１人当たりの診療単価の

上昇により増収となったことなどによりまして、

収益といたしましては２億8,200万円余の増加と

なったところでございます。

また、費用につきましては、給与費が、職員

数の増により増加しましたほか、診療収入の増

に伴う材料費の増加などによりまして、費用全
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体としては１億1,700万円余の増加となったとこ

ろでございます。

次に、延岡病院でございます。収支差につき

ましては、２億7,200万円余の赤字となったとこ

ろでありますが、引き続き、医師不足によりま

す休診となっております診療科の影響が大きい

にもかかわりませず、前年度と比べて１億2,000

万円余の収支の改善が図られたところでござい

ます。

収益でございますけれども、外来収益は、患

者数の増加によりまして増加したものの、入院

収益につきましては、患者数の減に伴いまして、

前年度に比べて3,500万円余の減となったこと、

その他、ここに記載はございませんが、一般会

計繰入金の減などもありまして、収益全体とし

ては、前年度と比べ2,900万円余の減となったと

ころでございます。

それから、費用のほうでございますが、給与

費が、退職給与金の減などによりまして、２

億4,100万円余と大きく減少しておりまして、抗

がん剤の使用頻度の高まり等による材料費の増

加、あるいは経費の増などがありましたものの、

費用全体としては、前年度と比べて１億4,900万

円余の減少となったところでございます。

次に、３ページの日南病院をごらんください。

日南病院におきましては、入院収益の減少など

によりまして、収支差は２億5,600万円余の赤字

となりまして、前年度と比べて、１億3,500万円

余の収支が悪化する結果となったところでござ

います。

収益につきましては、外来収益は、患者数の

増によりまして増加いたしましたが、入院収益

のほうが患者数の減により減少したことなどに

伴いまして、収益全体では、前年度と比べ6,500

万円余の減となったところでございます。

また、費用のほうでありますが、病棟クラー

ク業務を初めとする委託料の増加などによりま

して、経費が増加したことなどから、費用全体

では、前年度と比べ6,900万円余の増となったと

ころでございます。

以上が、23年度決算の概要でございます。

次に、４ページをお開きいただきたいと思い

ます。４ページ以降、決算状況の詳細について

御説明をさせていただきたいと思います。

まず、１の患者の利用状況であります。表の

一番上に延べ入院患者数、中ほどに延べ外来患

者数がございます。延べ入院患者数につきまし

ては34万8,000人余となりまして、前年度と比べ

ますと5,849人、1.7％の減となっております。

また、延べ外来患者数でありますけれども、34

万9,000人余となりまして、前年度と比べますと

１万7,140人、5.2％の増となっております。

延べ外来患者数が増加した要因でございます

けれども、各県立病院におきましては、平成20

年度以降、疾病ごとの包括請求方式でございま

すＤＰＣというものを、順次各病院に導入して

まいりました。このＤＰＣというものでは、入

院期間中の初期、初めのほうが診療報酬が高く

算定される仕組みとなっておりますので、全国

のいずれの病院も同様でありますが、入院患者

の平均在院日数の短縮を図るために、随時、患

者の診療計画の見直しを行っております。その

結果、それまで入院直後に実施しておりました

手術前の検査を、入院前の外来検査として行っ

たり、あるいはがん治療などの化学療法につき

まして、手術を行って経過のよい安定している

患者さんについては、入院しながらの治療では

なく、外来に移行しての、通院治療に移行して

の化学療法と、そういうふうにやっております

ことから、外来患者がこのように伸びたという
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ふうに考えているところでございます。

次に、５ページの収益的収支の状況について

御説明いたします。収益と費用の概要につきま

しては、先ほど１ページで御説明したとおりで

あります。説明は省略させていただきますが、

表の一番上の病院事業収益の項目の３番目、一

般会計繰入金というものがございます。前年度

に比べ２億8,000万円余の減となっておりまし

て、39億円余となっております。繰入金につき

ましては、毎年度、財政課と見直しの協議を行っ

ておりまして、繰り入れの基準となる政策医療

に要する経費、あるいは不採算医療に要する経

費、企業債の償還に係る経費など、こういった

ものが減少したことから、このように繰入金が

減となっておるところでございます。

同じく病院事業収益でその他収益というもの

がございます。これが前年度に比べて9,100万円

余の増となっておりますが、これは旧富養園の

跡地を、隣接します支援学校のほうに、教育委

員会のほうに売却したことによりまして、１

億2,300万円余の特別利益を計上したことが主な

理由でございます。

次に、７ページをお開きいただきたいと思い

ます。７ページからは病院別の決算の状況でご

ざいます。11ページまでございます。これにつ

きましては、後ほど各病院のほうから御説明を

させていただきたいと思います。

12ページをお開きいただきたいと思います。

４の資本的収支の状況についてであります。資

本的収支につきましては、医療器械の更新であ

りますとか、建物の改良工事など、その支出の

効果が長期にわたって及ぶ収支について示すも

のでございます。平成23年度につきましては、

資本的収入、資本的支出の欄をごらんいただき

ますとおわかりのように、いずれも前年度と比

べまして増加となっております。増加の要因と

いたしましては、医療器械購入費が８億2,800万

円余となっておりまして、増減の欄にあります

ように、前年度と比べまして３億1,700万円余の

増となったことに伴いまして、その財源となり

ます企業債が１億9,600万円ほどふえたと。こう

いったことから、収入・支出とも増加したもの

でございます。

なお、一番下に差引の欄を設けております。23

年度の決算では、14億1,400万円余の支出超過、

マイナスが立っておりまして、この収支不足に

つきましては、その全額を損益勘定留保資金な

どで補填をしたところでございます。

次に、13ページをごらんいただきたいと思い

ます。企業債の状況についてであります。（１）

の企業債発行額でございますが、９億9,990万円

となっておりまして、内訳としましては、建設

改良工事として宮崎病院における設備リニュー

アル工事、あるいは、２番目にあります各病院

における医療器械・施設備品の購入などの財源

として、この起債額を充当したところでござい

ます。

次に、（２）の当年度償還額でありますが、24

億5,711万円余となっております。

その結果、（３）にございますが、23年度末の

未償還残高は290億4,795万円余となりまして、

前年度と比べまして14億5,700万円ほど減少して

おりまして、毎年度計画的に償還が進んでいる

ところでございます。

なお、下に、参考までに各病院ごとの数値を

記載しております。後ほどごらんいただきたい

と思います。

それから、次に、14ページをお開きいただき

たいと思います。23年度と22年度を比較する貸

借対照表を掲載しております。それから、隣の15



-6-

ページにはその主な増減の理由を記載しており

ますので、あわせてごらんいただきたいと思い

ます。

貸借対照表につきましては、23年度末の時点

におきます病院事業の財務状態を明らかにする

ものでございます。上から、資産の部、負債の

部、資本の部と大きく分かれておりますが、ま

ず、資産の部でございますけれども、資産につ

きましては、病院事業がどのような財産を持っ

ているのか、土地や建物などの固定資産、ある

いは現金、あるいは今後回収される未収金等の

流動資産、そういったものによって構成されて

おります。

まず、資産の部の中の固定資産につきまして

は、増減の欄にありますように、12億9,900万円

余の減となっておりますが、これは、建物ある

いは器械・備品等の有形固定資産の償却が進ん

だことによるものでございます。

それから、固定資産の次に流動資産という大

きな項目がございます。増減の欄にありますよ

うに、６億200万円余の増となっておりますが、

これは現金・預金などの増加によるものでござ

います。

次に、大きなくくりの負債の部は、退職給与

引当金などの固定負債、あるいは未払い金など

の流動負債によって構成されております。その

うち固定負債でありますけれども、23年度は、

退職給与引当金を１億円引き当てたことから、

１億円増の４億9,000万円余となったところでご

ざいます。

次に、資本の部でございます。資本の部につ

きましては、資本金、剰余金等の欄があります

が、資本金は14億4,900万円余の減となっており

ます。これは先ほど御説明いたしましたが、企

業債の償還が計画的に進んでおりますことから、

このような減となったところでございます。

次に、剰余金という欄がございます。前年度

と比べますと８億6,400万円余の増加となってお

ります。増加した理由でありますけれども、公

営企業会計制度におきましては、剰余金のうち

資本剰余金には、資本的収支における一般会計

からの繰入金を計上することになっておりまし

て、23年度の繰入金であります11億6,400万円余

が上積みされたことにより増となったものでご

ざいます。

一方、利益剰余金という欄がございます。こ

のうち当年度未処分利益剰余金は、累積欠損金

のことであります。マイナス275億9,1000万円余

となりまして、前年度と比べ、23年度の収支差

分２億2,400万円累積が大きくなったところでご

ざいます。

最後に、この表の中で個人未収金について御

説明させていただきます。これは、いわゆる患

者の診療報酬の未払い分でございますが、表の

一番上の資産の部に流動資産というものがあり

ます。その下に未収金、さらに、うち医業未収

金（過年度個人負担分）という欄を設けて記載

しております。これが未収金でございます。23

年度末時点の残高は１億5,200万円余となってお

りまして、増減の欄をごらんいただくとおわか

りですが、前年度と比べ1,800万円余減少してお

ります。個人未収金につきましては、平成18年

度から、各病院に未収金徴収員各２名を配置い

たしまして、電話催告あるいは自宅訪問等によ

り徴収活動を行っておりますほか、病院内の関

係部門が連携をいたしまして、入院中の患者さ

んや家族に、生活保護とかあるいは医療費の助

成制度等の事前説明を行うなど、新たな未収金

の発生を極力抑えるため、努力を続けてきたと

ころでございます。こうした取り組みが一定の
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成果を見せまして、経済は大変厳しい状況にあ

りますが、前年度と比べまして1,800万円余の縮

減が図られたところでございます。未収金につ

きましては、やはり公平性の観点、あるいは経

営の面からも非常に重要な問題でありますので、

今後とも、新たな未収金を発生させないことに

重点を置きながら、病院事業全体で、発生防止

あるいは残額の縮小に取り組んでいきたいとい

うふうに思っております。

この未収金以外の未収金につきましては、社

会保険あるいは国民健康保険等に対する未収金

でございまして、全て収納済みでございます。

次に、16ページをごらんいただきたいと思い

ます。キャッシュフロー計算書でございます。

これは大きく３つに分けて明細を示しておりま

すが、事業活動、投資活動、財務活動の３つの

部門に分けまして、資金の流れを示したもので

ございます。一番下の欄の現金預金の期末残高

が、病院事業が保有する内部留保資金や運転資

金の合計でありまして、前年度と比べまして８

億1,300万円ほど増加いたしまして、48億9,900

万円余となっているところでございます。

最後に、17ページをごらんいただきたいと思

います。17ページ、18ページにつきましては、

監査結果の報告書での指摘事項等を記載してお

ります。監査結果につきましては、表の左端の

欄に記載のとおり、上から、指摘事項、注意事

項の順に記載しておりまして、病院事業全体で

は、指摘事項が２件、注意事項が９件となって

おります。監査結果の内容とその後の対応につ

きましては、該当する病院から御説明申し上げ

ますが、今回の監査結果につきましては真摯に

受けとめますとともに、今後、適正な事務の執

行に向けてチェック体制の確立を図るなど、病

院事業全体で一層徹底して取り組んでまいりた

いと考えております。

以上が、平成23年度決算に関する私からの御

説明でありますが、今後とも、県立病院が不採

算医療や政策医療を担いまして、全県レベルあ

るいは地域の中核病院として県民医療の確保に

努めていく必要があると思っております。その

ためにも、しっかりとした経営基盤を確立して、

将来にわたり、高度で良質な医療を提供するこ

とを第一に、今後とも、職員一丸となって、さ

まざまな改革に取り組んでまいりたいというふ

うに考えております。

説明は以上でございます。

○古賀宮崎病院事務局長 それでは、宮崎病院

の決算状況につきまして御説明いたします。

同じく、決算資料の７ページでございます。

よろしくお願いいたします。

まず、①の患者の状況でございます。入院の

延べ患者数は15万2,522人で、前年度に比べ18人

の増、１日平均患者数は417人で、前年度に比べ

１人の減となっております。患者１人１日当た

りの入院収益は５万3,514円で、新たな施設基準

の取得による入院料の増などにより、前年度に

比べ、1,189円の増となっております。外来の延

べ患者数は17万322人で、前年度に比べ6,184人

の増、１日平均患者数は698人で、前年度に比べ23

人の増となっております。患者１人１日当たり

の外来収益は１万2,535円で、前年度に比べ471

円の増となっております。

次に、②の収支の状況でございます。病院事

業収益は121億7,515万円余で、前年度に比べ２

億8,248万円余、2.4％の増となっております。

このうち入院収益は、患者１人１日当たりの入

院収益が増加したことから、前年度に比べ１

億8,225万円余の増となっております。また、外

来収益は、患者数の増加により、前年度に比べ
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１億5,494万円余の増となっております。また、

その他の収益は、先ほど、次長のほうから申し

上げましたけれども、富養園の土地の一部を売

却したことにより、前年度に比べ１億1,560万円

余の増となっております。

次に、病院事業費用でございます。病院事業

費用は118億7,107万円余で、前年度に比べ１

億1,761万円余、1.0％の増となっております。

これは、給与が、職員の増員等により、給料、

諸手当の増や、共済組合負担率の引き上げによ

る法定福利費の増などにより、前年度に比

べ9,597万円余の増となったこと、また、抗がん

剤、抗ウイルス剤など、高額な医薬品を使用す

る患者の増加などに伴う薬品費の増や、人工心

肺回路などの診療材料費の増により、材料費が

前年度に比べ１億1,311万円余の増となったこと

などが、大きな要因となっております。

この結果、病院事業収益から病院事業費用を

差し引いた当年度純利益は、３億408万円余で、

平成18年度から６期連続の黒字となったところ

でございます。

以上が、宮崎病院全体の状況でございますが、

その内訳といたしまして、８ページに一般診療

科、９ページに精神医療センターと区分して記

載をいたしております。

最後になりますが、17ページをお開きいただ

きたいと思います。平成23年度病院局に係る監

査結果報告書指摘事項等でございます。

まず、支出事務で、「応援医師に対する報償費

について、予算執行伺いを作成せずに支出を行っ

ていた」との指摘を受けました。これは、病院

局財務規程に基づく予算執行伺いの作成の必要

のない報酬と混同し、予算執行伺いを作成して

いなかったもので、規程に基づいた予算執行伺

いの作成を行うよう、改善を行ったところでご

ざいます。

次に、契約事務で、「医療機器の賃貸借契約に

ついて、予定価格調書が作成されていないもの

が見受けられた」との指摘を受けました。これ

は、単価による人工呼吸器の賃貸借契約を締結

した際に、年間の執行見込み額が100万円以上で

あったにもかかわらず、月額７万円の単価に着

目し、同じく、病院局財務規程に基づく予定価

格調書を作成していなかったもので、規程に基

づいた予定価格調書の作成を行うよう、改善を

行ったところであります。

このほかにも多くの注意事項がございました。

今後は、このようなことがないよう、関係職員

に注意喚起を行いますとともに、会計課主催の

研修会を受講させるなど、財務規程や関係する

法令等の習熟に努めさせ、適正な事務処理に努

めてまいります。

宮崎病院につきましては以上でございます。

よろしくお願いいたします。

○野﨑延岡病院事務局長 続きまして、延岡病

院の決算状況につきまして御説明をさせていた

だきます。

10ページをごらんください。

まず、①の患者の状況でございます。入院で11

万2,621人と、前年度に比べ4,035人、3.5％の減

となり、外来では９万431人と、前年度に比

べ8,080人、9.8％の増となっております。これ

は、ＤＰＣの効率的な運用に伴い、がん治療等

の化学療法の対象患者を入院治療から外来治療

に移行したことなどによるものであります。ま

た、患者１人１日当たりの収益につきましては、

入院で５万7,167円と、前年度に比べ1,673円、3.0

％の増となり、外来では１万2,459円と、前年度

に比べ61円、0.5％の減となっております。入院

での単価が増加した要因としましては、材料費
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が増加しておりまして、これらが保険診療費と

して入院単価に影響したものと考えております。

次に、②の収支の状況でございます。病院事

業収益は90億3,498万円余と、前年度に比べ2,957

万円余、0.3％の減となっております。このうち

入院収益は、患者数の減少により64億3,819万円

余と、前年度に比べ3,555万円余の減となってお

ります。また、外来収益は、患者数の増加によ

り11億2,671万円余と、前年度に比べ9,566万円

余の増加となっております。

次に、病院事業費用でございます。病院事業

費用は93億774万円余と、前年度に比べ１億4,975

万円余、1.6％の減少となっております。これは

給与費において、退職者数及び在任期間の減少

により、退職給与金が前年度に比べ１億3,291万

円余の減となったことなどによりまして、給与

費全体で２億4,166万円余の減となったことが主

な要因となっております。

なお、材料費は、抗がん剤など高額な医薬品

の増加による薬品費の増などにより、前年度に

比べ8,615万円余の増加となっております。また、

経費につきましては、電気・ガス料金等の値上

げによる光熱水費の増や、放射線科医の減少に

伴い、遠隔画像読影業務委託の開始などによる

委託費の増などによりまして、5,523万円余の増

となっております。

この結果、病院事業収益から費用を差し引い

た当年度純利益は、２億7,275万円余の赤字決算

となりましたが、前年度と比べますと１億2,018

万円余の収支改善となっております。

以上が延岡病院の収支の状況でございます。

なお、監査における指摘事項につきましては、

延岡病院はございません。

延岡病院につきましての説明は以上でござい

ます。

○大脇日南病院事務局長 日南病院の決算の状

況について説明いたします。

決算審査資料の11ページをごらんください。

まず、①の患者の状況についてでございます。

入院の延べ患者数は８万3,428人で、前年度よ

り1,832人の減、１日平均では６人の減となって

おります。また、患者１人当たりの入院収益に

つきましては４万1,833円で、前年度より125円

の増加となっております。次に外来ですが、外

来の延べ患者数は８万8,828人で、前年度よ

り2,876人の増加、１日平均では10人の増加と

なっております。また、患者１人当たりの外来

の収益は１万1,402円で、前年度より140円の増

加となっております。

次に、②の収支の状況についてでございます。

入院患者数が前年度に比べまして1,832名減少し

たということから、34億9,000万円余となり、前

年度より6,500万円余の減となっております。ま

た、外来収益につきましては、患者数の増加と

ともに、患者１人当たりの単価が増加したこと

から、10億1,200万円余となりまして、前年度よ

り4,400万円余の増加となっております。この結

果、これに繰入金等加えました病院事業収益に

つきましては、55億9,400万円余で、前年度よ

り6,500万円余の減となっております。

次に、病院事業費用でございます。まず、給

与費でございますが、27億9,900万円余となって

おります。前年度より4,300万円余増加しており

ます。これは、退職者数の増による退職給付金

の増などによるものでございます。

次に、材料費は11億2,400万円余で、前年度よ

り2,800万円余増加しております。この主な理由

は、感染防止のため、安全性の高い器具への切

りかえなどによりまして、診療材料費が2,300万

円余の増加となったことなどによるものでござ
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います。

次に、経費につきましては、８億2,200万円余

で、前年度より4,800万円余増加しております。

主な理由につきましては、病棟クラーク業務の

新設に伴います委託料の増加、電気料やＡ重油

の単価の上昇などによる光熱水費や燃料費の増

加などによるものでございます。

その他、減価償却費等は前年度よりも減少し

ておりますけれども、病院事業費用全体では58

億5,000万円余となりまして、前年度より6,900

万円余増加しております。

これらの結果、当年度純利益はマイナス２

億5,600万円余となりまして、前年度より１

億3,500万円余の収益の悪化となっております。

収支の状況につきましては以上であります。

なお、日南病院の監査におきます指摘事項は

ございません。

日南病院については以上でございます。

○髙橋主査 執行部の説明が終了いたしました。

これより質疑を行います。委員の質疑はござい

ませんか。

○井上委員 ちょっと細かいところから出発し

てしまうんですけれども、県立宮崎病院、県立

延岡病院の２病院は、給与費が抑えられている

んですけど、日南だけ増加しているのはどうい

う理由なんでしょうか。

○大脇日南病院事務局長 日南病院の給与費で

すけれども、主な理由は、１つは、退職者が増

加しておりまして、その分の増加が一番大きな

理由でございます。

○井上委員 ほかは普通と変わらないというふ

うに理解していいんですか。

○大脇日南病院事務局長 ほかに、看護師等が

不足して、その分、非常勤等雇用していますの

で、その分の賃金も増加をしております。

○井上委員 ちょっと細かいところなんですけ

ど、もう１つ。例えば、県立宮崎病院も県立延

岡病院も、入院患者数が減った分が外来という

形で吸収されているというふうに理解できるよ

うな患者数になっているんですけど、県立日南

病院についての外来延べ患者数の増加のありよ

うですよ。先ほどの説明でいくと、治療の方法

を変えて外来のほうで吸収するみたいなことを

言っておられましたが、県立日南病院について

は、なかなかそういうふうにいかなかったと理

解していいということですか。

○大脇日南病院事務局長 ちょっと調べますの

で、お時間をください。

○髙橋主査 次の質疑をお願いいたします。

○井上委員 では、次に行きたいと思います。

全体的に大変努力をされていると思うんですが、

まず、県立宮崎病院の精神医療センターのこと

なんですけれども、細かく説明はいただかなかっ

たんですけれども、延べ患者数の増減、これは

どんなふうに見たらいいのかなと思うんですが、

入院患者数が減って外来のほうにシフトしてい

るんだと。先ほどの説明と同じような感覚でこ

れは見ていいという状態ですか。

○古賀宮崎病院事務局長 精神の場合はどうし

ても、入院から外来といいますか、在宅という

か、社会に帰していくというのが流れでござい

まして、そういった格好で、できるだけ入院期

間を短くしていくという結果、入院日数が減っ

ているということになると思います。

○井上委員 これは、結局、１人に対しての入

院日数が非常に減ったと。以前に比べると、入

院日数が随分減ってきたというふうに理解して

いいということですか。

○古賀宮崎病院事務局長 日数については、

ちょっと調べさせていただきたいと思います。
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○井上委員 余り細かいようでしたら、受け流

していただいても結構なんですけど、ここは以

前は子供たちも引き受けてというふうになって

いたと思うんですけど、入院患者と延べ外来患

者の年齢別というか、子供たちとあれとどんな

ふうな割合になっているか、それを教えていた

だきたい。

○古賀宮崎病院事務局長 後ほどお願いします。

○井上委員 実は、精神医療センターのあり方

みたいなものというのは、以前から私も議会で

指摘させていただいたようなこともあるので、

これが今現実どうなっているかという実態が、

これだけではなかなかつかめないところもある

ので、そこを教えていただければと思ったとこ

ろです。

今の状況から考えたときに、医療センターの

給与費というのが、全てが退職給与金という形

になっているんですけれども、これは説明をお

願いしていいですか。でき上がって間もないと

ころなんだけれども、以前からいらした先生が

交代したというふうに理解していいということ

ですか。

○桑山病院局次長 精神医療センターにつきま

しては、平成21年度から現在地でスタートした

わけでございますが、職員につきましては、も

ちろん病院間の異動はございますが、旧富養園

で勤務していた方も多数、精神医療センターの

看護師のほうに、異動という形になりますが、

された方がいらっしゃいます。そうした中で、

年齢の高い人がたまたまそこに配置されていて、

退職されたという状況などもありまして、退職

給与金が高い年もあれば低くなる年もあるとい

うような状況でございます。

それから、先ほどの児童思春期治療の話です

が、数は病院のほうでということになりますが、

病床利用率につきましては、23年度は25.4％と

いうことで、年間でならすと、10床に対して2.5

人程度が入院しているという状況になっており

ます。

○井上委員 それじゃ、一番最初にちょっと戻っ

て、全体的に見たときに、県立宮崎病院は特に

ですけれども、経費含めて収支が改善されてい

るというふうに思います。もちろん、県立延岡

病院も県立日南病院も非常に努力をされている

というふうに思っていますが、県立宮崎病院の

収支改善の一番大きな理由というのは、先ほど、

次長からの説明では、経費の削減という言い回

しでしたけれども、それによるものだけなんで

しょうか。

○古賀宮崎病院事務局長 経費も、確かに節約

できる分は節約をいたしておりますけれども、

やはり収入の伸びが大きかったのではなかろう

かと思っております。特に、入院収益につきま

しては、いろんな施設基準をとっておりますの

で、そういったものの効果があったんだろうと

思っています。

○井上委員 診療費の改定とかも含めて、いろ

んな意味での影響もあったと思うんですけれど

も、これでいくと、全体的にはどのように今後

の見通しというか、県立宮崎病院はこのままの

体制でいくのか、県立延岡病院はどう改善して

いくのか、日南病院はどう改善していくのか、

それの指標については、今回この決算に当たっ

てどのように総括されているのか、そこをお聞

かせいただきたい。

○桑山病院局次長 病院全体と個別の病院では

というお話かと思いますが、病院事業全体とし

て申し上げますと、やはり、国の診療報酬改定

に影響されるところが非常に大きいところがあ

ります。そうした診療報酬改定の動向、それか
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ら、さまざまな施設基準があります。その中で

も、特に看護体制の７体１看護というものは、

相当、全国的にも看護師の不足を来すような状

況がありました。収支に大きく影響するような

ものでございましたが、そうしたものについて

３病院ともに絶えず注視しながら、医療の質の

向上と、経営の健全化、経営の安定化をともに

図っていく必要があると思います。

それから、各病院単位で見ますと、それぞれ

病院で求められている役割が違います。例えば

宮崎・延岡であれば、３次救急という救急医療

機能の問題もあります。それから、地域の患者

動向というものもございますので、そうしたも

のは個別の病院ごとに、例えばどういう診療科

を充実するべきか、あるいは最近高齢化が進ん

でおります。それから、人口減少という問題も

ありますが、病院の規模が適正であるのか、そ

ういったさまざまな点から各病院の個々の状況

もいろいろ確認といいますか、中身を検討しな

がら、あり方、今後の進め方を検討していく必

要があると思います。

○井上委員 最後ですが、今、次長からの答弁

もありましたとおり、各病院等も、非常に努力

をしなければいけない部分と、今までどおり着

実にやっていかなければいけない、社会的に置

かれている県立病院としての役割を果たしてい

ただくということもあると思うんですが、企業

債の状況を考えたときに、これから、医療機器

とか施設備品というのをかえていかなければい

けない計画みたいなものについては、随時、計

画書みたいなものができ上がっていて、企業債

の状況を含めて、そこについての計画というの

は持たれているというふうに理解していいんで

しょうか。

○桑山病院局次長 企業債の状況につきまして

は、今回の資料の中で13ページのほうに記載を

しております。（３）のところで290億という数

字を残高で申し上げました。実はこれにつきま

しては、企業債残高のピークの平成10年度は、

ちょうど延岡の改築が終わり、日南も完成した

年で、そのときは482億ということで、金額にし

て190億余り、延岡・日南の改築以降、初めて300

億の大台を割ったということで、企業債の償還

は順調に進んでいるところでございます。

そうした中で、最近の状況を申し上げますと、

地域医療再生基金という国からの交付金もあり

まして、県立病院におきましても、延岡の救命

救急センターが建設中であったり、各種がんの

治療のための医療機器等を購入したりしている

ところでありますので、こうして減ってきてい

る企業債につきまして、今後、増加する要因が

今起きております。したがいまして、今後とも

企業債の残高、収支でいいますと減価償却とい

う話につながっていきますけれども、そういっ

たものがまた著しく増嵩して、収支に大きな影

響を与える病院のキャッシュフローに影響を与

えないように、特に医療機器とか施設整備につ

きましては、計画的な整備等を行うという考え

に立っております。

具体的に申し上げると、各年度において、病

院で購入する医療器械については、一定の額、

キャップを設けまして、その中で優先順位を設

けながら購入していくというような取り組みを

通じて、計画的な機能整備と経営の健全性の維

持に努めていく考えでおります。

○内村委員 病院の決算書の中で医療器具につ

いてお尋ねしたいと思います。随契が多くて、

特殊器具になるから多いのかなと思っています

けれども、特に横尾器械とかこういうあたりが

随契が多いかなと思って見させてもらったとこ
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ろなんですが、ここは会社はどこにある分か。

失礼しました。決算書にある随契とか契約の

分についてお尋ねします。特に横尾器械が突出

しているかなと思うんですが、ここの会社はど

こにあって、随契でないといけない分があるの

か。

○髙橋主査 内村委員、何ページですか。

○内村委員 26、27ページです。

○桑山病院局次長 申しわけありませんが、横

尾器械ですか、具体的な会社名を御指摘になら

れましたが、どこに所在するか、資料はありま

せんので、後ほど確認して御報告したいと思い

ます。

それから、病院関係の医療機器等、随契が多

いという御指摘がございます。私どもとしては、

高額のものも多くございますので、なるべく一

般競争入札という形でやっているところであり

ますが、どうしても、それを納入できる業者が

１社しかないというような場合がございまして、

このような随契がやむを得ず発生しているとこ

ろでございまして、随契によらない契約の率は60

数％の状況で、なるべく競争入札ができるよう

努力はしているところでございます。

○内村委員 特殊器械ということで随契になる

のはやむを得ない分もあるかもわからないんで

すが、ちょっと回数も多いかなと思って。どこ

にあるかがわからないとおっしゃるのはちょっ

と腑に落ちない部分もあるんです。それと、株

式会社アステムというところは一般競争入札が

多いんですが、それについても、この資料一覧

をお願いしたいんですが、この中の26、27ペー

ジにずっと契約があるんですが、特殊器械とい

うことでの契約についてはわかるんですけれど

も、県内の業者でそういうところはないのか、

県外でないとできないのか。業者が偏っている

ような気がするものですから、お尋ねいたしま

す。

○桑山病院局次長 アステムと申しますのは、

医薬品等も扱う※全国レベルの会社でございま

す。お尋ねの件につきましては、本社の所在地

でよろしゅうございましょうか。

○内村委員 県内業者でそれができなかったの

か。特殊だということはわかるんですけれども、

随契が多いんじゃないかと思うところがあった

ものですから、お尋ねしました。

○髙橋主査 次長、いま一度、随契が多い理由

をお示しください。随契が多くなる理由を。

○桑山病院局次長 ただいまお尋ねの点は、ア

ステムにつきましては、医療器械のところを御

指摘になられたのかと思います。それから、横

尾器械のところは、保存工事ということで、高

圧蒸気滅菌装置制御ボックス交換でありますと

か、そういったことを御指摘なのかと思います。

病院の医療機器でありますとか、滅菌器であり

ますとか、こういう特殊なものにつきまして一

般競争を行おうとしても、業者が複数いない、

２社以上いないという状況もあって、やむを得

ず随意契約を結ばざるを得ないというケースが

ございます。その他、入札によって落ちずに随

契を結ぶというケースもありますけれども、そ

ういった医療器械の専門性、特殊性によりまし

て、随契がやむを得ず多くなってしまうという

ところを御理解いただけたらというふうに思っ

ております。

○内村委員 きょういただいた資料の11ページ、

日南病院の給与費のところは、退職者が多くて

ここがふえたということですけれども、この退

職者とおっしゃるのは、定年での退職なのか、

それとも自然退職か、どこかほかにかわられた

※17ページ左段に訂正発言あり
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のかをお尋ねします。

○大脇日南病院事務局長 定年での退職者がほ

とんどでございます。

○内村委員 最後にしますけど、ほかのところ

へ転職とか、そういうことでやめられた方はい

らっしゃらないんでしょうか。

○大脇日南病院事務局長 １人ずつの理由はわ

かりませんので、調べまして御報告したいと思

います。

○髙橋主査 先ほどの井上委員の質疑に対する

答弁の準備はできましたか。

○大脇日南病院事務局長 井上委員が言われた

先ほどの日南病院の件で、11ページの収支の関

係なんですけれども、入院が減って外来がふえ

たけれども、収益上、外来がふえた分を吸収し

ていないということなんですけれども、これは

単価を見てみますと、外来が１万1,000、入院が

４万1,000ということで、３倍近くあります。外

来がふえた分で入院が減った分をカバーするた

めには、4,400～4,500人外来がふえないといけ

ないんですが、2,800ということで人数がそこま

で届いていませんので、こういった結果になっ

ております。以上です。

○井上委員 それはなぜかということが聞きた

いわけです。県立宮崎病院も県立延岡病院も、

入院患者が減った分は外来で十分に吸収できて

いるわけです。県立日南病院はその数が十分で

はないけれども、それはどうしてかということ

を聞いているわけです。例えば、県立延岡病院

は4,035人延べ入院患者が減ったわけです。そし

たら、外来のところで8,080人になって9.8％の

増加なんです。それが日南の場合は3.3％なんだ

けれども、そこは、例えば地域の病院のほうに

行かれたとかそういう理由なのでしょうかとい

うことを聞いたんです。できたらうちに来てい

ただきたいというのもあるので。

○大脇日南病院事務局長 他の公立病院の外来

の状況は調べたんですけれども……。ちょっと

お待ちください。

○井上委員 先ほどの説明だと、できるだけ入

院日数を減らして、そして、外来で同じような

治療を含めてそれができるような状況をつくり

上げて、外来で吸収するという御説明だったわ

けですよ、全体の説明は。そしたら、県立日南

病院で言えば、約2,000名の入院患者の方を一旦

帰らせたわけですけど、それを外来として受け

入れていないというところには、何かあるので

しょうかということをお聞きしているわけです。

問題があるのかとか、こういうところが足りな

いとか、何かあるのかと。

○桑山病院局次長 委員会資料の10ページ、11

ページをごらんいただきたいんですけれども、

日南病院につきましては、延べ患者数で入院

が1,832名年間で減ったということでございま

す。そして、外来患者数は2,876名増加したとい

うことでございまして、冒頭で３病院共通で御

説明した、入院患者の在院日数を短くして外来

のほうに移行するという傾向としては、同様の

傾向があるということで御理解いただけたらと

思います。

○井上委員 だから、県立宮崎病院のありよう

と県立延岡病院のありようと、例えば県立延岡

病院は、いろんな意味で地域の３次も含めてだ

から、高度な医療というのをやっているわけで

す。やっていて、延岡のほうはそれを吸収でき

るような病院の体制になっているわけです。も

しかして日南がこれを吸収するだけのあれがな

いとするなら、延岡と日南は体制が違うんだと

いうふうに言われれば、ＤＰＣ入院の関係と言

われれば、まさにそのとおりなんでしょうけど、
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だから、日南が経営を……違うんですか。違う

ならそこを説明してほしいとさっきから言って

いるんです。

○髙橋主査 次長、いま一度。意味はわかって

いるんですけどね。わかるんですよ。

○坂口委員 0.3％と３％と2.1％の違いと、地

域における患者さんの条件の違い、そこのとこ

ろを。

○井上委員 それは先ほど説明されましたね。

患者の数とか含めて地域差があると。

○桑山病院局次長 委員会資料の10ページに延

岡病院、宮崎病院がその前に載っておるわけで

すが、入院の延べ人数の減少に対して外来の延

べ人数の増加は、確かに日南が一番少ないのか

もしれませんが、中身としては、がん等で化学

療法が必要な場合に、外来に移行しての化学療

法等やっておりますので、入院の延べ患者が減っ

て外来の延べ患者がふえているという中には、

そういった対応も含まれているということにな

ると思います。

それから、日南病院に地域性があるというこ

とですが、日南病院ですと、ほかの病院にはな

い亜急性期―急性期を過ぎた病床を病院内に

設けているとか、地域による患者動向の違いに

合わせたような病院の対応もしているところで

ございます。

○井上委員 私も監査委員をしていて、県立延

岡病院とか監査も行かせていただいて、内実に

ついてはよく存じ上げているつもりなんです。

だから、収支について、ここの病院だけが収支

の割合が余りよくないんですよというだけでは、

私はやっぱりよくないのではないかと思ってい

るわけです。そういう比較をしたら、県立日南

病院というのは、本当に努力しても、努力した

ことが明らかにならないじゃないですか、そう

いう意味で言えばですよ。先ほどの説明どおり

でいくと。日南はこういう状況でこのままでい

いですよという話になればいいんですよ。日南

はこれでいいし、日南はこのようにしてこれか

らもやっていくんですよということであればい

いんです。別に日南についての収支を問わない

というぐらいの構えがあればいいということで

すよ、はっきり言えば。だから、県立宮崎病院

は相当な頑張りで経営感覚でやっておられるの

で、ここは自立できるぐらいの方向性というの

は見えるかもわからない。延岡も今度救急のあ

れが入れば、それなりのステータスも上がるの

で、病院としてのあれがあるかもしれない。日

南は、何も手を貸さないで収支だけを云々する

ような話でいいのかという話です。だから、日

南はこの状況でずっといくんですというふうに

言われれば、それはそれで。例えば医療機器を

もっと日南もあれするとか、医療体制をどうか

考えるとか、何かの方策があるのかな、ないの

かなと。将来的に日南病院を見たときに、どう

したいのかというのが明確でないなというふう

に思うんです。

○渡邊病院局長 今、外来の伸び率のことで井

上委員がおっしゃったんですが、宮崎病院を見

ていただきますと、８ページでございますけれ

ども、外来の伸びは３％なんです。日南は3.3で

ございまして、そういう意味では、病院の規模

にもよりますけれども、同じ傾向をたどってい

るというふうに思っていただいていいんじゃな

いか。これは延岡病院が非常に突出しているわ

けです。延岡病院は9.8でございますので、その

あたりは、病院によって細かい分で状況が違う

んだろうと思いますけれども、基本的には同じ

傾向をたどっているということです。

問題は、病院の規模によって、あるいは医師
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の状況とか、医療の全体のスタッフの状況とか、

そういう中でこういう変動は若干出てくるんだ

ろうと思いますけれども、いずれにしましても、

３病院とも外来は伸びているということで、同

じ傾向をたどっているというふうに御理解いた

だきたいと思います。

それから、もう一つ、宮崎病院は非常に好調

でございますから、収益はいいわけでございま

して、延岡と日南、特に日南病院を今後どうす

るかという話ですね。これについては、もう

ちょっと大きな視野から考えなきゃいけないと

思っているんです。１つは、南那珂地域の全体

の人口、高齢化率、流出が相当あるわけです。

そういう中でどういうふうに医療機能を考えて

いくかということ。その中で県立日南病院をど

うするかということでございまして、これは今、

我々が大分議論をしているところでございまし

て、次期の中期計画でそのあたりも踏まえた展

望といいますか、あり方を書き込んでいかなきゃ

いけないと、そういうふうに思っています。

いずれにしましても、先ほど次長が説明した

ような傾向は、病院の規模によってパーセント

は違いますけれども、そういう傾向はあるとい

うことでございます。

○井上委員 言われることはよくわかる。先ほ

ど御説明を受けたときに、２ページとか３ペー

ジを見てみると、改善、改善、そして、日南は

悪化となっているわけです。だから、日南は、

そういう意味で言えば、バックアップしなけれ

ばいけないと私は思うんです。そのバックアッ

プの仕方は、どのようなバックアップの仕方を

していくのかということが問われないと、決算

のたびごとに、改善、改善、悪化、そういうよ

うなことでは、病院全体を見たときに、県立日

南病院に私たちが、行政的な意味でどうやって

バックアップができて、何をどうしたときに、

県立日南病院が、医者もふえて、地域の中での

期待に応えられるような病院になるのかという

ことが具体的にならないと、ここにバックアッ

プのしようがないんじゃないのかと思うんです。

だから、県立日南病院はもっとバックアップ

―日南のほうから言えば、南の方から言えば、

じゃ、鹿児島に行けばいいのかという話ですよ、

はっきり言えば。みんな、鹿児島の病院に行く

のかと。鹿児島に行ったり、ほかのところの病

院に行くのかということなんです。地域で県立

日南病院が果たす役割というのは大きいと思う

ので、一回手を突っ込むような形ででもいいか

ら、きちんと、県立日南病院にどのようなサポー

トをしたときにどのようになるのかということ

は考えていただきたい。そのために決算のあれ

をするのではないのかというふうに私は思いま

す。だから、そのことを聞かせていただきたい

んです。本来は、県立日南病院から、率直な、

こうあるべしみたいなことも含めて、決算の中

で、ここがきついというのが出てくるとバック

アップのしようもあると。でも、このままでい

いんだ、ずっといいんだ、これでというふうに

言われると、これはちょっと問題ありではない

のかなというふうに思う。

○渡邊病院局長 井上委員のおっしゃることは

もっともでございますが、このままでいいとは

思っていません。要するに、我々としては、こ

の決算状況を今、事実として出したわけでござ

いまして、これをどう評価して、どう今後の展

開に結びつけていくか、それが一番大事だと思っ

ています。したがいまして、今後そのあたりを

我々は検討しなけりゃいけないし、もう一つは

繰り入れの話があるわけです。県病院の黒字、

赤字といいましても、相当額繰り入れをもらっ
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ているわけでございまして、我々が日南病院を

あるいは県立病院を維持するために適正な額は

どれぐらいなのか。あるいは政策医療とか高度

医療で補助をもらっているわけですけれども、

これはそのあたりの評価にもつながっていくわ

けです。したがいまして、これは本当に大事な

ことと思っていますので、今回の決算を契機に、

それぞれの病院のあり方を我々はさらに検討し

ていかなきゃいけない。そして、早急に一つの

展望、それは来年中にまとめます次の中期計画

に盛り込まなきゃいけないと、そういうふうに

思っております。

○桑山病院局次長 先ほど、内村委員からの御

質問にお答えしておりませんでしたので。御指

摘のありました横尾器械につきましては、本店

が鹿児島県でありまして、宮崎に支店がござい

ます。それから、アステムという会社は、私、

全国レベルとさっき申し上げたかと思います。

間違いでございまして、本社が大分市にありま

して、宮崎に支店がございます。そういった会

社でございます。

それから、日南病院の退職者の関係をお尋ね

になりましたが、私どものほうで全県の数字を

持っておりまして、その中の日南病院をお答え

したいと思いますが、23年度は、日南病院は定

年退職した看護師が６名いまして、平均の勤続

年数は38年ということで、これは定年の方です。

それから、希望退職が１名ございまして、勤続

年数36年ということで、これも定年退職に近い

方でございます。あと、一般で普通退職の方が

５名いらっしゃいまして、勤続年数６年という

ことで、若い看護師の方がやめられたわけです

が、これについてはさまざまな理由が実際あり

ます。結婚による退職とかありまして、ほかの

病院にという御趣旨の質問でありましたとすれ

ば、県の場合は、採用から１年以内に1.2％の方

が離職されていまして、全国平均が8.1というこ

とでございますので、本県の看護師については、

定着率は非常に高いのではないかというふうに

思っております。

○坂口委員 さっきの井上委員の関連で、入院

患者と外来との増減の関係もあると思うんです

けど、もともと、このＤＰＣですね、この方向

で行こうということ自体は僕は間違いないと思

うんですけど、この方法を選択されたというこ

とは、経営上の改善という大きい目的があった

と思うんですけど、そこらはどんななんですか。

○豊田病院局医監兼宮崎病院長 ＤＰＣは、医

療資源をきちっと有効に使おうという、それが

多分大きな目的だと思います。世界の流れも日

本の流れもほとんど包括化に行っていますので、

我々もある意味では乗りおくれないようにやっ

たんですが、ただ、先ほどもどなたかおっしゃ

いましたように、在院日数を短くすればするほ

ど単価も上がってきますし、これからもそうい

う手法をとっていきたいと。ただ、気をつけな

くちゃいけないのは、在院日数を短縮する余り

に、今度は利用率が落ちるという経営上のいろ

いろ難しいところもあるんですが、これからも

それで続けていこうと思ってはおります。

○坂口委員 だから、選択というか、基本的な

運営方針としてこれは当然是とすべき方向だと

思うんです。その中で、たまたま2.1減って3.3

しか外来がふえなかったというところと、もう

一つは、単価を上げていこうというところで、

入院患者の１日当たり単価が0.3％しか上がって

いない。ここのところは、何らかのことで、今

の方向で進んでいって、改善できる工夫とか状

況の変化によって、たまたま今年度はこうだっ

たということでの１日当たりの単価を0.3％しか
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上げ切らなかったと。よその病院みたいにこれ

が３％ぐらい上がっていけばうんと数字が変

わってきますよね。１万1,000と４万1,000です

から、3.8倍ぐらいあるわけです。そこのところ

でたまたま逆ざやが生じただけで、経営を改善

していくという意味からもこの手法は方向とし

て間違いない、患者さんのためには当然間違い

ないという、両方一両得だったら、この方向は

堅持していくべき。ところが、これが、今、目

指そうとしている経営改善とか患者さんのため

のＤＰＣでないとなるならば、見直さなければ

ならないということで、基本的にはこの考えで

間違いではないんじゃないかと思うんですけど、

その確認をちょっとさせていただければ。

○桑山病院局次長 先ほど豊田医監も御説明さ

れたような趣旨でＤＰＣを導入されておりまし

て、基本的には、これまでのような出来高が積

み重なった、患者にとっては過剰な医療を防い

で、適正な診療計画に基づいて治療が行われる

ということで、患者にも十分利益のある話であ

りますし、私ども経営する立場にとっても、そ

の中で効率的な材料等の調達を行って、患者さ

んになるべく短い期間で適正な医療を提供する

ことによって、収益も上がるということになり

ますので、国の医療制度がどう変わるかという

部分はありますけれども、おっしゃるようにこ

の方向で進むことになろうかというふうに思い

ます。

○坂口委員 出来高払いという考え方に基づけ

ば、経営改善としては、これに逆行するという

のはちょっと無理があるかなということと、患

者サイドからは当然ですよね。

その中で、これは例えばになってしまうんで

すけど、さっき随契の話も出ました。この問題

は何度も何度も協議してきて、大まかにはベス

トな方向での随契だったと思うんです。いたし

方なかったじゃなくて、ベストな方法で随契に

ついても価格の交渉をやられて、ある意味では、

他のものと比較すると、一般競争よりも安く率

としては買えているものとか、そこに最大の努

力が凝らされているというのは、これまでどお

りだと思うんですけど、例えば、公共事業、土

木工事なんかでバリューエンジニアリング（Ｖ

Ｅ）という考え方があるんです。これは何かと

いうと、機能は達成して単価を落とせないか。

効果は変えず、機能は変えず。一つには、その

考え方に遠からずというのがジェネリック医薬

品だと思うんです。熱を下げる、副作用につい

てもこうだ、何も変わらない、単価が安い。バ

リューエンジニアリングについても、今後の課

題として県土整備部とか公共三部あたりは取り

組んでいます。これは何も物を安くつくろうと

いう考えじゃなくて、品質を落とさずしてコス

トを下げていこう、あるいはコストを上げずし

て品質を高めていこう、期待できる機能を高め

ていこうという、物の考え方の一つの手法なん

ですけど、井本委員はその資格を持っておられ

ます。ＶＥリーダーという。井本委員からも応

援の発言があればぜひなんですけど、今度のこ

の改善に関しての研究課題としてこれはお願い

をしておきます。

○髙橋主査 井本委員は御意見ございませんか。

御助言を。

○井本委員 じゃ、ちょっと私から。延岡病院

の場合は休診科がありますね。あれと今度の決

算との兼ね合いというのはどうですか。何か関

係がありますか。それとも全く関係ないですか。

○楠元延岡病院長 今、休診科で大きく地域で

も問題になっているのは神経内科の問題、あと、

眼科とかございます。もし神経内科で、以前は
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３名いたんですけれども、それだけいれば、１

日20人以上の患者を以前は診ていましたので、

それぐらいの患者増になる可能性はあると思い

ます。ただ、どういうドクターが来られるか、

やられるかという問題はそこに含まれています

けれども、ふえるというか、そういう専門領域

を広げてうちが担当できる部分は出てくる可能

性は高いと思います。

○井本委員 今、経営が改善されよるから、休

診科がなかったらもっとよかったんだろうなと

いうことですね。今聞くと、経営が改善された

大きな要因は、ＤＰＣによるものだということ

になるわけですか。

○桑山病院局次長 ＤＰＣも大きな一つの要因

であろうかと思いますが、最近の診療報酬改定

で言えば、７対１看護という大きな制度の見直

しがありましたし―７対１看護という、患者

７人に看護師１人というような意味の７対１な

んですが、それから、個々の診療報酬の加算な

りある分野で、例えば、宮崎病院でＩＣＵの加

算だったでしょうか、そういったものを個別に

各病院がとる努力をしたことなども、やはり収

益がふえている、経営がよくなっている理由の

一つだと思っています

○井本委員 今さっき坂口委員が両方一両得と

言われたけど、国も医療費には手を焼いている

し、県も、県病院で非常に大変だということか

ら、医療費を何とか圧縮したいという思いは最

近あると思うんです。恐らくそういうことでこ

ういうのが打ち出されてきたんじゃないかと私

は思うんですけれども、そうした場合に、こう

やって経営が改善されつつあると。私は、逆に、

患者さんたちに何かあつれきがかかっておるん

じゃないのかという気がするんです。両方一両

得というのもあるかもしれませんが、私なんか

の耳に入ってくるのは、とっとと早く出ていけ、

ほかに行けと言われるという話をしょっちゅう

耳にしたりして、どこかほかに行くところを探

してくださいと言われることがありますけど、

患者さんたちはどう思っているのか。本当に今

の体制はいいのか、その辺のことは調査やらし

たことはありますか。

○楠元延岡病院長 今の話だと延岡もだいぶ絡

んでいるかなと思いまして。現在、急性期疾患

を診て、急性期の治療がある程度できれば、次

に、例えば紹介いただいた医療機関に逆紹介す

るとかそういう形をとりながら、当院でのベッ

ド確保というのを今対応しているところです。

退院の場合に、突然、患者さんに、帰りなさい

という話じゃなくて、家族と相談しながら、連

携室という、地域との窓口、そこを通して、転

院先なり施設なり、御自宅に帰れる方は御自宅

という形もありますけれども、そういうふうな

対応はちゃんとやりながら退院の対応をしてい

ますので、無理に帰れと言われたというのは、

うちでは私は聞いたことはないと思っておりま

す。

○井本委員 私が心配するのは、ともかく経費

を圧縮せんがために、むしろ患者さんたちへの

サービスを悪くしているんじゃないかというこ

とが心配なものですから、そのことがないよう

にひとつよろしくお願い申し上げます。

○前屋敷委員 今、患者さんの受診のことが出

ましたけど、地域医療との関連で、県病院は紹

介状がないと受診できないというシステムに

なったりして、その辺の兼ね合い。確かに、１

次医療、２次医療、必要な部分だというふうに

思うんですけど、それの関係で患者さんがスト

レートに来られないと、行きたいけど来られな

いという状況は確かにあるんですが、その辺の
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ところはどんなですか。いろんな意見を聞いた

り、ありますか。

○豊田病院局医監兼宮崎病院長 おっしゃるよ

うに、いろいろ御意見はございます。ただ、病

院もマンパワーや時間的にも制限があるんです

ね。外来をしたり、手術をしたり。そこで、先

ほど延岡の院長がおっしゃったように、やっぱ

りここは連携ということですね。まず、かかり

つけ医に診ていただいて、そこである程度セレ

クションをかけていただいて御紹介いただく。

御紹介いただいたら地域連携か何かでお返しす

る。こういう地域連携をとっていかないと、我々

からすると、表現は悪いかもしれませんが、全

国的にどうしても大病院志向に今なっています

ので、地域の医療機関に余りかかっておられな

い方がふえてきているのは事実なんです。そう

いうふうに地域の医療機関との連携をとりなが

ら、そのためには、必要な人は紹介状をいただ

く。詳しい紹介状をいただいて、それで、よく

なられたら、短期間でかかりつけ医の先生にお

返しするという流れが私は一番いいんじゃない

かと思っています。

○前屋敷委員 その意味合いはよくわかるんで

すよ。特に延岡病院のときに、医師の不足の問

題から、さまざまな問題が表面化してきたとい

うこともあって、地域医療との兼ね合いが非常

に大事だし、先生方にしっかり頑張っていただ

く上でも必要だということだったんです。そう

いう流れでずっと今きているんですが、地域医

療との兼ね合いといいますか、それは今、スムー

ズに行っているのかどうかというところが知り

たいところなんです。詳しくはわからないでしょ

うけど、客観的に見られて。

○楠元延岡病院長 現在、延岡病院は地域医療

支援病院になっています。支援病院ですと、支

援委員会というのを年に数回、例えば医師会の

先生とか保健所の先生とか、そういう先生を交

えての会議といいましょうか、話し合いをやっ

ています。その中で、特別、紹介状の問題等々

は現在起こっていないかと思います。基本的に

は、先ほど豊田医監が言いましたように、地域

の医療を全部大病院で診るというのは実際不可

能だろうと思いますので、そこは連携をしっか

りやって、うちでといいましょうか、そういう

ところが必要な患者さんは回してもらう。それ

ぞれ対応できるところはやってもらいながら、

地域全体で完結できる医療、そういうシステム

をつくっていく必要があろうと。その中で、当

院は、中核というか、後方というか、そういう

役割をしっかり持つ。そういう意味では、紹介

というものがそこの間に入ってくる手段になっ

てくるのではないかと思っています。実際、う

ちの病院では、基本は紹介外来制をやっていま

すが、余裕のある科は、特別、来られた患者さ

んを拒否するんじゃなくて、時間があれば診ま

すよという科もございます。そういう意味で、

地域の中で工夫しながら、患者さんに一番負担

のかからない形でそういうふうにちゃんとでき

る医療体制、そういうのを目指していると私は

今、考えているところです。

○前屋敷委員 一定、患者さんが主体なんです

けど、比較的落ちついてといいますか、流れは

スムーズに今、医療の関係ではいっているとい

うことですね。ぜひ、また頑張っていただきた

いと思います。

続けていいですか。先ほどの医療機器の購入

について、システム上で１つお伺いしたいんで

すが、各病院でこういう医療機器が必要だし、

欲しいということで、購入に当たっては優先順

位がある、調整があるということだったんです
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けど、機種を選んだりするのは、実際、先生方

が必要な機種も選定をされて、こういうものを、

どこから買うかというのは、今言った競争入札

であったり随契であったりするわけですが、購

入に当たっては、病院局が窓口で競争入札だっ

たり随契だったりしているわけですか。

○桑山病院局次長 高額な医療機器等、病院で

は多数買う機会があるわけですが、各病院にお

きまして、予算が認められた後、1,000万以上の

高額の医療機器などに関しましては、機種選定

委員会というのを設けまして、病院のかかわり

のある幹部職員あるいは該当する診療科等のド

クターなりで委員会を設置しまして、その中で

病院にもっともふさわしい機種の選定を行って

いるところでございます。その後の入札の執行

等につきましては、例えば共同購入というよう

な形で、医療機器に関しましても、３病院まと

めて買うような場合には、私どもでやることも

ありますし、各病院で執行することもあろうか

と思います。

○前屋敷委員 病院局が取りまとめて全て窓口

でということではないんですね。ケース・バイ・

ケースで、それぞれの病院が単独でも購入する

ということですね。わかりました。

それともう１点いいですか。資料の17ページ

の、ちょっと私が聞き漏らしたかもわからない

んですが、監査報告書の指摘事項等のところで、

特殊勤務手当について過払いが散見されたとい

うことですが、これは、単純に計算ミスでこう

なったものなのか、ちょっと中身について教え

てください。

○古賀宮崎病院事務局長 昨年、福島に職員が

出張したんですけれども、放射線測定で行って

いますので、当然、実際勤務したときには手当

が出るわけですけれども、たまたま移動日がご

ざいまして、移動日には診療行為をやっていな

かったんですね。その部分が過払いになってい

たという指摘を受けております。

○前屋敷委員 これは１件ですね。はい。わか

りました。いいです。

○内村委員 きょういただいた資料の14ページ

ですけれども、病院の医療費の未収金というの

が大分あるみたいなんですが、これについては

督促、催促みたいなのをしていらっしゃるか。

どういう手だてをとっていらっしゃって、どう

いう方たちが主に未収になっているのかをお尋

ねします。

○古賀宮崎病院事務局長 どういう方かと言わ

れると、国民健康保険税を未納で保険証がない

方とか、身寄りのない方。それで、例えば県立

宮崎病院に未収がある方でも、救急車なんかで

乗りつけていらっしゃる方がございます。未収

金があるからといって診療を拒否するというこ

とはできませんので、そういった方々にもちゃ

んと適正な医療を実施しているという状況でご

ざいます。

それと、一方では、やはり未収金の発生をで

きるだけ早目に、公的扶助制度があるわけです

から、そういったのを有効に活用していくとい

うことで、発生件数をまず減らしていくという

のが１つございます。それと、冒頭、次長の説

明の中でございましたけれども、徴収員という

のが各病院２名ずつおるわけですけれども、さ

らに、昨年度からの試みといたしまして、宮崎

病院では、夜間のほうが在宅しておられるもの

ですから、夜間徴収を定期的に行うことによっ

て、少しでも未収を減らしていこうというよう

な努力をいたしておるところでございます。以

上です。

○内村委員 努力はしていらっしゃるところな
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んですけれども、これは、何年たっても失効し

ないとかそういう基準は設けてあるんですか。

不納欠損ということでの。

○桑山病院局次長 お尋ねの未収金は、これは

公法上の債権ではありませんで、民事上の債権

に当たります。そうした中で、３年たちますと

時効ということになりますので、不納欠損とい

う処理で債権債務関係を消滅させるということ

になります。そういったものが年間300～400件

の頻度で出てまいります。そういう状況でござ

います。

それから、先ほど、未収金全体の姿もお尋ね

になられたかと思いますが、14ページの「うち

医業未収金」以外の30数億の大きな金額がござ

いますが、これは、一般会計、知事部局であり

ますと出納整理期間というものがありまして、

４月、５月で収納されるもの、具体的に言いま

すと、社会保険とか国民健康保険とかの診療報

酬の部分を請求しているんですが、それが入っ

てくるのが年度を越す関係で、企業会計上は未

収金という整理をせざるを得ませんので、この

ほとんどのお金はそういうお金でございまして、

その後、100％入ってきております。以上でござ

います。

○内村委員 今のように不景気で倒産も多く

なったりして仕事場がなくなったりすると、お

金を払わずに、こういうのがふえていくんじゃ

ないかと思うんです。よそに転出したとかそう

いう場合もあると思うんですが、そういうとこ

ろの、追っかけじゃないですけど、徴収はどん

ななりますか。

○桑山病院局次長 各病院におきましては、各

２名の非常勤の徴収員の方、もちろん正規職員

も含めて対応する場合もございますが、電話で

の催告であったり、夜間戸別訪問をして催促を

したり、そういう努力をしております。そうし

た中で、こちらが把握できないうちに所在不明

になったり、そういう事例はございます。そう

いう場合には、追跡調査でわからなければ、や

むを得ず徴収しないまま時効になるケースもあ

ろうかと思いますが、そうならないよう、まず

は入院している時点から発生しないような努力

をしていく必要があるというふうに思っており

ます。

○内村委員 大変でしょうけれども、そこを何

とか努力をまたこれから先、お願いしたいと思

います。終わります。

○井上委員 病院事業費用の中の経費の関係な

んですけど、医療の提供体制の充実ということ

で、福祉保健部が持っている予算というのは医

療薬務課で結構ありますよね。医師の確保も含

めて医療スタッフの確保、いろんなものがある

わけです。病児保育所の関係の補助もあるわけ

ですけど、向こうが予算は結構たくさん持って

いるわけですが、それとの関係です。それは病

院局が持つより、あっちが持っていて徹底的に

やったほうがいいという感覚なのか、予算の配

分のありようについては、答えにくいかもしれ

ませんが、どんな感じなんですか。向こうが全

部持っていてそれは全部やってもらって、そし

て、そのあれは病院局が受けたほうがいいとい

う感じですか。

○桑山病院局次長 支出目的は何の経費でござ

いましょうか。

○井上委員 例えば病児保育所の運営費とか、

向こうから来るんですよね。違いますか。

○桑山病院局次長 病院におきましては、繰出

金の中に、あるいは個別の補助に該当するべき

かどうかなんですけど、政策医療という形で救

急医療とか、あるいは病院で看護師さんの卵を
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研修で受けて育てたりしますね、そういった人

材育成とか、そういうものは、そもそも一般会

計で負担していただくものですし、あるいは採

算がとれないものに対して出していただくとい

うのも繰出金の中身でございます。おっしゃる

ような病児保育とかこういったものは、利用者

からコスト回収するというのはなかなか難しい。

職員のいわば勤務環境改善という意味で、でき

れば一般会計からそういったものは見ていただ

けたらありがたいと思っています。

○井上委員 だから、一般会計の額をもっとふ

やしたほうがいいんじゃないのかという話です。

あっちに任せっきりがいいのか、それともこっ

ち側に一般会計としてきちんと持っておく額を

持ってきたほうが、例えば医療スタッフを確保

するためのいろんなことをやっておられるじゃ

ないですか、そういうことも含めて、向こう側

がしたほうが、医療薬務課のほうで体制をとっ

たほうが有効なのか、それとも、こっち側、実

際やっている病院局側でやったほうがいいもの

か、そこについてはどんな……。言いにくかっ

たらもういいです。

○渡邊病院局長 医療薬務課が全体的な医療政

策の予算を持っているわけです。あるいは医療

政策といっても、国庫補助が絡んだり、国庫補

助の受け皿になったり。そういう中で、基本的

には医療薬務課は医療政策の予算を確保する。

そして、具体的な事業については、県立病院あ

るいは大きな民間病院もあるわけですね、例え

ば古賀病院とかいろいろある。同じような事業

をやると、医療薬務課が全体をコントロールし

てそこに予算を配分するというような形がいい

んじゃないでしょうか。私はそういう形だと思

います。病院というのは具体的な実践をやると

ころでございますので、政策は医療薬務課で。

医療薬務課がしっかりと予算を確保すれば、当

然、我々のほうにも予算は流れてくるわけでご

ざいますけれども、そのあたり全体の予算が厳

しい中で、ただ、今の福祉保健部でございます

けれども、医療薬務課は非常に頑張っておりま

して、積極的に事業展開しております。同じ階

におります、今、ここから見えますけれども、

そこの階におりますけれども、同じ棟におりま

して、我々としても連携を密にしながらやって

いるところでございます。福祉保健部と病院局

との関係は非常にうまくいっているのではない

かと思っています。

○井上委員 実は、患者の側は病院をどうやっ

て選ぶかというと、最近はインターネットで全

部の情報がわかるので、手術例が幾らあって、

そこのお医者さんはどこの学校の出身でどうで

と。そして、どういう状況でといったら、じゃ、

ここに行こうかといってアクセスして、そこの

病院に行こうとするわけです。自分が実際、手

術でも受けないといけないと思えばなおさらで

すけど、そういうふうにしてインターネットで

選んでいくわけです。

私がちょっと気になるのは、先ほど企業債の

ことでちょっとお尋ねしましたけれども、民間

の病院で物すごく高度な医療機器を入れている

ところとかあるじゃないですか。そことの連携

とか、県立病院がそれを全部持っていないとい

けないのかどうかとか、そういうコーディネー

トは医療薬務課がするのかもしれませんが、そ

ういうことも含めて、どこがリーダーシップを

発揮して、医療供給体制はどこがどんなふうに

やるのが一番ベターなのかなというのをいつも

疑問に思うんです。それは病院局なのか、それ

とも医療薬務課の政策的なものを持っていると

ころがやるべきなのか。そこのところがよ
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く……。実際お仕事されている側からすると、

上から目線で来られるよりもどうなのかなと

ちょっと思った。委員会で言うべきことではな

いのかもなとも思ったりもするんですが、率直

に聞かせてもらえましたら―聞き置いていた

だいて結構です。

○髙橋主査 ほかにございませんか。

○坂口委員 宮崎病院の事業外収益でしたか、

１億2,300万の売却。あれをちょっと詳しく。１

億2,300万がどういったものなのかというのを。

まだ残地がありますよね。

○桑山病院局次長 お尋ねの件につきましては、

新富町にございます旧富養園の土地が全体で５

万5,500平米ほどありまして、そのうちの北側３

分の１に当たります１万8,500平米を、るぴなす

支援学校が高等部を開設するための学校敷地と

して購入したいというお話がありましたので、

教育委員会のほうに処分したものでございます。

その土地代のうち、いわゆる簿価を除いたもの

をこちらの収益として計上しているものでござ

います。

○坂口委員 この決算書の中に富養園の改修だ

の水回りだの、小さいのが幾らか企業債が出さ

れているんです。これはその売却との関係とい

うのは。

○桑山病院局次長 この件につきましては、富

養園を廃止した後、そこにおいて、当初はクリ

ニック等の考えもございましたが、応募者があ

りませんで、その後、現在は、グループホーム

を営むＮＰＯ法人が、富養園の管理棟の部分を

県から借り受けまして地域の精神障がい者の

方々のいろんな支援をしているわけでございま

すが、その管理棟でそういった事業を展開する

上で必要な、老朽化した管理棟その他周りの附

帯設備の補修等を行ったものが決算書の中身の

事業でございます。

○坂口委員 確かにそうだったんですね。たし

か平成７、８年だったと思うんです。富養園の

あり方検討会というのを立ち上げて、ずっと経

緯があって、最終的に５つの機能を宮崎病院に

移そうと。５つだから、残った機能があって、

これをどうするというのはまだ出されていない

んです。特に中間施設をどうするんだと。一方

では、社会参加というものを促進していこうと

言いながら、中間施設がないというところは、

問題をずっと整理しないまま一つ来ているとい

うのがあると思うんです。だから、残された３

分の２の中で今後その機能を再度やっていくの

か。民間の運営というか、どこかに委託してい

こうというものがなかったということでそれを

やっていくのかという、この整理をどうするの

かというのが一つまだ課題として残っていると

思うんですけど、そこらについてはどんなぐあ

いなんですか。今、まだ５つの機能以外に、最

終的にあれを移すときの約束事というのは、残

りの機能はちゃんと県が持つという約束での５

つの機能の移転だったんです。それの検討とい

うのはどういうぐあいになされているんですか。

随分長い時間経過するんだけど。

○渡邊病院局長 富養園を移転するとき、いろ

んな課題について整理しながら議論し、また整

理し、結局、基本的には宮崎病院に移しまして

今あの状態になっているわけでございます。そ

れで、坂口委員がおっしゃったように、今後の

精神医療の一つのあり方として、中間施設をど

うするか。最近はグループホームとかいろんな

展開がありますけれども、そういう課題が確か

にあるわけでございまして、そのあたりをあの

検討の際に、地域の精神病院を含めていろいろ

議論した経緯があります。ただ、それが実現に
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至らず今日に至っているのが事実でございます。

ただ、今後、あの富養園の跡地でそういうも

のを展開するのか、そのあたりも含めて議論し

なきゃいけないし、これは逃げるわけじゃあり

ませんけど、病院局だけの問題じゃなくて、県

の精神医療施策の問題でもあるわけでございま

す。そのあたりも含めて全体で議論しなきゃい

けない。その中で、あの跡地をどうするかとい

う問題もまた考える必要があるし、一応、今の

段階では切り離して考えたほうがいいのかなと

思っています。

○坂口委員 そのとおりだと思うんです。病院

局の範疇じゃなくて、宮崎県の残された政策課

題としてどうやっていくかというのを全体で考

えていく。その中で、まず一つには、あそこで

そういったものを今後整備していく可能性があ

るとなれば、３分の２はそのまま残さなきゃだ

めなんですけれども、いずれにしてもどうやっ

ていくかという方向を早く出して、あの土地の

今後の活用のあり方というのを考え、処分を含

めた適切な措置をしていくというのがあるんで

すけど、問題は、荒れ地になっているんです。

周辺にも草がいっぱい生えてゴーストタウンみ

たいになっているんです。というのが、必要な

部分だけを改修されたわけです。あれが解体さ

れたわけでまだ本体が残っているんです。たし

かこれも井本委員だったけど、相当前に、割れ

窓現象というんですか、取り上げたことがあっ

たですね。今はちょっとしたお化け屋敷みたい

なものだけど、ここがどういうぐあいに今後なっ

ていくかというのは大きな心配事ですよ。そし

てまた、県としても、廃屋としたからには、こ

れをしっかり撤去するなり何なり、とにかく更

地に戻すということだけは、いずれにせよ、あ

の３分の２の土地が今後どう動いていくにせよ、

やらなきゃならないことですよね。ここのとこ

ろの考え方というのは、病院局の中で整理して

もいいんじゃないかと思うんですけど、これは

どんななんですか。

○桑山病院局次長 おっしゃるように、まだ何

列かにわたって旧病棟なりが残っておりますし、

広大な敷地が存在しています。これについては、

現在、委託しておりますＮＰＯ法人に管理等委

ねているわけでございますが、今後のＮＰＯ法

人の事業展開上、もし仮に使用する部分があれ

ば別でございますが、そうでない建物あたりは、

なるべく早いうちに撤去する方向で検討したほ

うがよいのではないかと思っているところでご

ざいます。活用方法も町ともあわせて検討する

必要があると思います。

○坂口委員 ＮＰＯに管理というと、使ってい

ない残りの３分の２の敷地内の管理までという

と限界があるし、万が一のときに今度は責任の

問題が出てくるから、ここはやっぱり明確にぴ

しゃっとやって、必要な分だけは管理していた

だく、責任持っていただくということで、これ

は今後、内部で善処方をぜひお願いしたいとい

うことで。

○渡邊病院局長 今、次長が答弁いたしました

けれども、あそこの跡地に昔の病棟がかなり残っ

ていまして、これについては、いずれ病院局の

責任でちゃんと整理しなきゃいけない。早急に

解体の検討に入りたいと私は思っています。い

ずれにしても、ことしの宮崎病院の収入の中に

土地の売却費が１億2,000万入っているわけでご

ざいまして、こういうものは基本的にはそうい

う形で有効活用する、できるだけ土地の整備の

ほうに使っていく、それが私は本筋だと思って

いますので、そういう形で早急に検討して、で

きたら来年度中には解体の手続に入りたいと、
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そういうふうに思っています。

○坂口委員 あそこの土地は、たしか町が県に

寄附行為でやった土地ですよね。だから、元も

かかっていない土地ですし、そこで１億2,300万

というものがお金として県に入ったわけです。

何らか地元に安心を与えるということも含めて、

そしてまた、残りの土地も、今後の検討課題の

中に、まず一つには、地元のために使えないか

ということも含めた中で、単純に、あそこに病

院をつくるかつくらないか、つくらないなら売

却しようじゃなくて、その次の案として、地域

にお返しできないか。お金はまた別ですよ、た

だとかそんなのはまた別ですけれども、そこで

地域の振興のためとか、あるいは、今、市町村

でかなりせっぱ詰まった当面の大きな課題と

なっている防災対策のためのスペースとか、そ

ういったものを早急に地元とも情報交換されな

がら、これはお願いをしておきます。

○髙橋主査 ほか、ございませんか。

私から２つお話をさせていただきますが、１

つは医療未収金の関係で、これはわずかな例だ

と思うんです。医師として診療拒否できないと

いうことは当然のことなんですけど、民間の医

療ですからあんまり言いたくないですけど、「お

金がないんですよ」で来るんですね、「そういう

方は県病院に行きなさい」というふうに言う医

師もいるらしくて、ここで議論する問題じゃな

いんですが、そこのところはしっかりと指導い

ただくような意見交換を医師会としていただき

たいと思います。

あと１点は、入院患者について、ＤＰＣで２

週間か３週間で次につなぐということで、いろ

いろと意見を出していただきましたけど、入院

患者にしっかりした説明がなされていないのか

もしれません。中には県病院を悪く言う方もい

らっしゃるんです。「すぐ追い出すっちゃわ。髙

橋さん、どうにかならんとかえ」と。ちゃんと

考えていらっしゃると思うんですよ。だから、

早目に次なる道を説明してあげる。地域連携と

おっしゃっていましたね。自宅に帰って自立で

きる人はいいんです。あるいは転院先がある人

はちゃんとその説明をする。帰っても介護が必

要な方とかいらっしゃるんです。そういうとこ

ろは、福祉士とか介護とかそういうところとの

連携をとるための説明を早目早目に、やってい

ただいているとは思いますが、なお一層またそ

の辺の充実をしていただけると、県病院が物す

ごく県民から愛されると思いますので、よろし

くお願い申し上げます。

なければ、以上で病院局を終了いたします。

執行部の皆様、お疲れさまでした。

以上をもって、本日の分科会を終了いたしま

す。

午後３時８分散会
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平成24年10月３日（水曜日）

午前９時59分再開

出席委員（８人）

主 査 髙 橋 透

副 主 査 二 見 康 之

委 員 坂 口 博 美

委 員 中 村 幸 一

委 員 井 本 英 雄

委 員 内 村 仁 子

委 員 井 上 紀代子

委 員 前屋敷 恵 美

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

福祉保健部

福 祉 保 健 部 長 土 持 正 弘

福祉保健部次長
安 井 伸 二

（ 福 祉 担 当 ）

福祉保健部次長
冨 髙 敏 明

(保健･医療担当)

こども政策局長 日 隈 俊 郎

部 参 事 兼
大 野 雅 貴

福 祉 保 健 課 長

医 療 薬 務 課 長 郡 司 宗 則

薬 務 対 策 室 長 竹 井 正 行

国保・援護課長 青 山 新 吾

長 寿 介 護 課 長 川 添 哲 郎

障 害 福 祉 課 長 孫 田 英 美

就 労 支 援 ・
中 西 弘 士

精神保健対策室長

衛 生 管 理 課 長 青 石 晃

健 康 増 進 課 長 和 田 陽 市

感染症対策室長 肥田木 省 三

こども政策課長 長 友 重 俊

こども家庭課長 古 川 壽 彦

事務局職員出席者

議 事 課 主 幹 阿 萬 慎 治

総務課主任主事 橋 本 季士郎

議事課主任主事 川 崎 一 臣

○髙橋主査 分科会を再開いたします。

執行部の説明の前にお願いをいたしますが、

委員から細部にわたる質疑があると思いますが、

時間がかかる場合には次の質疑に移っていただ

くように、進行がスムーズにいくように、御協

力方よろしくお願い申し上げます。

それでは、平成23年度決算について、福祉保

健部長の概要説明を求めます。

○土持福祉保健部長 おはようございます。福

祉保健部でございます。どうぞよろしくお願い

いたします。

それでは、平成23年度の決算等の概要につい

て御説明をいたします。

お手元の「平成23年度決算特別委員会資料」、

福祉保健部のほうで用意いたしました資料でご

ざいますが、１ページをお開きいただきたいと

思います。これは、総合計画「未来みやざき創

造プラン」における分野別施策のうち、福祉保

健部に関連するものを体系表にしたものでござ

います。

まず、分野のところでございますが、「人づく

り」については、Ａ－１「安心して子どもを生

み、育てられる社会」など、３つの目指す将来

像を定めまして、安心こども基金を活用いたし

ました子育て支援の充実や児童虐待対策など、

子ども・若者の権利擁護と自立支援などを施策

の柱として推進したところでございます。
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次に、分野のＢ「くらしづくり」でございま

すが、Ｂ－１の「生き生きと暮らせる健康・福

祉の社会」など、これも３つの目指す将来像を

定め、健康づくりの推進に取り組みましたほか、

みんなで支え合う福祉社会の推進や、地域医療

再生基金を活用いたしました救急医療や医師確

保対策など、医療提供体制の充実に取り組んだ

ところでございます。

なお、詳細につきましては、後ほど、別冊の

「主要施策の成果に関する報告書」に基づきま

して担当課長から説明させますので、よろしく

お願いいたします。

次に、同じく資料の２ページをお開きいただ

きたいと思います。福祉保健部の平成23年度決

算状況について御説明をいたします。一般会計

につきましては、下から４段目、一般会計の小

計の欄でございますが、左から、予算額1,037

億8,465万6,000円、支出済額1,006億4,911

万9,822円、翌年度明許繰越額17億7,483万8,000

円、事故繰越額110万円、不用額13億5,959万8,178

円で、執行率は97.0％となっております。また、

特別会計につきましては、下から２段目、特別

会計の小計の欄でございますが、こども家庭課

所管の母子寡婦福祉資金特別会計でありますが、

左から、予算額３億8,078万9,000円、支出済額

２億2,469万2,571円、不用額１億5,609万6,429

円で、執行率は59.0％となっております。

次に、飛びますが、資料の32ページをお開き

いただきたいと思います。福祉保健部に係る監

査報告における指摘事項等について御説明をい

たします。監査報告における指摘事項、注意事

項及び要望事項については、32ページから最後

の37ページにかけて記載のとおりでございます。

そのうち指摘事項につきましては、32ページの

一番下の欄にありますように、全体で４項目に

つきまして、５機関に対し５件の指摘を受けて

おりまして、これにつきましては、後ほど、担

当課長から説明をいたします。

また、別冊になりますが、お手元の「平成23

年度宮崎県歳入歳出予算決算審査意見書及び宮

崎県基金運用状況審査意見書」というものがご

ざいます。この47ページをお開きいただきたい

と思います。特別会計であります母子寡婦福祉

資金特別会計について、意見・留意事項等を受

けております。これら御指摘をいただいた点に

つきましては、真摯に受けとめ、内部のチェッ

ク体制の強化を図り、適切な事務処理に努めて

まいりたいと考えております。

以上、福祉保健部の平成23年度の決算等につ

きまして、概要を御説明いたしましたが、詳細

につきましては、この後、各課長から説明をい

たします。御審議のほど、よろしくお願いを申

し上げます。

○髙橋主査 部長の説明が終了いたしました。

これより、福祉保健課、国保・援護課、長寿介

護課、障害福祉課の審査を行いますので、それ

ぞれ説明をお願いします。なお、委員の質疑は、

４課の説明が全て終了した後にお願いいたしま

す。

○大野福祉保健課長 福祉保健課でございます。

福祉保健課の平成23年度決算につきまして御

説明いたします。お手元に配付しております「平

成23年度決算特別委員会資料」の２ページをお

開きください。福祉保健課は一番上の段であり

ます。予算額83億3,878万円に対して、支出済額

は83億670万8,820円、不用額は3,207万1,180円

で、執行率は99.6％でございます。以下、内容

の説明に入りますが、以後の資料で、不用額と

記載されております執行残額につきまして、各

課とも、目における執行残額が100万円以上のも
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の及び執行率が90％未満のものについて御説明

させていただきたいと存じます。

３ページをごらんください。（目）社会福祉総

務費の不用額655万6,468円についてであります。

主なものは、節のところ、委託料の不用額114

万8,908円で、これは、福祉・介護事業所への就

労を目指す者への支援等を行う福祉・介護人材

確保特別対策事業のうち、福祉人材センターの

事業費が確定したことなどによる執行残であり

ます。

次に、節の負担金・補助及び交付金の不用

額437万8,770円は、宮崎県社会福祉協議会の福

祉活動指導員等に係る人件費の一部を助成する

福祉活動指導員設置費補助金の事業費が確定し

たことなどによる執行残であります。

次に、（目）社会福祉施設費の不用額433万

6,426円についてであります。主なものは、次の

４ページになりますが、節の需用費の不用額380

万7,877円でありますが、県立施設の緊急突発的

な修繕に備えた補修費の執行残等であります。

同じく４ページの（目）救助費の不用額1,279

万1,312円、執行率85.1％についてであります。

主なものは、節のところ、負担金・補助及び交

付金の不用額917万3,314円でありますが、これ

は、災害救助法に伴う経費であります災害救助

事業費のうち、新燃岳噴火の際の避難所運営経

費や東日本大震災の被災地への援助費用につい

て、市町村に支弁した救助費等の執行残であり

ます。

１つ飛びまして、６ページをごらんいただき

たいと存じます。（目）保健所費の不用額391

万2,949円についてであります。主なものは、節

の需用費や委託料、備品購入費等で、県内８保

健所の分の執行残でございます。

次に、７ページをごらんください。（目）医務

費の不用額201万6,369円、執行率87.1％につい

てであります。主なものは、部共通の節でござ

います旅費や委託料の執行残等であります。

福祉保健課の決算に関する説明は以上でござ

います。

次に、主要施策の成果に基づき、保健福祉課

の主な事業について御説明いたします。別冊で

ございます。一番分厚い冊子でございますが、

主要施策の成果に関する報告書、青いインデッ

クスがついておりまして、福祉保健課のところ、

恐れ入りますが、67ページをお開きください。

１の（２）みんなで支え合う福祉社会の推進

についてであります。施策推進のための主な事

業及び実績の地域福祉活動推進事業であります

が、主な実績内容欄にありますように、共に支

え助け合う宮崎の地域福祉推進事業や地域福祉

等推進特別支援事業により、地域福祉を支える

担い手の育成や市町村等が行う見守りや声かけ

活動など、住民相互の支え合いによる地域福祉

活動に対して支援を行ったところであります。

次の地域生活定着支援事業でありますが、高

齢や障がいのため、福祉的な支援を必要とする

刑務所等の出所予定者に対しまして、地域生活

定着支援センターにおいて、入所中から、出所

後、直ちに福祉サービスにつなげるための準備・

調整を行い、円滑な社会復帰の支援を行ったと

ころであります。

次の福祉サービス利用推進事業でありますが、

日常生活自立支援事業により、認知症など判断

能力が十分でない方に対して、福祉サービスの

利用手続の援助や金銭管理サービスを行い、地

域において自立した生活が送れるよう支援を行

うとともに、福祉サービス運営適正化推進事業

により、福祉サービスに関する利用者の苦情相

談等に対応したところであります。
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次の改善事業、福祉サービス第三者評価推進

でありますが、これは、県が認証した評価機関

が福祉施設のサービスの質を評価し、公表する

ことにより、サービスの質の向上を図る制度で

ありまして、平成23年度は４施設が評価を受け

たところでございます。

次に、68ページをお開きください。福祉人材

センター事業でありますが、無料職業紹介事業

等により、福祉施設の人材確保等に努めたとこ

ろであります。平成23年度は、求職登録者736人、

求人・求職相談件数3,174件の実績になっており

ます。

福祉・介護人材確保特別対策事業は、福祉・

介護職への就労を目指す者に対し、それぞれの

状況に応じた適切な就労支援を行うため、養成

施設等の事業を支援したところであります。

次に、69ページをお開きください。施策の成

果等でありますが、①にありますように、地域

福祉を担う人材育成や地域福祉の取り組みなど、

基盤整備が着実に図られてきているところでご

ざいます。今後は、地域福祉計画を策定してい

ない９の市町村に対して、計画の策定への理解

を促し、必要な支援を行うなど、さらなる地域

福祉の推進を図っていく必要があるものと考え

ております。

次に、②にありますように、福祉サービスの

利用援助や利用者からの苦情相談の解決など、

福祉サービスを利用しやすい環境の整備に努め

たところでございます。今後は、福祉サービス

の質の向上と利用者の適切なサービス選択に資

するため、第三者評価機関による評価の受審促

進に努めてまいりたいと考えております。

また、③にありますように、福祉人材の就労

あっせんや相談等を行い、人材の確保を図ると

ともに、多様化する福祉ニーズに対応した研修

を実施することにより、社会福祉従事者等の資

質の向上を図ったところであります。

今後とも、求人・求職者のマッチングなど、

福祉・介護人材の確保に努めてまいりたいと考

えております。

次に、70ページをごらんください。３の（１）

危機管理体制の確保であります。災害救助事業

でありますが、下の施策の成果等にありますよ

うに、県と市町村とで設置した宮崎県市町村災

害時安心基金において、平成23年度は、大雨で

被災した４市１町１村、具体的に申し上げます

と、都城市、延岡市、小林市、えびの市、新富

町、諸塚村の19世帯に対しまして、205万円の支

援金を支給したところであります。

主要施策の成果に関する報告書については以

上でございます。

最後に、監査委員の決算審査意見書について

でありますが、特に報告すべき事項はございま

せん。

福祉保健課からの説明は以上でございます。

○青山国保・援護課長 国保・援護課の平成23

年度の決算状況について御説明いたします。

お手元の平成23年度決算特別委員会資料の２

ページをお開きください。国保・援護課は上か

ら３列目であります。予算額279億3,531万6,000

円に対しまして、支出済額は278億6,017万1,294

円、不用額は7,514万4,706円となっており、執

行率は99.7％であります。

それでは、11ページをお開きください。決算

事項別明細説明資料であります。当課の予算に

つきましては、執行率が90％未満のものはござ

いませんので、執行残が100万円以上の目につい

て御説明いたします。

（目）社会福祉総務費でありますが、不用額

の欄にありますように、119万7,040円が不用額
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となっております。この主なものは、行旅病人

及び行旅死亡人取扱費の負担金・補助及び交付

金や住宅手当緊急特別措置事業に伴う扶助費等

の執行残であります。

次に、12ページをお開きください。中ほどの

（目）国民健康保険指導費でありますが、不用

額の欄にありますように、702万4,952円が不用

額となっております。この主なものは、宮崎県

国民健康保険団体連合会を実施主体として、市

町村からの拠出金を受け、80万円超の医療費を

対象に実施しております高額医療費共同事業に

対し、県が市町村の拠出金の４分の１を負担す

る事業において、必要な額を見込んでおりまし

たが、対象となる医療費の実績が見込みを下回っ

たため、不用額が生じたものであります。

次に、13ページの生活保護総務費であります

が、不用額の欄にありますように、1,678万954

円が不用額となっております。この主なものは、

旅費、需用費、役務費などで、県内５つの郡部

福祉事務所が実施します被保護世帯に対する訪

問調査や資産調査等に要する経費でございます。

これは、厳しい雇用・経済情勢の中、生活保護

の申請に対しまして、調査等に支障を来たさな

いよう必要な額を見込んだ結果、不用額が生じ

たものであります。また、負担金・補助及び交

付金につきましては、市の福祉事務所が実施し

ます生活保護受給者就労支援事業及び住宅手当

緊急特別措置事業に対する補助でありますが、

市の実績に伴う執行残であります。

次に、14ページの（目）扶助費でありますが、

不用額の欄にありますように、4,936万5,792円

が不用額となっております。扶助費には、被保

護世帯に対する生活扶助、教育扶助、住宅扶助、

医療扶助等の８つの扶助費がございます。この

扶助費につきまして、被保護世帯の増加に対応

できるよう必要な額を見込んだ結果、不用額が

生じたものであります。

次に、平成23年度の主要施策の成果について、

主なものを御説明いたします。

お手元の「平成23年度主要施策の成果に関す

る報告書」の80ページをお開きください。まず、

（２）みんなで支え合う福祉社会の推進であり

ます。

主な事業の、まず、生活保護扶助につきまし

ては、生活に困窮する県民に対して必要な保護

を行い、生活保護制度の適正な実施を図ってき

たところであります。

次に、福祉事務所活動につきましては、被保

護世帯の自立支援のための世帯訪問調査を初め、

収入等関係機関調査や就労支援等を行うととも

に、離職者で住宅を喪失した者等に対して住宅

手当の支給を行ったところであります。

次に、戦没者遺家族等援護につきましては、

全国戦没者追悼式等への遺族の参列に対する支

援や平和祈念資料展示室での遺品等の保存・展

示を行ってきておりますが、昨年度は、これら

の遺品等の一部を貸し出し展示用のセットにし

て小学校や公立図書館への貸し出しを行ったほ

か、県庁本館や県立図書館等での展示を行った

ところであります。

施策の成果等としましては、生活保護につき

まして、保護受給者の自立支援に向けた訪問活

動や適正な保護費の支給に向けた各種調査等の

徹底など、適正実施に努めたところであります。

今後とも、ハローワーク等の関係機関との連携

を図り、保護受給世帯の自立支援に努めてまい

ります。また、遺家族援護事業では、戦没者遺

族等に対する支援とともに、県民に広く戦争の

悲惨さや平和のとうとさについて考えていただ

く機会の提供を図ったところであります。
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次に、82ページをごらんください。（３）医療

提供体制の充実であります。

主な事業の国民健康保険助成につきましては、

低所得者に対する保険税の軽減措置に伴う国保

財政の基盤を安定させるための事業を初め、高

額医療費の発生に伴う財政リスクを緩和するた

めの共同事業への助成や、市町村、国保間の財

政力の不均衡等を調整するための都道府県財政

調整交付金により、市町村の国保財政の安定化

を図ったところであります。

次の後期高齢者医療費負担金につきましては、

後期高齢者医療広域連合が実施する後期高齢者

医療制度への県費負担金等を交付することによ

り、制度の安定的な運営を図ったところであり

ます。

施策の成果等としましては、国民健康保険に

つきまして、市町村保険者に対しまして、必要

な助言・指導並びに財政支援等を行うことで、

全ての市町村ともおおむね良好な事業運営が図

られたものと考えております。後期高齢者医療

につきましては、後期高齢者医療制度への県費

負担金を交付することにより、制度の安定的運

営に寄与したものと考えております。後期高齢

者医療制度は、国において見直しについての検

討が行われているところでありますが、当面は、

現制度の運営が安定的に行われるよう、広域連

合及び市町村に対して適切な支援や助言を行っ

ていくこととしております。

最後に、監査委員の決算審査意見書に関して、

特に報告すべき事項はありません。

国保・援護課の説明は以上であります。

○川添長寿介護課長 長寿介護課の平成23年度

決算状況につきまして御説明いたします。

お手元の決算特別委員会資料の２ページをお

開きください。長寿介護課につきましては上か

ら４段目でございます。予算額171億206万8,000

円に対しまして、支出済額165億4,148万6,982円、

翌年度繰越額４億4,800万円、不用額１億1,258

万1,018円で、執行率96.7％となっております。

次に、15ページをお開きください。執行率が90

％未満の目はございませんので、執行残が100万

円以上の節について御説明いたします。

老人福祉費の不用額１億1,254万7,260円でご

ざいますが、その主なものとしましては、委託

料の不用額852万3,695円でございます。この主

なものとしましては、訪問看護ステーションの

ネットワークの整備等を支援します訪問看護支

援事業におきまして、委託料が見込みを下回っ

たことなどによる執行残でございます。

次に、負担金・補助及び交付金の不用額9,163

万9,842円であります。この主なものとしまして

は、老人福祉施設整備等事業費の中の災害復旧

事業につきまして対象がなかったこと、また、

介護職員の賃金の改善を行う事業者に対する助

成等を行うことを目的としました介護職員処遇

改善等交付金事業において、交付額が見込み額

を下回ったこと、さらに、認知症高齢者グルー

プホーム等の整備を目的としました介護基盤緊

急整備等臨時特例基金事業におきまして、入札

等によりまして交付額が見込み額を下回ったこ

となどによる執行残でございます。

次に、貸付金の不用額1,000万円でございます。

これは、介護保険給付費の不足が見込まれまし

た市町村に対しまして、介護保険財政安定化基

金から貸し付けを行うものでございますが、市

町村に不足が発生しなかったことによる執行残

でございます。

次に、翌年度への繰越額でございます。負担

金・補助及び交付金の翌年度繰越額の明許の欄

にございます４億4,800万円でございます。これ
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は、老人福祉施設整備等事業の１億5,000万円と

介護基盤緊急整備等臨時特例基金事業の２

億9,800万円の繰り越しとなっております。老人

福祉施設整備等事業は、施設等の整備を図る市

町村等に対しまして補助を行う事業でございま

すが、土地開発行為の許可のおくれ等から、事

業が繰り越しとなったことによるものでござい

ます。また、介護基盤緊急整備等臨時特例基金

事業は、既存施設のスプリンクラー整備等を行

う事業でございますが、入札手続や用地の整備、

造成等に日時を要したために、事業主体におい

て事業が繰り越しとなったことによるものでご

ざいます。なお、当施設整備につきましては、

現在、100％の進捗状況ということを確認してお

ります。

決算事項別明細説明資料につきましては以上

でございます。

次に、平成23年度の主要施策の成果について、

主なものを御説明いたします。

お手元の主要施策の成果に関する報告書、長

寿介護課のインデックス、83ページをお開きく

ださい。まず、３の多様な主体が参加し、一人

一人が尊重される社会の（２）高齢者が活躍す

る社会の推進についてでございます。

主な事業の、生きがい対策事業につきまして

は、高齢者の生きがいづくりや健康づくり活動

を支援するために、老人クラブに対する助成や

県社会福祉協議会に対する補助等を行いました。

超高齢社会対策事業につきましては、シニア

パワー元気はつらつ宮崎づくり推進事業におき

まして、高齢者の経験などを一層活用するため、

高齢者の社会参加に取り組みますＮＰＯ等を広

く公募しまして、事業委託しますとともに、シ

ニアパワーを生かした活動の検証や、パンフレッ

ト、ＤＶＤの作成等により情報発信に取り組み

ました。

施策の進捗状況に、ねんりんピック等の参加

者数を挙げておりますが、ごらんのとおりとなっ

ております。

次に、84ページをお開きください。施策の成

果等としましては、①の老人クラブへの支援や

宮崎ねんりんピックの開催等、さらに、②のＮ

ＰＯ等との協働によるシニアパワーを活用した

事業や、シニアパワー宮崎づくり月間における

広報・啓発、顕彰等を実施することで、高齢者

の社会参加の取り組みの促進、さらには県民の

理解促進を図ることができたものと考えており

ます。今後とも、これらの取り組みを通じまし

て、高齢者の新たな社会参加の仕組みづくりや

場づくりの促進に努めていきたいと考えており

ます。

次に、85ページをごらんください。１の生き

生きと暮らせる健康・福祉の社会の（２）みん

なで支え合う福祉社会の推進についてでござい

ます。

在宅老人介護等対策事業につきましては、地

域包括支援センターの職員研修等を実施します

とともに、いきいきはつらつ介護予防プログラ

ムの普及・定着に取り組んだところでございま

す。また、高齢者総合支援センターにおきまし

て、高齢者虐待等に関する市町村の取り組み支

援や総合相談、介護に関する啓発事業を行いま

した。

認知症高齢者対策事業につきましては、認知

症高齢者に対する介護サービスの充実等を図る

ために、認知症介護の実践者や管理者等に対す

る研修を実施しましたほか、認知症疾患医療セ

ンターを３カ所指定させていただいております。

次に、86ページをお開きください。まず、介

護保険対策事業につきましては、介護支援専門
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員に対する各種の研修を実施しますとともに、

市町村に対する財政支援等により介護保険事業

の適正な運営に努めたところでございます。

次に、老人福祉施設整備等事業につきまして

は、軽費老人ホームの事務費の一部を補助する

ことで、入所していらっしゃいます高齢者の負

担軽減を図りましたほか、老朽化した特別養護

老人ホームの改築事業に対する補助を行ってお

ります。また、介護職員処遇改善等臨時特例基

金事業では、介護職員の確保が促進されますよ

う、基金を活用しまして介護職員の賃金の改善

を行う事業者に対し、交付金を交付しますとと

もに、施設開設準備経費助成特別対策事業によ

りまして、新設します認知症高齢者グループホー

ム等の経費を助成したところでございます。ま

た、介護基盤緊急整備等臨時特例基金事業では、

地域における介護ニーズに対応するため、認知

症高齢者グループホーム等の整備と既存施設の

スプリンクラー整備の支援を行っております。

次に、87ページをごらんください。施策の進

捗状況につきましては、介護予防教室へ参加さ

れる高齢者数を挙げておりますが、ごらんのと

おりとなっております。

施策の成果としましては、①の介護保険給付、

介護予防事業などの取り組みに対する支援、さ

らに、②の高齢者虐待対応専門職チームの派遣

などによりまして市町村等の支援を行いますと

ともに、③の認知症高齢者やその家族を支える

体制の整備、また、④の高齢者保健福祉計画に

基づく施設整備の支援などによりまして、高齢

者支援体制の充実を図ったところでございます。

また、⑤のケアマネジャーなどの人材育成や介

護職員の処遇改善によりまして、介護人材の資

質向上を図るための取り組みも進めたところで

ございます。今後とも、市町村等と連携しなが

ら、高齢者保健福祉計画に基づく施設整備、介

護保険制度の円滑な運営を図ってまいりたいと

考えております。

主要施策の成果の主なものにつきましては以

上でございます。

なお、監査委員の決算審査意見書に関しまし

ては、特に御報告すべき事項はございません。

長寿介護課は以上でございます。

○孫田障害福祉課長 障害福祉課分につきまし

て御説明いたします。

平成23年度決算特別委員会資料の２ページを

お開きください。中ほどにあります障害福祉課

の欄をごらんください。予算額145億3,928

万4,000円に対しまして、支出済額は138億6,025

万3,102円、繰越額は２億3,745万8,000円、不用

額は４億4,157万2,898円となっておりまして、

執行率は95.3％であります。

次に、16ページをお開きください。執行率が90

％未満の目はありませんので、執行残が100万円

以上の目について、その中身を御説明いたしま

す。

まず、（目）障害者福祉費であります。不用額

は782万2,268円となっております。主なものと

いたしまして、節の欄の負担金・補助及び交付

金が539万6,771円でありますが、これは、障が

い者住宅改造等助成事業の実績が見込みを下

回ったことによるものであります。

次に、（目）社会福祉施設費で、不用額は206

万7,015円となっております。この目は、身体障

害者相談センターの運営に係る経費等であり、

旅費や需用費等の節約等によるものであります。

17ページをごらんください。次に、（目）精神

保健福祉費であります。不用額は2,756万7,789

円となっております。主なものといたしまして、

節の欄の負担金・補助及び交付金の1,168
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万1,084円でありますが、これは、精神障害者社

会復帰施設運営事業において、一部施設が年度

途中においていわゆる新体系サービスへ移行し

たため、運営費に対する補助金の一部が不要と

なったことなどによるものであります。

18ページをお開きください。（目）障害者自立

支援費であります。不用額は２億4,441万9,853

円となっております。主なものとしまして、ま

ず、節の欄の負担金・補助及び交付金の１

億9,616万422円でありますが、これは、平成18

年の障害者自立支援法の施行に伴う激変緩和措

置として実施されました、障害福祉サービス事

業者の運営安定化を図るための事業や、施設改

修等の助成事業において、実績が見込みを下回っ

たことによるもの等であります。

次に、扶助費の3,995万5,406円でありますが、

これは、自立支援医療費の精神通院医療費の実

績が見込みを下回ったことによるものでありま

す。また、翌年度繰越額として、負担金・補助

及び交付金で２億3,745万8,000円を繰り越して

おりますが、これは、福祉施設の耐震化に係る

補助事業である社会福祉施設耐震化等事業につ

いて、事業主体の事業のおくれによるものであ

ります。

次に、（目）児童措置費でありますが、不用額

は１億5,310万4,005円となっております。主な

ものとしまして、19ページの、節の欄の負担金・

補助及び交付金の9,075万2,634円であります。

これは、重度障がい者等に対する医療費の助成

事業において、実績が見込みを下回ったことに

よるものであります。

その下の扶助費の6,038万5,739円であります

が、これは、障がい児施設に対する給付費等に

おいて、実績が見込みを下回ったものでありま

す。

次に、（目）児童福祉施設費であります。不用

額は626万66円となっております。この目は、こ

ども療育センターの管理運営に係る経費であり、

賃金や報償費などで実績が見込みを下回ったも

のであります。

決算事項別明細説明資料につきましては以上

であります。

続きまして、平成23年度の主要施策の成果に

ついて御説明いたします。

お手元の「平成23年度主要施策の成果に関す

る報告書」の障害福祉課のところ、88ページを

お開きください。１、生き生きと暮らせる健康・

福祉の社会の（１）健康づくりの推進について

であります。

まず、新規事業のうつ病医療体制強化事業で

ありますが、自殺の原因の一つとされておりま

すうつ病について、早期に発見し、適切な医療

へ結びつけるため、県医師会と共同で、うつ病

医療連携検討部会の運営や「こころの健康フォー

ラム」の開催を行ったところであります。

次に、新規事業の口蹄疫こころのケア調査研

究事業でありますが、口蹄疫の被災農家等に対

して、心の健康などに関する実態調査を実施す

るとともに、都道府県において活用できる精神

保健対策マニュアルの作成を行ったところであ

ります。

次に、「自殺ゼロ」プロジェクト推進事業であ

りますが、知事を本部長とする宮崎県自殺対策

推進本部と保健・福祉・医療・教育・労働等の

団体等から構成される宮崎県自殺対策推進協議

会とが連携し、自殺対策に取り組んだところで

あります。主な取り組みといたしましては、市

町村や民間団体が実施する自殺防止に向けた取

り組みを支援するとともに、フォーラムやパネ

ル展の開催などの普及啓発事業の実施により、
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県民の自殺対策に対する理解の向上を図るなど

したところであります。

89ページをごらんください。（２）みんなで支

え合う福祉社会の推進についてであります。主

な事業について御説明いたします。

まず、介護給付・訓練等給付費でありますが、

これは、障害者自立支援法に基づく各種指定サー

ビスに係る県の公費負担であり、23年度末の状

況としましては、事業所数が887カ所、利用者数

が１万3,388人となっております。

次に、自立支援医療費でありますが、これは、

身体障がい者の更生のための医療や、精神障が

い者の通院医療について助成を行う事業であり、

給付決定件数といたしましては、更生医療

が6,619件、育成医療が737件、精神通院医療が

１万5,133件となっております。

90ページをお開きください。障害者自立支援

対策臨時特例基金事業でありますが、事業者に

対する運営の安定化を図る措置により、報酬算

定の日額化に係る激変緩和措置等に取り組んだ

ところであります。また、施設改修等への助成

を行ったほか、福祉・介護人材の処遇改善にも

取り組んだところであります。

次に、重度障がい者（児）医療費公費負担事

業でありますが、これは、重度の障がい者や障

がい児の医療費の一部を助成する事業でありま

して、23年度末の受給者数は２万8,269人となっ

ております。

次に、発達障害者支援センター運営事業であ

りますが、県内３カ所の発達障害者支援センター

において、発達障がいに関する相談支援等を行っ

たところであります。

次に、新規事業、発達障がい家族相談員養成

事業でありますが、これは、発達障がい児を持

つ家族の悩みに対し、その心理的なストレスの

軽減などを図るため、同じ体験を持つ発達障が

い児・者の保護者を相談者として養成する事業

であり、23年度は、12名の保護者を相談員とし

て登録したところであります。

次に、障害者就業・生活支援センター事業で

ありますが、これは、身近な地域で就労や生活

に関する相談・支援を受けられる体制を整備す

ることにより、障がい者の一般就労を促進する

事業であり、県内の７障害福祉圏域全てに障害

者就業・生活支援センターを設置しており、23

年度は、７つのセンター合計で１万7,536件の相

談に対する指導・助言を行ったところでありま

す。

91ページをごらんください。知的・精神障が

い者職場体験推進事業でありますが、知的障が

い者並びに精神障がい者を対象に、障がい者の

就労能力の向上と、自治体や企業などにおける

障がい者雇用への理解を深めるため、県庁の臨

時職員として２名を任用したほか、精神障がい

者の企業等での職場体験実習を20件実施したと

ころであります。

次に、施策の成果等でありますが、①のとお

り、障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サー

ビスや自立支援医療費に対する助成等の実施に

より、障がい者の自立した生活を支援したとこ

ろであり、今後、制度等の見直しに的確に対応

しながら、障がい者の特性に応じたサービスの

充実を一層図ってまいりたいと考えております。

また、②のとおり、障がい児施設等の支援機関

において、それぞれの障がい児のニーズに応じ

たさまざまな療育支援に取り組んだところであ

り、今後とも、関係機関の連携を高めながら、

地域における障がい児の療育支援体制の強化を

図ってまいりたいと考えております。また、③

のとおり、障害者就業・生活支援センター等に
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おける障がい者の支援や、工賃向上支援チーム

による障害福祉サービス事業所への支援など、

障がい者の一般就労の促進や工賃向上に取り組

んだところであり、今後、障がい者雇用促進の

ための取り組み指針等に基づき、引き続き、官

民が一体となった就労支援の強化を図ってまい

りたいと考えております。

92ページをお開きください。２、安心して生

活できる社会の（２）快適で人にやさしい生活・

空間づくりについてであります。

まず、人にやさしい福祉のまちづくり事業で

ありますが、広報啓発事業等として、ポスター

募集やバリアフリー情報のホームページによる

発信など、各種広報啓発事業に取り組んだほか、

「人にやさしい福祉のまちづくり条例」に基づ

く適合証の交付を12件行ったところであります。

次に、新規事業、障がい者等用駐車場利用証

制度事業でありますが、これは、身体障害者用

駐車場の適正利用や、協力駐車場の登録や駐車

場利用証の交付等を行う事業であり、ことし２

月に、おもいやり駐車場制度として制度の運用

を開始したところであります。今後とも、ユニ

バーサルデザインの考え方を踏まえながら、人

にやさしい福祉のまちづくりを一層推進してま

いりたいと考えております。

主要施策の成果の主なものは以上であります。

最後に、監査委員の決算審査意見書について

は、特に報告すべき事項はありません。

障害福祉課は以上であります。

○髙橋主査 説明が終了しました。委員の皆様

から質疑はございませんか。

○内村委員 報告書に関して何件かあるんです

けれども、80ページの全国戦没者追悼式とひむ

かいの塔の追悼式なんですが、ひむかいの塔は

間もなくあると思うんですけれども、31人参列

ということですけど、遺族の方がどんどん高齢

化していってらっしゃるんですが、毎年このぐ

らいの人数と全額補助なのかをお尋ねします。

○青山国保・援護課長 全国戦没者追悼式が60

人程度、ひむかいの塔追悼式が30人程度という

ことで、毎年このような人数で実施しておりま

す。それと、いずれも一部を助成するという形

で実施しております。

○内村委員 ひむかいの塔のほうは全額助成で

しょうか。

○青山国保・援護課長 一部ということです。

○内村委員 どちらも県内でこれだけの人数な

ものですから、なかなか回ってこないというか、

都城でも、今、ひむかいの塔も１年に１人かそ

れぐらいだと思うんですが、なかなか回ってこ

なくて、もう行けなくなったという方が結構あ

るもんですから、これはこれからの課題と思い

ますけれども、３万円ではちょっと行けないと

いう分も、手出しが大分あるということも聞い

ていますので、そういう苦情は聞いていらっしゃ

らないかをお尋ねします。

○青山国保・援護課長 まず、全国戦没者追悼

式につきましては、会場が武道館ということで、

会場の全体の収容人員等もあって、各県に割り

当てがございます。その中で出席させていただ

いているということです。人選につきましては、

遺族連合会のほうで、各地域からの推薦等もあっ

て人選をされているということになります。ひ

むかいの塔追悼式については、30人程度で毎年

実施しているんですが、確かに希望者の方はお

られるんですけれども、全体的な予算の制約等

もありまして、この範囲で実施させていただい

ております。

○内村委員 これは要望をまた後でしますけれ

ども、福祉保健課にお願いします。70ページに
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あります災害支援制度ですけど、被災者への支

援ということで205万円が19世帯に今度執行され

ております。これは、どの程度のときが幾らと

か、その基準があるのか、それとも、その都度

でしていらっしゃるのかをお尋ねします。

○大野福祉保健課長 これは制度にのっとって

やっておる分でございますので、金額等につい

て事前に定めがございます。全壊世帯の場合で20

万円、半壊世帯の場合で15万円、床上浸水の場

合で10万円というような形で単価設定しておる

ところでございます。

○内村委員 全壊20万、半壊15万、床上10万と

いうことの、その被災者数はわかりますか。

○大野福祉保健課長 23年度分でございますが、

全壊世帯が１世帯、半壊世帯が１世帯、床上浸

水世帯が17世帯でございます。

○内村委員 長寿介護課、お願いします。今、

ケアマネジャーとかそういう方の人材育成、資

質向上に取り組んでいるということでの成果等

の報告があったところなんですが、ケアマネ

ジャーに対しての資質向上の講師はどこがして

いらっしゃって、どういうところで開催された

かをお聞きします。

○川添長寿介護課長 ケアマネジャー（介護支

援専門員）の研修についての御質問ですけれど

も、研修機関としまして、県に介護支援専門員

の協会がございます。今、そこにお願いしてい

るということで、協会のほうの専門の講師、そ

れと、当然、県のほうも支援しておりまして、

県のケアマネ、保健師等も講師として参加して

おります。

○内村委員 専門員の協会への委託料というの

はどれぐらい。

○川添長寿介護課長 指定研修機関にしており

まして、県のほうで１人当たり2,000円とか手数

料等は決めているんですが、その金額について

指定研修機関である協会が直接徴収できること

になっていますので、委託料とか県の支出は伴っ

ておりません。

○内村委員 資質の向上ということでの研修な

んですが、これは個人差があるかもわかりませ

んけれども、１つ例を申し上げると、ケアマネ

ジャーの方が、自分の家族が介護度３で大変な

夫婦生活をしていらっしゃるんですけれども、

子供さんがケアマネジャーをしているのに別な

ところに頼む。私は仕事が忙しいからというこ

とで家族の面倒を見ていない。そういうところ

があるもんですから、この資質の向上というと

ころで、そういう例は聞いていらっしゃらない

か、お尋ねします。

○川添長寿介護課長 内村委員が今言われたよ

うな具体的なお話は聞いておりませんけれども、

今のは、ケアマネさんが自分の身内のほうにか

かりづらいというお話なんですか。具体的なお

話は今のところ聞いておりません。

○内村委員 これは、これから先、資質の向上

に一番重要なことかなと思うんですが、せっか

くそういう制度があって研修をしていらっしゃ

るのに、実際のケアマネジャーの方の資質の向

上にもうちょっと指導とかそういうのは入れら

れないか、これは検討をお願いします。

○川添長寿介護課長 委員のおっしゃるとおり、

ケアマネジャーが介護保険制度の中核になって

まいりますので、ケアマネジャーの研修につき

ましては、86ページの上のほうに、介護保険対

策の主な実績内容で、実務研修とかいう形で挙

げていまして、研修によっては、直接、介護報

酬等にもかかわってくるのがございます関係で、

やらないといけないという形で事業者も取り組

んでおります。おっしゃるように、事業者に対
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しても、こういう研修があるという形で周知し

て、さらなる技術を身につけていただくという

か、資質の向上を行っていただきたいと思って

おります。

○髙橋主査 ほか、ございませんか。

○井上委員 何点かよろしくお願いしたいと思

います。

主要施策の成果に関する報告書の68ページ、

福祉保健課の分の福祉・介護人材確保特別対策

ということで、これは県単なんですけれども、

進路選択学生等支援事業ということになってい

ますが、これは具体的にどのようなあれをやっ

ているのでしょうか。各学校との連携とかそう

いうのもやっているということなんですか。

○大野福祉保健課長 進路選択学生等支援事業

でございますけれども、介護福祉士の養成施設

というのがございまして、まず、そちらのほう

に専門員を配置いたします。各高校等を訪問し

まして、福祉・介護の仕事の魅力を伝達する、

あるいは相談・指導を行うというようなことを

やっておるところでございます。それに加えま

して、主婦等の地域住民に対する説明会、そう

いったところもやっております。ですから、各

高校との連携、それと地域への波及というよう

な形を介護福祉士養成施設がやっているという

ところでございます。

○井上委員 これは7,000万ぐらい使っているわ

けですけど、決算額は7,000万ぐらいになってい

ますよね。体験された方は184人となっているわ

けですけど、これは前からやられていることな

のであれですけど、具体的に、これの効果みた

いなのはどういうふうにして確認をしているん

ですか。

○大野福祉保健課長 主な実績内容のところに

全て挙げられるわけではございませんので、幾

つか抽出してここに記載しておるということで

ございまして、特別対策事業といたしましては、

実は７種類の事業を行っているところでござい

ます。その中の一つがこの進路選択学生等支援

事業ということでございまして、それ以外に、

キャリアアップ支援事業とか、複数事業所連携

事業、これは、単独では研修できないけれども、

いろんな事業所が何施設か集まれば研修ができ

る、キャリアアップができるというような研修。

それと、今おっしゃいました福祉の職場体験学

習事業、これは、介護の現場で働いてみたいと

考えている高校生とか主婦の方、そういった方々

を集めて実際に体験していただくという事業で

ございます。それに、福祉・介護人材マッチン

グ支援事業と申しまして、いろいろお話を聞か

れておると思うんですけれども、福祉の職場を

希望する方は多いんですけれども、それがうま

くマッチングしていない。例えば、事業所のほ

うは有資格者を求めるのに、私は持っていない

とか、そういうのがございますので、そこら辺

のマッチング調整をやる支援専門員を配置する

というような形の事業がございます。あとは、

キャリア形成訪問事業というのがございまして、

その施設で、職員の方々がキャリアアップする

ための計画を経営者の方と一緒に作成する、そ

ういった事業が７種類ございまして、ここに挙

げているのはその一部ということでございます。

これの成果ということになると、私も厳しい

ところがあるわけでございますが、御承知のと

おり、最近、募集しても人がなかなか集まらな

いという状況が続いておりまして、これはもっ

と強力に進めていかにゃいかんと。福祉人材セ

ンターのほうでやっておりますあっせん事業等

で成果が上がっている部分はございますので、

今後は、それをさらに拡大していきたいという
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ぐあいに思っているところでございます。

○井上委員 ある意味、いろんな意味での研修

がいろんなところで行われていますよね。福祉

保健部で持たれている研修も随分たくさんある

わけですが、社会福祉協議会がしているやつも

あったり、いろいろありますよね。きちんと整

理して、費用的な効果が出るような整理の仕方

はないのかなというのを予算書を見ていていつ

も思うので。答弁は要らないです。でも、ちょっ

と考えてみていただきたいと思うんです。いっ

ぱいあれば、どこかにひっかかるからいいだろ

うという考えもあるかもしれないけれども、も

うちょっと実効性というか効果が出やすいよう

な形の整理の仕方はないのかというのは考えて

いただければと思います。

次は、民生委員と児童委員の充足率のことな

んですけど、これは大変御苦労されていると思

うんです。現実に、98.8％実績値があるという

のはすごくすばらしいと思っています。それで、

民生委員・児童委員の皆さんとのコミュニケー

ションと言ったらおかしいんですけれども、そ

れは十分に図られているのか。市町村に任せて

いるからみたいな感じになるのか、それとも、

それについて市町村と具体的に話し合っておら

れるのか、その辺はどうなんですか。

○大野福祉保健課長 残念ながら、民生委員は

市町村のほうで仕事をしておりますので、なか

なかその機会がない。県のほうでは、民児協と

市町村からいろいろ上がってくる意見なり、そ

ういったやつだけということになります。

○井上委員 後でほかのことでもお聞きしよう

とは思うんですけど、どうやっていろんな問題

点を拾い上げていくかという点で言うと、民生

委員・児童委員の皆さんというのは、多くの福

祉政策の具体的なところの実績みたいなものに

一番近いところにいらっしゃるものですから、

できたら、市町村の皆さんとのそれを聞き取る

ような時間というかタイミングというか、そう

いうのも必要なのではないかというのが私の考

えなんですけど、98.8％というと、市町村は大

変努力されていると私も思いますので、ぜひ、

これは、どこかで市町村の皆さんの御苦労も含

めて聞く機会を持っていただけたらというふう

に思っています。

○大野福祉保健課長 大変ありがとうございま

す。といっても、実際に苦労されているのは市

町村のほうということになるわけでございます

が、御承知のとおり、来年、一斉改選がござい

ます。それに向けて市町村との協議というのが

出てまいりますので、その席等をかりまして、

いろいろお話を伺いたいというぐあいに思って

おります。

○井上委員 次は、地域福祉計画の未策定が９

市町村あるというのは、先ほど御説明されたと

ころなんですけれども、９市町村というと、名

前を言っていいような市町村なので、どこなの

かを教えていただけますか。

○大野福祉保健課長 その前にお断りしておき

ますが、我々としては、どうしてもこれをつくっ

ていただきたいという思いで指導しておるわけ

でございますが、残念ながら、法令上の義務で

はございませんので、その点はお含み置きいた

だきたいと思います。

現在、17が策定済みで、策定していないとこ

ろが、串間市、これは24年度中に策定する予定

であると聞いております。それと、高原町、高

鍋町、国富町、これについては予定が立ってお

りませんので、働きかけてまいりたいと。木城

町もです。それと諸塚村、これは本年度中につ

くると聞いております。椎葉村、これは予定が
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立っておりません。美郷町、これは本年度中に

つくるということで、本年度中につくるのが４

団体。私どものほうでは、27年度までには全部

つくらせたいということで考えておりますので、

よろしくお願いしたいと思っております。

○井上委員 あと１つ足りないけど。８つしか

ないと思います。

○大野福祉保健課長 ごめんなさい。新富町を

漏らしました。新富町、これも現時点では予定

が立っておりません。

○井上委員 一番近いところの地域の自治体で

すので、そこで策定していただけるように努力

をまた。先ほどもおっしゃっていただいたので、

市町村自体も、どうこれにかかわって、県頼み

でなく、自分たちのところの自治体がどうやる

かということを具体的に明らかにすることなの

で、ぜひ、また働きかけをよろしくお願いして

おきたいというふうに思います。

主査、続けてよろしいでしょうか。

次は、国保・援護課の被保護世帯訪問調査の

関係なんですけど、今回、旅費の執行残が316

万8,926円あるという御報告を先ほどいただいた

んですけど、保護世帯のところを訪問されると

いうこと、調査されるということは非常に大変

なことだろうというふうに実は思います。ただ、

最近、いろんな意味でといいますか、いろんな

意味で、いろんな方向で、いろんなことが起き

ている、社会現象的にもいろんなことが言われ

ているということになってくると、この調査は

大変重要だというふうに認識をします。旅費が

余る―行かなかったということを責めている

んじゃないですから、間違わないでいただきた

いんですけど、私もよく地域に行っていますの

で、努力されていることはよくわかっているん

ですけど、これは人的な配置が非常に少ないか

らなのか。実態調査がきちんとできると本当に

いいと思うんです。手が差し伸べられるといい

と思うし、それから、ある意味では、今、社会

問題になっていることを抑止する形にもなると

思っているんです。先ほどの民生委員の皆さん

の動きと児童委員の皆さんの動きと、それから、

こういう動きが重なっていくと、地域の目とい

うのが大きく広がるというふうに思うんです。

こぼれそうになっているところを拾い上げるこ

ともできるということにもなると思うんですけ

ど、人的な配置が非常に少ないというふうに理

解していいんでしょうか。それとも、どういう

あれなんですかね、旅費がこれだけ余ったとい

うことは。

○青山国保・援護課長 これは郡部福祉事務所

の分なんですけれども、郡部におきましても、

全体的に保護費がふえているという状況はある

んですが、郡部におきましては、非常勤の職員

を配置して、本来は正職員のほうが好ましいと

は思うんですが、急激な伸びに対応できないと

ころを非常勤職員で一部対応しているという状

況がありまして、非常勤職員も含めた形でいき

ますと、一応、標準配置数はクリアできている

ということになっております。

今回、旅費等残っているんですけれども、こ

れは、ケースワーカーが各被保護者のお宅に伺

うのとあわせて、扶養義務者の調査もやるんで

すけれども、その中で県外調査等も見込んでお

りまして、どちらかというと県外調査等の金額

がやや大きい金額になっております。ただ、基

本的に、管外分につきましては文書で調査する

というのが基本になっておりまして、特別な事

情があるものについては実地に行くこともあり

ますけれども、予算上は確保しているんですが、

通常、文書で対応することが多いということに
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なろうかと思います。予算はやや多目に確保し

ているという状況はございます。

○井上委員 続けてお聞きしようと思っていた

点なんですが、多分、ケース・バイ・ケースだ

とは思うんですけど、実際は、実地調査を含め

て、経験の交流を含めて、県外調査を含めてそ

ういうのはやられたほうが私はいいと思うんで

す。日ごろ、目の先だけでずっと仕事をされて

いる可能性も高いし、毎日のことに追われてい

くという可能性も高いので、それをやっておら

れる方たちも研修を積むということを考えれば、

そういう意味では、他県に行って学んでくるだ

とか、目先をちょっと変えるだとか、そういう

ことはとても大切なのではないかと思うんです。

ですから、できたらそういう機会をつくってあ

げられるように、日程的にも大変なんでしょう

けれども、そこはやっていただけると、担当さ

れている皆さん方の、非常勤の方もいらっしゃ

るようですけれども、精神的な意味でもすごく

違ってくるのではないか。スキルアップもそう

ですけれども、モチベーションも上がってくる

のではないかというふうに思うんですけれども、

その辺はいかがなんですか。

○青山国保・援護課長 おっしゃるように、研

修に関する旅費もここで見込んでおりまして、

それとあわせて、先ほど申し上げましたのは、

扶養義務者に係る県外調査という部分も見込ん

でいるということなんですが、研修につきまし

ては、もちろん、新任ケースワーカーの方に対

する研修、それから、係長とか課長とかそうい

う査察指導員の研修、それと国のほうの研修も

ありますので、そういった研修には必ず行って

いただくようにしております。

○井上委員 私自身、自分でも仕事をしていて

思うんですけど、ここだけにいて、ここだけで

何かを見ていると、どうしても目先だけを見て

しまう可能性もあるので、ちょっと違う意味で

自分をレベルアップするためにも、そういう意

味ではぜひ旅費は使っていただいて、担当され

ている皆さん方のモチベーションが上がってい

くような活用の仕方をしていただけるといいな

と思っています。私は、職員の皆さんを見てい

ると、そういうのがもう少し適宜に計画される

と、職員の皆さんも、自分の仕事がどれほどす

ばらしいことをやっているかということも再認

識できると思うんです。ですから、節約はよく

わかります。財政的にきついので節約はわかる

けれども、節約を上回るものがもらえるという

ふうに私は思います。ですから、できるだけ職

員の皆さんも外に行っていろんなものを学んで

くるという力は持ったほうがいいのではないか

と思うんです。特に、こういうことをやってお

られる方たちは、自分がやっているケースに余

りにも熱心になり過ぎて、そこに自分の生活を

かけてしまうみたいな方もいらっしゃるので、

何かちょっと目先を変えてあげられるあれがあ

るといいなというふうに思いますので、ぜひ、

目いっぱい旅費も使っていただいて、そういう

のをやっていただけるように、逆に、これは全

額ゼロになるぐらい使っていただいてもいいの

ではないかと私は思いますので、ぜひ、担当の

方々、使いこなしてみてください。よろしくお

願いします。

障害福祉課のところで、発達障がいの家族相

談員の養成というのは、これはすごくいいと思

うんです。12名、今回登録していただいている

と思うんですが、決算に当たって言えば、昨年

はどのような動きをされたのかを教えていただ

きたいと思います。

○孫田障害福祉課長 発達障がい者の御家族の
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方を－同じ立場で相談に乗っていただくとい

う、いわゆるペアレントメンターと言うわけで

すが、こちらの方々を養成するということで、

昨年、初年度としてこういう養成を行っている

ところでございます。実際のやり方といたしま

しては、ペアレントメンターを養成するために、

昨年度になりますが、ことしの２月、養成基礎

研修というのを宮崎市で２日間開催いたしまし

た。その研修を受けた方々は12名、宮崎の方が

９名、都城地区で２名、小林地区で１名という

内訳になっております。こういった方々に受け

ていただいたと。対象といたしましたのは、発

達障がいの方々の親の会所属の保護者、あるい

は、発達障害者支援センターから推薦された方

という形で実施しております。

○井上委員 この決算を見る限りでは、まだま

だ効果というのはわからないかもしれないんで

すけれども、これは粘り強くやっていただいて、

そして、いろんな意味での広がりができると思

うんです。ですから、これは注目したいと思い

ますので、ぜひ丁寧にやっていただけたらと思っ

ています。

続けて、障がい者工賃向上計画支援は、今議

会でも議論をさせていただきましたが、実績値

ですよね、工賃に変化があったかどうかも含め

てですけど、そういう調査みたいなのは入れて

あるんですか。

○中西就労支援・精神保健対策室長 調査その

ものといいますか、私たちがメーンでこの事業

を使っておりますのが、工賃支援チーム派遣と

いうことでの事業でして、その中で、前回も常

任委員会で成功事例等をお聞きいただいたわけ

ですけれども、それぞれの事業所で特筆的なか

なりいいものが出てきた。実は、個別の調査と

いうよりも、この前もお答えさせていただきま

したけれども、80何カ所、対象事業所がありま

すが、そういったところの平均工賃が、５年間

で、県全体で平均5.7％工賃が伸びておりますが、

支援チームが指導いただいた事業所につきまし

ては、平均20.8％という伸びになっております。

前回の常任委員会でも井上委員から御指摘があ

りまして、かなりの努力をされている事例が出

てまいっております。そういったところは、工

賃向上支援チームが入る前と後では、アイデア、

販路、そういったものに努力をされております

ので、大きな伸びになったというふうに理解し

ております。

○井上委員 ありがとうございました。

○髙橋主査 ほか、ございませんか。

○前屋敷委員 私も何点かお伺いしたいと思い

ます。まず最初に、国保・援護課のほうでお願

いいたします。引き続いての話になるかもしれ

ませんが、生活保護の扶助費の件ですが、今、

受給者の実数は何人か、教えてください。

○青山国保・援護課長 直近の数字で、24年７

月の速報値がございますけれども、これでいき

ますと、世帯数で１万3,182、保護人員で１

万7,646人になっております。済みません、今申

し上げたのは県全体の数字になります。

○前屋敷委員 １年前、23年度と比較すると、

わかりますか。

○青山国保・援護課長 県全体の数字というこ

とで申し上げますと、23年７月と比較しまし

て、638世帯（約５％）、人員では816人（約4.8

％）の増になっております。ちなみに、市部と

郡部を比較しますと、市部では、619世帯（約5.6

％）、人員で800人（約5.5％）、郡部は、19世帯

（約1.2％）、人員で16人（約0.7％）の増加となっ

ております。

○前屋敷委員 同じページの福祉事務所の活動
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のところですが、主な実績内容のところで新規

申請調査という項目がありますが、延べで9,009

件、これはどういう調査になるんですか。

○青山国保・援護課長 新規申請が上がってき

ますと、まず、申請者のお宅に伺って聞き取り

をします。それから、扶養義務者がおられる場

合には扶養義務者の調査をいたします。それと、

申請者に係る生命保険とか預貯金、その他の財

産、そういった調査をいたしますので、そのトー

タルの件数ということになります。

○前屋敷委員 件数が昨年度と比較すると減っ

ているんですね。今、実際、受給をされている

方はふえているというのもありますので、その

辺の整合性とあわせて、各福祉事務所、自治体

の関係窓口もそうですが、申請者に対する申請

受け付けといいますか、申請書を渡すといいま

すか、申請に行ったときに申請書をそのまま本

人に渡さないとか、問題がいろいろ過去にも出

てきていたんですけど、最近の状況はどんなで

すか。窓口に全て申請書は置いて、必要な方に

は申請してもらう。その後、いろんな調査が入

ることになると思うんですけど、まず最初の段

階での窓口、自治体での対応について、状況を

お聞かせください。

○青山国保・援護課長 委員がおっしゃったよ

うに、札幌とか北九州等で餓死事件がありまし

て、漏救防止、漏れの防止という、生活保護が

必要な方が生活保護を申請できない、受給でき

ないというようなことは絶対避けるようにとい

う指導があっていますので、県内におきまして

も、私どものほうで、市・郡部、指導監査等を

行いますが、そこの漏救防止のところは指導の

柱の一つとして実施しております。

それと、昨年との数の比較ということですけ

れども、新規申請が上がってきましても、単身

世帯とか、それから、子供さんがいらっしゃる、

扶養義務者が多いとか、生命保険を持っていらっ

しゃれば大体20数社ぐらいしますので、銀行と

かも同じですけれども、そのケースによってか

なり照会の数が変わってくるという状況はあり

ますので、ケースによって波があるという状況

はございます。

○前屋敷委員 それともう一つは、非常に受給

者がふえてくる中で、今、経済状態もこういう

状況がありますので、保護世帯に対する見方と

いうか、非常にシビアな見方を聞くんです。働

けるのに保護をもらっているというようなもの

も一般的によく言われることです。そういった

中で、保護者の方々に対して、病気の方は病気

の治療に専念してもらわないといけないんです

けど、就職・就労あっせんですよね、個人任せ

で、「ハローワークに行きなさい。仕事を探しな

さい。どんな仕事でも、あれば所得を得てくだ

さい」という指導ではなくて、就労支援事業と

いうのもあると思うんですけど、専門員の方も

いらっしゃるんじゃないかと思うんです。その

体制はどんなになっているのかをお聞かせくだ

さい。

○青山国保・援護課長 先ほど申し上げました

漏救防止と、乱救、みだりに支給する乱救防止、

適正な保護を心がけるというのとあわせて、就

労支援、自立支援というものが、保護の三本柱

の一つになっておりまして、おっしゃるように、

各福祉事務所に就労支援員を配置しております。

就労支援員の数としましては、ことしの直近の

５月現在で15名ということになっております。

これらの方々が、ハローワークのほうに就労支

援の担当の方がおられますので、そこと連携し

て自立支援につながるような形の支援を行って

いるという状況です。
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○前屋敷委員 就労支援の15名というのは県の

管轄の方ですね。あと、自治体あたりが窓口主

体になったりしますので、恐らく自治体にもい

らっしゃるんじゃないかと思うんですけど、全

体ではどのくらいおられるかわかりますか。

○青山国保・援護課長 15名の内訳としまして

は、４名が郡部福祉事務所で、11名が市の福祉

事務所ということになります。

○前屋敷委員 数としては、全体から見ると少

ないかなと思うんです。今言われた漏救や乱救

防止という意味で、必要な方が保護を受けられ

るというものにするためには、丁寧な応対とい

いますか、その人が自立できるためにはどうす

るのが一番いいのかということを、直接面談を

しながら生活支援の相談に乗っていくという方

向を丁寧につくっていかないと、なかなか難し

い状況じゃないかなと。今、こういう経済状況

の中ですから、そういったところを心がけてい

ただいて、ぜひ、生活保護から早く脱出して、

仕事で糧を得るということがスムーズにいくよ

うな、仕事そのものもないというのも一つには

ありますけれども、そこは、心の通った丁寧な

対応といいますか、そういうものが必要かなと

いうふうに思いますので、そこはぜひよろしく

お願いしたいと思います。

それと、あわせて国保・援護課でお願いをい

たします。国民健康保険のことですけれども、

県は、ルール分といいますか、法にのっとった

支援というものをして事業は行っているんです

けれども、82ページの施策の成果の評価の中に、

県内全市町村において、おおむね良好に国民健

康保険事業の運営が図られているというふうに

総括をしておられますが、果たしてそうなのか

なと私は思うんです。実際、各市町村の国保運

営というのは非常に厳しいということは御承知

だと思うんですけど、どこも保険税が年々高く

なって、払えないという実態は如実にあるわけ

です。私も議会の質問の中でも何回か取り上げ

させてもらっているんですけど、私は宮崎市で

すから、宮崎市で言えば、子供さんが２人おら

れて４人家族で課税所得が年収200万円、こうい

うところで、今、年間の保険税が39万円も宮崎

市では請求されるということですから、保険料

を払ったらなかなか生活はできないというのが

実態で、滞納につながってくる。結果的に、滞

納すれば、保険証が短期保険証になったり資格

証明書になったりということで、病気になって

も医療にかかれないという悪循環が実際あるん

です。ですから、単純に、国保会計の運営が順

調に進んでいるというような評価は、私は値し

ないと思いますし、どう、それを市町村と一緒

に改善できるのかという点では、国に一番大き

な原因があるんですけれども、ですから、県や

市町村だけに責任を負わせるものではないんで

すが、そういう実態の状況をしっかり受けとめ

て対処していくことが、県民一人一人の命と健

康を守るという自治体本来の仕事につながって

くるものですから、その辺のところの認識はぜ

ひしっかりと持ってほしいというふうに思うん

ですけど、その辺、どうでしょうか。

○青山国保・援護課長 おっしゃるように、国

保の場合は、年齢構成が高くて医療費が高い、

それと、所得水準がほかの保険に比べて低いと

いうことで、所得に占める税の割合が相対的に

高いということがありまして、各市町村も運営

に苦労されている状況は承知しているつもりな

んですが、大体、制度として厳しい状況にある

ということで、国保について、後期高齢とあわ

せての形ですけれども、国のほうでも今、議論

がされていますが、今回、社会保障制度改革国



-46-

民会議においても、国民皆保険を維持する観点

で議論がされていくと聞いておりますので、県

としては、そういう議論を注視しながら、適切

に地方としての意見を言っていく必要があるの

かなというふうに考えております。

○前屋敷委員 やはり十分県民の立場に立って、

国にも物を言うところはしっかり言って、言っ

ていただいているとは思うんですけど、そうい

う立場で、県民の命と暮らし、健康を守るため

に、県がどう汗を流すかというところで頑張っ

ていただきたいと思います。よろしくお願いし

たいと思います。

続けて、長寿介護課のほうにお願いしたいん

ですけど、86ページの御説明の中で、介護職員

の処遇改善臨時特例基金の活用ですが、これも

期限が決められている事業です。今度の報告の

中でも960件で申請が上がっているというふうに

報告をされておりますが、過去からさかのぼっ

ても構わないんですけど、この基金の活用によっ

て、職員の方々の処遇改善にどの程度結びつい

たのかというのを把握しておられれば、実態を

教えてください。

○川添長寿介護課長 今、前屋敷委員のほうは、

介護職員の処遇改善の基金による交付金のほう

の事業だと思いますけれども、これにつきまし

ては、先ほど委員のほうからお話がありました

ように、23年度は960事業者、始まったときは、21

年度でございますが、784、22年度が880という

形で、事業者としては、取り組んでいただいて

いる事業者はふえてきていると。実績報告等と

計画を突合させて補助金等を確定していますけ

れども、その中で、平均１人当たり１万4,000円

ほど上げていただいているというのが出ていま

すので、交付金事業としましては、その意味で

は成果はあるというふうに考えております。

○前屋敷委員 なかなか介護職というのは大変

な中身ですよね。ですから、こういうところで

しっかり頑張っていただくためにも特に賃金の

改善が必要で、押しなべて平均１万4,000円上

がっているという実績があれば、一定の呼び水

になったかとは思います。それが今後続いてい

くのかというところは、非常に大変なことだと

いうふうに思うところなんですけど、県が賃金

をどうせいということを事業所に言えるもので

はないんですけれども、しかし、本当に必要な

介護、丁寧な介護、高齢化社会に向けての介護

保険の問題とあわせて、そういう職場で働く皆

さんの待遇改善という点では、いろいろ考えて

いかなきゃ続かないというふうに思うんですけ

ど、決算なのでそこまで求めるものではないん

ですけど、そういう課題が今後引き続いて出て

くるという点では、しっかり認識をして、何ら

かの施策に結びつけていくことが大事かなとい

うふうに思いますので、よろしくお願いしたい

と思います。とりあえずそこまで。

○髙橋主査 ほかにございませんか。

○坂口委員 説明を聞いて、なおまた教えても

らいたいというような範囲です。１つ、生活保

護関係ですけど、乱救と漏救を防止するための

巡回というか出張のための要員と、それから、

就労支援のさっきの15名とは同じ人たちになる

んですか。

○青山国保・援護課長 保護世帯、それから新

規の調査、これはケースワーカーがやります。

就労支援については、就労支援員が配置されて

いるところは、就労支援員が中心になってケー

スワーカーとも連携しながらやっていくという

形になります。

○坂口委員 訪問員のほうですけど、正規の県

職の人たちと非常勤の人たち、実際は人数はど
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んなになっているんですか。

○青山国保・援護課長 県の福祉事務所で非常

勤を配置しておりますのが、児湯福祉事務所に

２名配置しております。それから、北部福祉こ

どもセンターに１名配置しております。正職員

は、児湯福祉のほうが８人、北部福祉が４人と

いうことになります。

○坂口委員 かなりプライバシーに入り込んで

いくんですよね。そのときに、正規以外で責任

と目的が本当に果たせるかどうかがすごく心も

とないんです。ここらについてはどういうぐあ

いに今考えておられるのかということ。

○青山国保・援護課長 非常勤職員の方におき

ましても、基本的には、守秘義務とかそういう

のはかかってきますので、そこは適正にやって

いただくことを期待しておりますし、されてい

るものと考えております。

○坂口委員 命にかかわるものですよね。もち

ろん乱救はいかんですけど、特に漏救に至って

は、対象となる人のそれぞれの考え方とかいろ

んな環境があって、当然、そこで一旦税で養う

というそんな単純なものじゃないと思うんです。

最終的には、社会に貢献していただくところま

でその人たちを引き上げるというか、持ってく

るということ。そこのところで、今言われたよ

うな非常勤で、守秘義務もなければ公権力も持

たない人が本当にその期待に添えるのかどうか

ということと、やりたくてもそこまで踏み込め

るのかということです。その人が踏み込みたく

ても踏み込めない部分があるんじゃないかない

かというところで、僕は、これは期待で簡単に

済ませるものじゃないと思うんです。そこをぜ

ひ今後しっかり頭に置いてほしいというのと、

漏救の防止というのが、そういった訪問事業で

実際どれぐらいどういったことで成果が出てき

ているかというのを。

○青山国保・援護課長 漏救の防止ということ

は、数字ではなかなかお示しできないんですけ

れども、一番は、先ほどちょっと申し上げまし

たけれども、保護が必要な方に保護が適用でき

ないという漏れは、他県での悲惨な事例等が続

けて起こったということもありまして、そこは

生活保護の取り組みの柱の一つにしておりまし

て、漏れがないようにということは、指導監査

等に入った際にも、そこは指導監査の柱の一つ

としてお願いをしております。

○坂口委員 それらしいんじゃないかという情

報がまず入ってきていないかどうか。乱救なん

かも結構聞きますよね。あれはおかしいという

のは僕らにも入ってきます。それは入りやすい

から、乱救に対しての取り組みというのはかな

り徹底されて、それなりの効果は出されている

と思って、それを前提で聞いているんですけど、

漏救についてはなかなか難しいと思うんです。

だから、そこに非常勤のこれだけの体制でいい

のかというのと、もう一歩踏み込んで、例えば、

こども政策局長、これは所管外ですけれども、

こういったものに対しては、人口割とほかので

まず交付税措置がなされますよね。そこで定数

が出てきている。その定数が、本県に所要の人

間だけの定数を組んでいるのかどうかというこ

とと、当然、交付税措置がされるわけだから、

それは正規の職員の人件費として出せると思う

んです。ただ、そこのところをどう考えている

かで、今、こういうことは大切なことで、重要

な事業だから真剣にやっていると言われても、

そこらから我々は判断せざるを得ないと思うん

です。だから、そこのところがどんなぐあいに

なっているのか。なぜそこを非常勤で対応して

いるのか。非常勤が毎年確保されて、事務量と
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してはそれだけのものが必要なのに、人手不足

でやっているんじゃないかということ。そうなっ

たときに、本県の訪問員の定数というのがどれ

ぐらいになっていくのか、基準財政需要額の中

で。それをしっかり交付してもらいながら財源

は確保されているけど、なぜここでそんなこと

が起こるのかというのはどんなぐあいに考えて

おられるのか。

○青山国保・援護課長 ケースワーカーについ

ては、標準配置数というのが決まっております

ので、そのケースに応じて人員を確保するとい

うのが基本的なスタンスになっております。と

はいいますもの、特に、20年のリーマンショッ

ク以降の保護の伸びが非常に急激であるという

ことで、本来は、おっしゃるように正職員がい

いんだろうと思うんですけれども、急激な伸び

に、正職員をふやしながらも、なおかつ対応で

きていないところを非常勤で賄っているという

のが実態かと思います。

○坂口委員 そうじゃないと思うんです。実態

はわかるんですよ。なかなか大変だから非常勤

を。ただ、定数があるものを、定数を正規の職

員としてまず充てられていないというのがある

んじゃないかと。話が飛んでしまうけど、例え

ば口蹄疫です。獣医師というのはほぼ定数を満

たしていましたよね。さっきのように、基準財

政需要額で算定される獣医師の確保というのは

ほぼなされていたけど、ああいうことが起こっ

て、かなりの者を今後ふやしていこうというこ

とになった。そのようなことを言っているんで

すよ。ましてや、ここで定数を満たしていなく

て、それを非常勤で。リーマンだと言われるけ

ど、リーマンなんかで今、社会の経済情勢がお

かしくなって、今後そういった人たちがふえて

いけば、なおさらまたその定数というのは、行

政の需要の中で定数が高まっていくという作業

が今後、国においてなされるべきであって、今

は、与えられた定数の人間を確保していないと

いうことに対して、本当にこれでいいのかとい

う問題をどう考えておられるかということを尋

ねているんです。

○青山国保・援護課長 生活保護に係る国のほ

うの基本的な考え方としましては、専任の職員

を配置するというのが一つありまして、それが

正職員でも非常勤職員でも、専任であれば同様

にカウントできるというのはベースにあります。

ただ、おっしゃるように、経験をいろいろ積む

とかそういう意味では、個人的な意見ですけれ

ども、正職員のほうが望ましいとは思っており

ますが、そこは全体のやりくりの問題もあるの

かなと思っております。

○坂口委員 僕は、やりくりでいたし方ない部

分があると思うんです。全体的にやりくってい

かんといかん。だから、どうしようもない問題

はわかっていて、そういう部分もあるんだろう

なと。それを理解しないというわけじゃないん

です。そういうことを前提で、今度は全体的な

話を聞くんですけど、歳入歳出に当たって、特

に歳出時については、経費を節減することを歳

出の際にまた徹底していって財政の健全化を

図っていくんだという考えで執行されています

ね。具体的に、支出時にいろんな努力をしなが

ら、そこで経費節減を図っていくという具体例

があれば。先ほど、旅費の例を言われましたけ

れども、なるだけ安い航空運賃をとか日帰りで

とか、そういう具体的な例があれば、それも含

めてなんですけど、なければ、基本的にはこん

な考え方で支出時には節減をしているんだとい

うことを。これは福祉保健部長か次長あたりに、

大まかな話でいいんですけど。
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○土持福祉保健部長 基本的には、今、坂口委

員がおっしゃったとおりで、事業執行に当たっ

て節約できる部分というのは限られております。

ですから、予算編成時点でかなり財政当局から

絞られた形で執行していくわけですけれども、

その中で、さらに、入札とか、出張も前に２人

で行っていたところは１人で行きなさいとか、

細かい会議での節約方法とか、そういう細かな

積み重ねでの執行の節約、それくらいしか今は

やるところがないというような状況であると

思っております。

それと、先ほどの人員の関係も、おっしゃる

とおり、我々としては、65ケースに１人でした

か、標準配置としてそういう基準があるわけで

すが、それについての人員の要求というのは、

当然、総務のほうにやるわけでございますけれ

ども、総務のほうは、全体で人員の要求と人員

をどう配置するかというときに、そこに正規職

員を充てるのか非常勤を充てるのかというのは、

財政と同じように、今度は人事サイドが決定し

ていきますので、我々としては、委員おっしゃ

るとおり、ここは正規職員を充てていただきた

いという要望というか、そういうことは順次やっ

ているところでございます。

○坂口委員 これは主査の仕事でもあるんだけ

ど、定数適正化とは何だろう、はめ込み定数じゃ

ないかと－これは余談になってしまいますけ

ど、１円、５円、10円を節約しながら一生懸命

工面しておられるというのはわかっているし、

評価もしているんです。その中で、例えば、我々

も、今の監査は、100万以上残ったら監査の報告

の対象だとか、90％を切ったらということで、

たくさん残したところに対して評価できるよう

な監査もやらんといかんのじゃないかというこ

とも思いながらの質疑なんですけど、事業の中

で、これは孫田課長のところだったですか、Ｎ

ＰＯへの委託というのが出てきましたね。どこ

かちょっと忘れたけど、ＮＰＯへの委託も含め

てというのが。ＮＰＯへ委託されるときの、委

託契約に至るまでの、まず、ＮＰＯを契約相手

として決定するに至るときのやり方というのは、

どんなぐあいにして選ばれるんですか。なかな

か難しいと思うんです。物をつくる土木の工事

みたいに単なる価格で競争させるとかそんなも

のじゃないでしょうけど、通常どんな。

○川添長寿介護課長 坂口委員の御指摘のとこ

ろは、主要施策の成果の83ページの真ん中あた

りに、超高齢社会対策ということで、主な実績

内容のところに、シニアパワー元気はつらつ宮

崎づくり推進事業の中の公募事業委託というと

ころで、私のほうが、ＮＰＯ等を活用して委託

というふうに御説明申し上げました。ここでは

２事業者を選んでいますけれども、事業者選定

においては、公募いたしまして、複数出てきた

事業者を選定委員会で選定して、高齢者の社会

参加に役立つという事業を選定させていただい

ております。

○坂口委員 そのときの委託料は、どんなぐあ

いにして積算されていって最終的に契約金額が

決まるのか。

○川添長寿介護課長 金額的には２事業ともお

のおの50万円ということで、予算上、初め50万

円を我々は想定していまして、それ以上の事業

を事業費で使うという形で提示していただいて

おります。

○坂口委員 相手方に50万の委託料をお支払い

して。

○川添長寿介護課長 社会参加を促す事業につ

いて、事業の企画を提案して、その中で事業費

も自分たちでこれぐらいかかるというものを出
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していただきまして、その中で50万ほどは県の

委託料を使ってくださいという言い方をしてい

ます。そういう契約になっております。ですか

ら、50万ぎりぎりの事業費イコール委託料とい

うところもございますし、100万の事業をするう

ちの県の委託は50万円分という委託もやってお

ります。

○坂口委員 そのときの数字、50万円に該当す

る積算部分、例えば人件費とか他の経費、そん

なものの算定ですよ。その50万にはめ込むのと、

業者を選択するときは、ここが一番企画的にい

いだろうというところが選ばれてくるのかもわ

からないんですけれども、50万の対価となる部

分、そこはどんなぐあいに積算されるのか。

○川添長寿介護課長 事業の費用を全て出して

いただきまして、その中の、今、委員がおっしゃ

るように、旅費が幾らとか備品購入が幾らとい

う形で個別の積算資料を出していただきまして、

それを精査した上で、対象になるもの、県の事

業としていいというものを選定して、それが50

万以上あるということを確認させていただいて

います。

○坂口委員 お互いがわかりづらいかもわから

んですね。そうやって積算されていって、委託

されていきますよね。そうすると、本県の場合、

対象となるＮＰＯの数がまだ少ないような気が

するんです。そうすると、県、市町村、国、い

ろんなところから幾つかそこで受託していくＮ

ＰＯが出てくると思うんです。人件費が３人で

こういうことになって、労務費が幾ら入ってい

ますとか、あるいはこの経費がこれぐらい必要

になってきますよということをもとにした積算

になっていくと思うんです。１カ所との契約だっ

たら、確かにそれだけの経費は食ってしまうと

思うんです。必要な時間とか必要な人数とか必

要な行動とか。ところが、何カ所からも受託し

ていったら、合算的な経費になって、１年間３

人必要だったときに、３カ月分を受けていると

かそんなのを積み上げていって、３人で１年分

以上の仕事ができる。極端に言ったら３人要ら

なくなる可能性もあるんですね、人件費の部分

がですよ。人は要っても。だから、そういうと

ころあたりの節約の方法はないものなのか。１

つのところだけに委託していったら、当然、そ

こはそれだけかかっちゃうんです。だけれども、

幾つも県から受けたときに、本来ならば、それ

を合算して委託をしていくとすれば、うんと安

くそこが受託できるというようなことにならな

いのか。これは物すごく難しいと思うんです。

じゃ、どうやるんだということで。「１つしか受

けなかったら100万払わなきゃだめだけど、10個

受けたら80万で済むから、20万返せ」という乱

暴なことが公契約上できるかというと、難しい

んですけれども、契約の時点での合算的な経費

のやり方というのは確かにあるんです。必要以

上の経費は返していただきますよという。会計

検査院がそうじゃないですか。２カ所、３カ所

からやっていて同じ経費を幾つも要らないん

じゃないかとか。だから、先ほど、１円、２円

を工夫すると言われたところを聞いたんですけ

れども、そういったものが、今後、ＮＰＯに委

託ということが出てくると、今、歳出に当たっ

ての大きな課題として出てきているんじゃない

かと思うんです。これは言いっ放しで終わりま

すけれども、そこらを今後検討しながら、委託

事業というのは―競争入札でない委託ですね、

自分のところでこれだけかかるはずだ、これだ

けのことをやってくれ、あなたのところだと契

約していくと、幾つか受けたときは、そうじゃ

ない、もっと安くできるという積算になる可能
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性がありますよということ。これは言いっ放し

で終わります。

○髙橋主査 12時が近づきましたけど、ちょっ

と回ってでもこのまま続けていいですか。

○井上委員 総括の時間はとっていただけるん

ですよね。

○髙橋主査 もちろん。

○井上委員 ということは、今、頭出しも何も

していない部分についても総括でやらせてもら

えるということで考えていいですか。

○髙橋主査 大丈夫です。

○井上委員 わかりました。

○井本委員 88ページの「自殺ゼロ」プロジェ

クトなんだけれども、これも何回も何回も話し

ているんだけれども、前も話したんだけれども、

ともかく自殺をとめる方法として大きく３つあ

るというのは、この前も話したように、１つは

医学的なアプローチ、もう一つは相談的アプロー

チというか、そして、３つ目にコミュニティー

的アプローチ。本来、コミュニティー的アプロー

チが恐らく中心になるものなんでしょうけれど

も、この前、小林に行ったときに、「茶飲み場」

というのがありましたね。なかなかおもしろい

なと思ったんです。要するに、今、みんなが寄

り合いするところが本当になくなってしまって

いるわけです。昔だったら、井戸端会議とか銭

湯とか、いろんなところで小さい集まりをやっ

て、裸のつき合いみたいなものができていたの

が、核家族になってばらばらになってしまって、

それが自殺の大きな原因だろうと思われるんで

すけれども、何とかみんなが寄り合いできるよ

うな場所をつくらにゃいかんということからす

れば、ああいう茶飲み場みたいな、例えば足湯

というのがあるじゃないですか、あんなものを

つくるとか、ともかく小さなコミュニティーを。

コミュニティーという大げさなものじゃなくて、

とにかく寄り合いできる場所を。日本なんかは

ベンチが少ないというんですね。外国人が来る

と、ちょっと座れるようなベンチ。ちょっとし

た広場にベンチを３つ、４つ置いて、みんなが

集まれるとか、そういう細かくみんなが集まれ

るようなところをつくっていかにゃいかんの

じゃないかという気がするんだけど、その辺の

ことはどうでしょうか。

○中西就労支援・精神保健対策室長 今、井本

委員が言われた件につきましては、これは23年

度の決算なんですけれども、一つの取り組みと

して、今年度、「地域の絆」という形で、民間の

方々の力を、できるだけ多くの方に公募という

形で、今、井本委員が言われたような、いわゆ

る寄り集まりとかそういうものに対して、今、

皆さんに声をかけて、できるだけ地域ごとに広

がる事業の公募をさせていただいております。

そういったものをずっと継続していきながら、

地域で、どこかで集まれる、どこかでみんなと

つながれる、そういった一つの事業として今年

度立ち上げたというようなことで、そういう事

業を今後進めていきたいと思っています。

○井本委員 いろんなアイデアを出して、例え

ばカラオケをやるのでもいいと思うんです。歌

が嫌いな人もおりますけれども、いろんなアイ

デアを出して、ともかく、二重三重に、小さな

集まりに出れるような仕組みを重層的につくる。

そうすると大分違うんじゃないかという気がし

ます。

それから、92ページですが、「人にやさしい福

祉のまちづくり」というのがあります。人に優

しいということで、ただバリアフリーというだ

けの話なのか。今さっきも坂口委員と話したん

だけど、人に優しいという以前に地球に優しい
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というか、自然が先にあるんだ。人間よりも自

然が、地球が先にある。人間がいなくなったら

自然界はもとどおりになって、今の異常気象と

か何とか、こんなものも全部人間がつくり出し

たんでしょうけど、人に優しいということは、

恐らく、自然に優しいんだろうという、地球に

優しいんだろうということがあると思うんです。

私は、本当は、人間はいじくり回さんで、そ

のまま自然にしておいたほうが、災害とか何と

かというのもないんじゃないのかなと。川一つ

にしても、今、真っすぐ水を流しているでしょ

う。あれなんかも、本当は自然のままにしてお

いたほうがよかったんじゃないのかと私は思う

んですよ。港一つ、宮崎港一つつくったがため

に、あの海岸線がずっと今あそこは崩れよるで

しょう。あれは港のせいですよ。あれをいじくっ

たため。そのまま静かに自然のままにしておい

たほうがよかったんじゃないか。あるいは、自

然をいじくるについては本当によく考えにゃい

かんと私は昔から思っているんだけれども、「人

にやさしい福祉のまちづくり」という発想にお

いても、自然を大切にしたという発想はあるの

かどうか、ちょっとその辺を聞かせてもらいた

い。

○孫田障害福祉課長 人に優しく、かつ自然に

優しい事業展開ができればと考えておりますが、

エネルギーの効率とかそういったものでいきま

すと、人に優しいものが必ず自然に優しいかど

うかということは言い切れないかと思いますが、

できれば、その両方を兼ね合わせて進められる

ようなことがあればというふうに考えておりま

す。

○井本委員 自然に人間が反したときはどっち

をとるかといったら、自然のほうをとらんとしっ

ぺ返しが来るという話をしているわけです。哲

学的な話になるかもしれんけど、人間を先行さ

せたら必ず人間は自然から反発を食う。だから、

両方とも並び立つというのが一番いいだけど、

どっちにも反する場合は、やっぱり私は自然を

優先せにゃいかんのじゃないか、そう思うんだ

けど、あなたはどう思う。

○孫田障害福祉課長 我々、行政に携わってい

る人間といたしましては、行政は人を対象に行っ

て、そこに住んでいる県民の皆さんの福祉を向

上させるのが我々の責務でありますので、どち

らかを究極で選べと言われましたら、私は人に

優しいほうをとりたいと思います。

○井本委員 だから、それがいかんと言ってい

るわけです。それがそもそもの大きな間違いよ。

話はちょっと大きくなるけれども、そもそも福

祉というものがどうして生まれてきたのかとい

うことから考えれば、マルクスの「資本論」の

中にも書いてあるように、イギリスの産業革命

時に、小さな２～３歳の子が炭坑の中に入って

石炭を掘り出しよったという事実も書いてある

わけです。それじゃいかん、それではそれこそ

人間が人間らしく生きられない。そういうこと

で、20世紀に新しく生まれたのがいわゆる「生

存権」ですよ。産業革命以降、自由、自由、自

由ということでずっとやってきたことに対して

反省が生まれたわけです。その後、生存権とい

うものが。人間というのは、ほったらかしてい

たら、ともかく、欲望に任せてろくな社会をつ

くらん。これを何とかせにゃいかんと歯どめを

かけるために生まれたのが生存権であるわけで

す。福祉主義ですよ。福祉を何とかせにゃいか

んというのが新しく生まれた制度です。これに

対して、人間中心主義の考え方でずっといけば、

私はますます世の中は悪くなると思います。だ

から、その辺の哲学をはっきりしっかり持たにゃ
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いかんと思います。余り言ってもしようがない

かもしれんけれども、私はそういうふうに思っ

ております。

それで、まちづくりのために、自然を中心と

して、自然を大切にし、そして人間を大切にす

るようなまちづくりをやっているところがあり

ますよ。それは、あなたたち、ひとり福祉の分

野だけが頑張っても無理だと思うんです。やっ

ぱり県土整備部あたりと。例えば急傾斜一つや

るにも、セメントでべたーっとやっているのが

あるけど、しかし、あと何年かたつとやったか

やらんかわからんような急傾斜も今あるでしょ

う。そんなふうに、できるだけ自然に近い形で

やっていくことが、人間に優しいという気がす

るんだけれども。

今、人間は地球全体のことを見失っているん

ですよ。だから、異常気象やら何やらになって

いる。人間中心主義はおかしい、私は本当にそ

う思う。だから、今こそ、「人間と自然、優先す

るのはどっちだ」「人間です」、そういう発想が

あなたにある限り、日本は、この宮崎はよくな

らない。私は、もう一回その辺は考え直さにゃ

いかんと思う。部長、何かあったら。

○土持福祉保健部長 非常に高尚な視点からの

御意見でございまして、いろいろ施策を進めて

いく上で、確かに、自然と人との調和といいま

すか、それは当然重要なことでございます。そ

れぞれ所管で違いますけれども、県として、そ

こは統一を図りながらやっていく必要があると

いうふうに思いますので、我々も、関係所管と

そこは十分お話の件等についてつないでいきた

いと思います。我々福祉サイドで、自然との調

和ということを考えたことが余りなかったもの

ですから、今、担当課長からのああいう発言に

なったと思いますけれども、我々が今から施策

を進めていく中で、そういう視点をどういう形

で取り込んでいくのか、それについては少し私

どものほうにも勉強させていただく時間をいた

だければというふうに考えておりますので、我々

も悩んでみたいと思います。

○髙橋主査 それでは、以上をもって第１班の

審査を終了いたします。

暫時休憩いたします。午後は１時10分再開と

いたします。

午後０時７分休憩

午後１時10分再開

○髙橋主査 分科会を再開いたします。

これより、医療薬務課、衛生管理課、健康増

進課、こども政策課、こども家庭課の審査を行

いますので、それぞれ説明をお願いいたします。

執行部の皆様、細部にわたる質疑もあろうか

と思いますが、答弁が遅くなるときには次の質

疑に移っていただいても結構ですので、よろし

くお願いしたいと思います。

なお、委員の質疑は、５課の説明が全て終了

した後にお願いいたします。

それでは、医療薬務課長から説明をお願いい

たします。

○郡司医療薬務課長 それでは、医療薬務課の

関係分を御説明いたします。

平成23年度決算特別委員会資料の２ページを

お開きください。医療薬務課は上から２番目で

あります。予算額108億7,871万8,000円に対しま

して、支出済額が106億9,407万1,610円、翌年度

明許繰越額が１億6,456万6,000円、翌年度事故

繰越額が110万円、不用額が1,898万390円となっ

ております。執行率は98.3％であります。

以下、内容を御説明いたします。

８ページをお開きください。医療薬務課の予
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算は５つの目がございますが、その中で執行残

が100万円以上となった目は、医務費、薬務費、

大学費の３つでございます。なお、執行率が90

％未満のものはございません。

まず、（目）医務費でありますが、不用額788

万3,350円となっております。主なものといたし

まして、まず、委託料の不用額266万1,747円で

あります。これは、主に、地域医療支援機構設

置事業において、機構事務局に属する宮崎大学

医学部の医師の人件費所要額が見込みを下回っ

たこと等によるものでございます。

次に、負担金・補助及び交付金の不用額313

万4,414円であります。これは、主に、災害拠点

病院の衛星携帯電話整備やＤＭＡＴの資機材整

備に対する補助において所要額が見込みを下

回ったことによるものであります。

なお、この負担金・補助及び交付金では翌年

度への繰り越しを行っておりますので、御説明

をいたします。

まず、明許繰越額１億6,456万6,000円であり

ますが、これは、医療施設耐震化事業において、

補助対象の宮崎江南病院の耐震化工事の完了が

年度を越えたことによるものでございまして、

既に７月20日に完成をしているところでござい

ます。

次に、事故繰越額110万円でありますが、これ

は、ＤＭＡＴ支援事業におきまして、宮崎大学

のＤＭＡＴが購入予定だった携帯型人工呼吸器

が東日本大震災の影響で年度内の入手が困難と

なったため、繰り越しをしたものでございます。

なお、当該機器につきましては、４月16日に納

入済みでございます。

次に、（目）薬務費でありますが、不用額は146

万3,543円となっております。主なものといたし

ましては、報償費や旅費等の執行残でありまし

て、経費節減等によるものでございます。

続きまして、（目）大学費でありますが、不用

額は950万590円となっております。主なものと

いたしましては、旅費211万4,111円であります。

これは、学会等への参加や講師の招聘に係る経

費等の執行残でございます。

需用費の447万5,882円でありますが、これは、

印刷経費等の節減によるものや、施設の修繕を

予定しておりました箇所につきまして施工内容

を見直したこと等による執行残でございます。

次に、委託料100万9,720円でございますが、

これは、害虫防除作業や体育館清掃に係る経費

の執行残でございます。

決算事項別明細説明資料につきましては以上

でございます。

次に、平成23年度の主要施策の成果について、

主なものを御説明いたします。

主要施策の成果に関する報告書の医療薬務課

のインデックス、71ページをお開きください。

１、生き生きと暮らせる健康・福祉の社会、（１）

健康づくりの推進であります。

主な事業及び実績でございますが、薬物乱用

防止推進事業は、薬物乱用を未然に防止するた

めの研修会開催や、中高生に対する薬物乱用防

止教室の開催等を行ったものでございます。

次に、毒物劇物危機管理体制確保対策事業は、

危害発生の未然防止や、事故発生時の危機管理

体制整備のため、データベースの更新や中毒治

療薬の配備を行ったものでございます。

施策の成果等につきましては①、②のとおり

でございますが、今後とも、薬物乱用に対する

厳格な規制や、特に青少年を対象とした啓発、

毒物・劇物の取り扱い事業者等への指導の徹底

を図っていく必要があると考えております。

次のページをお開きください。（３）医療提供
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体制の充実であります。

まず、医師確保対策強化事業についてであり

ます。県と関係18市町村で設立した協議会にお

いて、ホームページを使って医師の求人情報を

全国に発信するとともに、県内外の医師や医学

生に「みやざき地域医療応援団」への登録をお

願いし、県内の公立病院等への勤務をあっせん

するなどの取り組みを行ったものであります。

次の女性医師等の離職防止・復職支援事業で

あります。これは、女性医師等が出産・育児と

仕事を両立できる環境の整備を図るため、保育

等に関する相談窓口の設置や院内保育所を設置

する医療機関への運営費補助、女性医師の短時

間正規雇用を行っている病院に対する代替医師

の雇い上げ経費の補助等を行ったものでござい

ます。

73ページでございます。看護師等確保対策事

業でございます。看護師等養成所運営費補助事

業は、県内の看護師等養成所14校に対して運営

費補助を行ったものであり、ナースセンター事

業は、未就業の看護師等の再就職を支援するた

め、無料職業あっせん紹介や再就職のための講

習会などを行い、670名の再就職につながってお

ります。

次のへき地診療委託事業は、県医師会や日本

赤十字社、県歯科医師会に委託して、無医地区

等への巡回診療等を行ったものであります。

74ページをごらんください。第二次救急医療

体制整備事業と第三次救急医療体制整備事業は、

本県の緊急医療を担う医療機関に対して、医師

の人件費等の運営費補助を行ったものでありま

す。

次の救急医療利用適正化推進事業は、いわゆ

るコンビニ受診の抑制などによる医師の負担軽

減のため、子供の保護者に対する訪問教室の開

催や、地域医療を守るための活動を行うＮＰＯ

等に対する助成を行ったものであります。

次の小児科専門医育成確保事業は、医師不足

が深刻な小児科の医師が専門研修を受けるため

の研修資金を貸与するとともに、小児科の症例

研究会を開催することにより、小児科医師の育

成・確保に取り組んだものであります。

次に、災害時医療体制等の整備事業でござい

ます。災害医療従事者の研修会開催やＤＭＡＴ

指定医療機関の資機材等の整備、災害拠点病院

の衛星電話の整備に対し、補助を行ったもので

ございます。

75ページをごらんください。地域医療再生基

金事業でございます。これは、地域医療が抱え

る問題解決のため、地域医療再生計画及びその

拡充分に基づき、医師確保や救急医療機能の強

化、県医療計画に位置づけた４疾病６事業対策

などの事業を実施したものであります。主な事

業は、宮崎大学地域医療学講座運営支援、同大

学附属病院の救命救急センター整備やドクター

ヘリ導入のほか、23年度から新たに、地域医療

機関連携促進や急性心筋梗塞対策機能強化、看

護教育充実支援に取り組んでおります。

次に、医療施設耐震化促進事業でございます。

臨時特例基金を活用して、災害拠点病院及び２

次救急医療機関の耐震化に助成を行ったもので

ございます。

次に、新規事業、宮崎県地域医療支援機構設

置事業でございます。これは、効果的な医師確

保対策を図るため、県と宮崎大学、県医師会、

市町村の医療関係機関が連携した地域医療支援

機構を設立し、医師のキャリア形成支援や医学

生への働きかけ、各種情報発信を行ったもので

ございます。

続きまして、77ページをごらんください。次
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の「がんばる献血応援団」は、献血クラブへの

登録推進や協力企業名の新聞掲載等により、安

定的な血液確保に取り組んだものであります。

最後の県立看護大学運営費は、教員人件費、

施設管理費、教育研究費等のほか、新たに23年

度から、本県の保健・医療・福祉の分野に係る

地域貢献等の研究に取り組んだものでございま

す。

続きまして、78ページでございます。施策の

成果等についてでございますが、主なものにつ

いて御説明をさせていただきます。

まず、①の医師不足対策につきましては、自

治医科大学卒業医師の計画的な配置や医師修学

資金貸与、地域医療支援機構による各種対策を

行ったところでございますが、医師不足は依然

として厳しい状況にあり、引き続き積極的な取

り組みが必要だと考えております。

②の看護師等の確保対策につきましては、看

護師等養成所に対する運営費助成などにより看

護師等の養成に努めたほか、未就業看護師等の

就業促進に努めたところでありますが、今後と

も、その安定的な確保に努める必要があると考

えております。

続きまして、④の救急医療対策につきまして

は、宮崎大学の救命救急センター整備やドクター

ヘリの導入、県立病院の機能充実、県民の適正

受診の啓発などに取り組んだところであります

が、今後とも、救急医療体制の整備充実に努め

ていく必要があると考えております。

最後に、⑤でございます。地域医療が抱える

問題解決のため、地域医療再生臨時特例交付金

を活用して、医師確保対策、救急医療対策、４

疾病６事業対策を中心に、各種事業を実施して

おりますが、今後とも、医師会や大学、市町村

と十分連携を図りながら、着実に事業を実施し

ていく必要があると考えているところでござい

ます。

主要施策の成果に関する報告につきましては

以上でございます。

最後に、監査委員の宮崎県歳入歳出決算審査

意見書につきましては、特に報告すべき事項は

ございません。

医療薬務課は以上でございます。

○青石衛生管理課長 衛生管理課の平成23年度

決算状況につきまして御説明いたします。

お手元の平成23年度決算特別委員会資料の２

ページをお開きください。上から６番目の衛生

管理課でございますが、予算額13億667万7,000

円に対して、支出済額は12億7,482万8,832円、

不用額は3,184万8,168円、執行率は97.6％でご

ざいます。執行率90％未満の目はございません

ので、執行残が100万円以上の目について順に御

説明いたします。

それでは、20ページをお開きください。

まず、予防費で、不用額は395万5,224円となっ

ております。不用額の主なものは需用費168

万1,981円で、各保健所におきまして、経費節約

等に伴う執行残が主なものでございます。

次に、環境衛生総務費で、これは職員費で、

不用額は250万9,102円となっております。不用

額の主なものは、時間外勤務手当及び特殊勤務

手当等の職員手当の実支給が見込みを下回った

ことによるものでございます。

次に、21ページをお願いいたします。食品衛

生指導費でございますが、不用額は2,266万8,236

円となっております。不用額の主なものは、旅

費224万4,721円、需用費974万4,936円ですが、

経費節約等による執行残及びＢＳＥ検査に要す

る検査キット購入実績が見込みを下回ったこと

に伴う執行残でございます。
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さらに、工事請負費398万6,000円ですが、都

農食肉衛生検査所の会議室新設工事における執

行残でございます。

備品購入費332万9,544円でございますが、各

食肉衛生検査所におきまして、備品調達におけ

る入札等の執行残でございます。

次に、22ページをお願いいたします。環境衛

生指導費でございますが、不用額は271万5,606

円となっております。不用額の主なものは旅

費123万8,044円で、各保健所等におきまして、

経費節約等による執行残でございます。

決算事項別明細説明資料の説明につきまして

は以上でございます。

次に、平成23年度の主要施策の成果について

御説明いたします。

お手元の「平成23年度主要施策の成果に関す

る報告書」の衛生管理課のインデックス、93ペー

ジをお開きください。（１）の安心で快適な生活

環境の確保についてでございます。

施策推進のための主な事業及び実績の食品衛

生監視でございますが、県内の食品衛生関係施

設の２万2,434件につきまして、１万1,614件の

監視、さらに1,862件の収去検査を行いました。

また、食品衛生推進事業として、宮崎県食品衛

生協会へ委託し、249人の食品衛生指導員による

巡回指導などを実施したところでございます。

次に、食肉衛生検査所でございますが、県内

７カ所のと畜場におきまして、牛・豚等の検査

を行い、平成23年度は、牛５万2,842頭、豚89

万1,825頭を検査しております。

94ページをお開きください。食鳥検査でござ

いますが、県内10カ所の大規模食鳥処理場にお

きまして、23年度は、１億2,587万1,270羽を検

査しております。

次の生活環境対策でございますが、水道維持

管理指導につきましては、水道施設への立ち入

り232件、井戸水の水質検査126件を実施したほ

か、水道建設指導につきましては、市町村が実

施する水道施設整備事業の指導を行うものでご

ざいますが、簡易水道等施設整備事業が10市町

村14事業の実績となっております。

生活衛生指導助成でございますが、生活衛生

営業相談室設置のほか、経営指導員や生活衛生

営業指導員等が行う巡回指導等の活動事業への

補助を宮崎県生活衛生営業指導センターに対し

て行っておりまして、センター窓口相談527件、

生活衛生営業指導員の巡回指導2,066件など、業

界の自主衛生管理体制の強化と活性化を図った

ところでございます。

次に、95ページをごらんください。施策の成

果等についてでございます。

まず、①、②にありますとおり、県民の食の

安全・安心確保のため、施設の監視指導及び収

去検査、食中毒予防の啓発・指導、また、と畜

検査及び食鳥検査による疾病の排除等や牛のＢ

ＳＥ全頭検査を実施したところでございます。

次に、③の水道事業対策では、地域水道ビジョ

ンの計画的な策定を進めるとともに、県民がい

つでも安心して利用できる水道水の安定供給、

安全確保に努めたところでございます。

また、④のとおり、生活衛生関係につきまし

ては、営業施設への許可・確認、監視指導、衛

生講習会等を行うなど、衛生水準の維持向上を

図り、消費者・利用者への安全で衛生的なサー

ビスの確保に努めたところでございます。

最後に、⑤のとおり、レジオネラ症の防止対

策としまして、講習会や施設の監視指導を実施

し、患者発生の防止に努めたところでございま

す。

続いて、97ページをお開きください。（２）の
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快適で人にやさしい生活・空間づくりについて

でございます。

施策推進のための主な事業及び実績の表の動

物管理でございますが、犬の登録や狂犬病予防

注射の必要性をテレビＣＭや広報車などを活用

し、啓発するとともに、動物愛護の観点から、

「みやざき動物フェスタ2011」の開催や適正な

飼養の啓発、犬猫の譲渡推進に努めたところで

ございます。

次に、施策の成果等について、①の狂犬病予

防対策につきましては、獣医師会や市町村と連

携するとともに、テレビＣＭなどで啓発に取り

組んだ結果、実施率が前年度を上回ったところ

でございます。

最後に、③の犬猫の譲渡推進につきましては、

譲渡会の実施及び適正飼養の啓発に取り組んだ

結果、譲渡が推進され、殺処分頭数の減少が図

られたところでございます。

以上、主要施策の成果に関する報告書につい

て御説明いたしました。

次に、宮崎県歳入歳出決算審査意見書につき

ましては、決算特別委員会資料で御説明させて

いただきます。

決算特別委員会資料の32ページをごらんくだ

さい。衛生管理課契約事務についてであります

が、犬及び猫運搬業務委託について、入札によ

るべきところを随意契約による方法で委託業者

を決定していたものであります。この件に関し

ましては、今年度から、入札方式により業者を

決定し、委託契約を締結したところであります。

衛生管理課からの説明は以上でございます。

○和田健康増進課長 健康増進課の平成23年度

決算状況について御説明いたします。

決算特別委員会資料の２ページをお開きくだ

さい。健康増進課は、中ほど上から７番目の欄

です。予算額46億3,759万6,000円に対して、支

出済額は42億8,094万5,561円で、翌年度繰越額

はございません。不用額は３億5,665万439円、

執行率は92.3％となっております。

なお、執行率90％未満の目はございませんの

で、執行残が100万円以上の目について御説明い

たします。

23ページをお開きください。

まず、（目）公衆衛生総務費です。不用額

は5,605万630円となっております。不用額の主

なものは、節の負担金・補助及び交付金1,117

万6,000円であります。これは、妊婦健康診査特

別支援事業の市町村への補助金の執行残であり

ます。

次に、扶助費4,181万6,229円です。これは、

未熟児養育医療費や小児慢性特定疾患治療研究

費などの医療費公費負担の対象者の見込み減に

伴う執行残です。

24ページをお開きください。（目）予防費です。

不用額は３億59万9,809円となっております。不

用額の主なものは、節の負担金・補助及び交付

金の１億3,499万5,955円で、これは、主に、子

宮頸がん予防ワクチン等接種緊急促進事業など

の市町村等への補助金の執行残です。

次に、扶助費１億2,993万9,098円であります

が、これは、肝炎医療費や特定疾患医療費など

の医療費公費負担の対象者数の見込み減に伴う

執行残です。

決算事項別明細説明資料につきましては以上

でございます。

続きまして、平成23年度の主要施策の成果に

ついて、主なものを御説明いたします。

お手元の主要施策の成果に関する報告書の健

康増進課のインデックス、99ページをお開きく

ださい。
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初めに、（１）の子育て支援の充実です。中ほ

どの表、施策推進のための主な事業及び実績を

ごらんください。

母子保健対策ですが、主な実績内容の先天性

代謝異常等検査では、新生児を対象に、先天性

代謝異常等検査を１万1,803人に実施いたしまし

た。

次の不妊治療費助成事業では、体外受精等、

医療保険の適用されない不妊治療を行った夫婦

に対して438件の治療費助成を行いました。

健やか妊娠推進事業では、人工死産防止のた

め、大学生や高校生を対象とした研修会や講座

を開催するとともに、パンフレットを作成し、

産科医療機関等に配布して、健康教育に使用し

ていただいたところです。

100ページをお開きください。妊婦健康診査特

別支援事業では、市町村が行う妊婦健康診査14

回のうち後半の９回に対し、延べ７万1,045件の

助成を行っております。

次に、施策の成果等であります。

まず、②ですが、不妊の方々への情報提供や

心のケアに取り組むとともに、不妊治療に対す

る助成を実施しました。

次に、⑤ですが、女性の健康支援として、保

健所での女性専門相談、中高年女性の健康教室、

思春期の性の悩みに対するピアカウンセリング

など、女性のライフステージや女性特有の健康

問題に応じた相談や教育事業に取り組んだとこ

ろです。

次に、101ページをごらんください。（１）の

健康づくりの推進です。中ほどの表、施策推進

のための主な事業及び実績をごらんください。

健康増進対策ですが、主な実績内容の健康づく

り推進センター管理運営では、市町村の健康増

進計画策定の支援や特定健診・保健指導の実践

者育成研修会等を宮崎県健康づくり協会に委託

して実施し、健康づくりに関する市町村等への

技術的支援を行ったところです。

健康みやざき21健康づくり推進事業では、健

康づくり指導者や健康運動指導士・実践指導者

の講習会などを開催し、県民の取り組みを支援

する指導者の育成を図っております。

102ページをお開きください。新規事業、「健

康みやざき行動計画21」評価ですが、県の健康

づくりの基本指針であります同計画の最終評価

の基礎資料を得るため、県民の身体状況や栄養

摂取状況、生活習慣の状況等の実態を把握する

県民健康・栄養調査を実施しました。

次に、老人保健ですが、寝たきり予防推進事

業では、県内７カ所の地域リハビリテーション

広域支援センターを運営し、寝たきり予防の推

進を図ったところです。また、予防から終末期

までのがん対策体制整備事業では、県立３病院

におけるがん診療連携拠点病院等の機能を強化

するなど、総合的ながん対策の推進を図ったと

ころです。

103ページをごらんください。歯科保健対策で

すが、主な実績内容の8020運動推進特別事業で

は、要介護高齢者の口腔内状況調査や専門職に

対する歯科保健研修会を実施しました。また、

むし歯予防対策事業では、保育所・幼稚園等に

おいて、フッ化物洗口等を実施する15市町村に

補助を行ったところです。

次に、新規事業、慢性腎臓病特別対策であり

ますが、慢性腎臓病に関する正しい知識の普及

を図るため、街頭での啓発イベント、相談会及

び公開講座を実施しました。

104ページをお開きください。肝炎総合対策で

すが、Ｂ型・Ｃ型ウイルス性肝炎患者の経済的

負担を軽減するため、治療に係る医療費を675人
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に対して助成するとともに、保健所等での無料

の肝炎ウイルス検査や、肝炎診療連携体制の充

実・強化を図るための肝炎対策懇話会を開催し

ました。

次に、感染症危機管理対策ですが、新型イン

フルエンザや感染症の集団発生等に備えるため、

感染症危機管理研修会を開催しました。また、

新型インフルエンザに対する医療体制等の整備

を行うため、入院医療機関に対して人工呼吸器

購入の補助を行いました。昨年度は、県内の高

校で発生しました髄膜炎菌感染症への集団発生

に迅速に対応し、感染拡大を防止したところで

す。

次に、子宮頸がん予防ワクチン等接種緊急促

進でありますが、県に設置した基金を活用して、

全市町村が行うワクチン接種事業に対する補助

を行いました。

次に、施策の進捗状況のメタボリックシンド

ロームの該当者及び予備群の割合についてです。

平成26年度までに本県における割合が全国平均

以下となることを目標に取り組んでおりますが、

平成23年度の実績値は、29.2％と前年度より減

少したものの、全国平均を上回っております。

今後も引き続き、生活習慣改善の啓発等に努め

てまいりたいと考えております。

105ページをごらんください。施策の成果等の

③ですが、健康増進法に基づいて市町村が実施

する健康教育、健康診査、訪問指導などの事業

により、地域住民に対して広く行われる健康増

進のための活動を支援し、県民の予防意識の向

上を図ったところです。今後とも、生活習慣病

を主とした疾病の基本的知識の普及や健康診査、

各種検診により、疾病の早期発見・早期治療に

つなげることとしております。

次に、⑤ですが、「宮崎県がん対策推進計画」

に基づき、がん診療連携拠点病院等の機能強化

や緩和ケア推進事業を実施するとともに、がん

検診受診率向上のためのテレビＣＭ放送等を

行ったところです。今後は、現計画の進捗管理

に努めながら、次期計画に向けた課題の整理を

行うこととしております。

⑥の歯科保健事業については、市町村が実施

するむし歯予防事業に補助を行うことで、幼児

期からのフッ化物応用等のむし歯予防事業をさ

らに推進することができました。

107ページをお開きください。（２）のみんな

で支え合う福祉社会の推進です。施策推進のた

めの主な事業及び実績をごらんください。ハン

セン病啓発・ふるさと交流促進でありますが、

県民の療養所への訪問、入所者の里帰り事業な

どを行い、社会復帰への基盤づくりや、ハンセ

ン病に対する知識の普及・啓発に努めたところ

です。

次の施策の成果ですが、今後も、療養所入所

者が社会復帰しやすい環境づくりに努めてまい

りたいと考えております。

主要施策の成果については以上であります。

最後に、監査委員の決算審査意見書に関しま

しては、特に報告すべき事項はございません。

健康増進課分は以上です。

○長友こども政策課長 こども政策課分の決算

状況につきまして御説明をいたします。

お手元の決算特別委員会資料の２ページをお

開きください。こども政策課は上から８番目で

あります。予算額136億3,997万2,000円に対しま

して、支出済額は128億3,521万8,228円、繰越額

は６億1,939万9,000円、不用額は１億8,535

万4,772円となっておりまして、執行率は94.1％

でございます。

それでは、執行残が100万円以上のもの及び執
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行率が90％未満のものについて御説明いたしま

す。

25ページをお開きください。（目）児童福祉総

務費についてでありますが、不用額は6,899

万6,461円となっております。不用額の主なもの

は、節の欄の負担金・補助及び交付金の6,772

万5,000円であります。これは、子育て支援乳幼

児医療費助成事業が主なものでありまして、助

成件数の見込みを実績が下回ったものでありま

す。

次に、（目）児童措置費についてであります。

翌年度繰越額として、保育所緊急整備事業の６

億1,939万9,000円、不用額は427万1,234円となっ

ております。不用額の主なものとしましては、

次の26ページをごらんください。節の欄の負担

金・補助及び交付金の345万1,013円であります。

これは、安心こども基金事業のうち、主に認定

こども園整備事業の入札残に伴う執行残でござ

います。

次に、（目）母子福祉費についてであります。

不用額は１億1,110万2,624円となっております。

主なものとしましては、節の欄の負担金・補助

及び交付金１億1,107万824円であります。これ

は、子ども手当、現在は児童手当となっており

ますが、この支給において、年度途中で制度の

見直しが行われたことなどから、市町村におい

て手当支給実績が見込みを下回ったことによる

ものであります。

決算状況の説明につきましては以上でござい

ます。

次に、平成23年度の主要施策の成果について

御説明をいたします。

お手元の「平成23年度主要施策の成果に関す

る報告書」のこども政策課のインデックスのと

ころ、ページでは108ページをお開きください。

１の安心して子供を生み、育てられる社会づく

りの（１）子育て支援の充実であります。

中ほどの表をごらんください。まず、児童健

全育成事業につきましては、24カ所の民間児童

館に対して、その活動費の助成を行うとともに、

小学生の放課後対策として、安全な遊びの場を

提供する放課後児童クラブ130クラブに対して運

営費の助成を行うなど、地域における児童の健

全育成に努めえたところであります。

また、次の保育対策等促進事業の実施により、

延長保育や休日保育など、保護者の多様なニー

ズに対応した保育サービスの充実に努めるとと

もに、次の子育て応援のみやざきづくり事業や、

新規事業、未来みやざき子育て県民運動推進事

業の実施により、社会全体で子育てを支援する

機運づくりや子育て支援団体の育成などに取り

組んだところでございます。

次に、子育て支援乳幼児医療費助成事業につ

きましては、小学校入学前までの乳幼児に対し

まして、入院及び入院外で必要となる医療費の

助成を行い、子育て家庭の負担の軽減を図った

ところでございます。

次に、109ページをごらんください。子育て支

援対策臨時特例基金事業につきましては、安心

こども基金の積み増しを行ったところであり、

この基金を活用いたしまして、次の安心こども

基金事業により、11カ所の保育所の増改築等や16

カ所の認定こども園の事業費の助成などを行っ

たところであります。

また、次の子ども手当（児童手当）支給事業

につきましては、受給者に対して手当の支給を

行っております市町村に対しまして県の負担分

を支出して支援を行ったところであり、その下

の幼稚園・保育所耐震対策緊急支援事業につき

ましては、私立の幼稚園２カ所の耐震診断を実
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施したところであります。

次に、110ページをお開きください。施策の成

果等についてでありますが、①から⑤までに記

載されておりますように、少子化が急速に進む

中、「次世代育成支援宮崎県行動計画」に基づき、

地域の子育て支援体制の充実や、社会全体で子

育てを応援する機運づくりに努める必要があり

ますことから、未来みやざき子育て県民運動推

進事業を初め、児童館、放課後児童クラブ等に

対する運営支援や指導員に対する研修会の実施

など、各種の子育て支援対策の推進に努めてき

たところでありまして、これらの取り組みによ

り、子育て環境の整備が着実に図られつつある

と考えております。

次に、112ページをお開きください。２の未来

を担う人材が育つ社会の（１）生きる基盤を育

む教育の推進であります。

私立幼稚園振興費補助事業により、私立幼稚

園115園に対して運営費の助成を行うとともに、

次の私立幼稚園預かり保育推進事業を実施し、

預かり保育を実施する私立幼稚園106園に対して

運営費の助成を行ったところであります。この

ことにより、魅力ある小学校就学前教育の環境

づくりや子育て支援の充実に努めたところであ

ります。

また、次の就学前教育すくすくプラン推進事

業につきましては、幼稚園・保育所の職員等を

対象とした幼児期の子育て・発達サポートセミ

ナーの開催など、特別な配慮が必要な幼児への

支援などに関する研修会を実施し、保育士等の

資質の向上を図ったところでございます。今後

とも、研修等の充実を図り、小学校就学前教育

の質の向上に努めてまいります。

以上、主要施策の成果の主なものについて御

説明いたしました。

監査委員の決算審査意見書に関しましては、

特に報告すべき事項はございません。

こども政策課は以上でございます。

○古川こども家庭課長 こども家庭課の平成23

年度決算状況につきまして御説明いたします。

お手元の決算特別委員会資料の２ページをお

開きください。こども家庭課分は、一般会計と

特別会計がございます。

まず、一般会計ですが、こども家庭課の予算

額54億624万5,000円に対し、支出済額は49

億9,543万5,393円、繰越額は３億541万5,000円、

不用額は１億539万4,607円で、執行率は92.4％

となっております。

次に、特別会計ですが、母子寡婦福祉資金特

別会計として、予算額３億8,078万9,000円に対

し、支出済額は２億2,469万2,571円、不用額は

１億5,609万6,429円で、執行率は59.0％となっ

ております。

それでは、主な内容について御説明いたしま

す。27ページをお開きください。

まず、一般会計ですが、（目）社会福祉施設費

であります。不用額は212万3,349円となってお

ります。この不用額の主なものは、節の欄の扶

助費の133万7,497円であります。これは、女性

相談所一時保護所の入所者数が見込みを下回っ

たため、執行残となったものであります。

次に、（目）児童福祉総務費であります。翌年

度繰越額が845万2,000円、不用額は2,066万2,709

円となっております。翌年度繰り越しは、中央

児童相談所の内部改修工事に関するものでござ

います。不用額の主なものですが、28ページを

お開きください。節の欄の委託料681万4,517円

及び工事請負費588万3,500円及び負担金・補助

及び交付金333万7,000円であります。まず、委

託料につきましては、主に新燃岳火山活動に伴
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う御池青少年自然の家の一時閉鎖による指定管

理料の減額によるものでございます。次に、工

事請負費につきましては、平成22年度から23年

度に繰り越しましたむかばき青少年自然の家の

施設改修工事の事業費確定に伴う執行残でござ

います。次に、負担金・補助及び交付金につき

ましては、児童虐待防止対策緊急強化事業の事

業費確定に伴う執行残でございます。

次に、（目）児童措置費であります。不用額

は1,492万471円となっております。主なものは、

次ページの節の欄の備品購入費268万2,936円及

び負担金・補助及び交付金359万4,801円及び扶

助費772万6,294円であります。まず、備品購入

費ですが、これは、自動車や心理判定用備品な

どの購入に伴う執行残であります。次に、負担

金・補助及び交付金につきましては、母子生活

支援施設におきまして当初見込みを下回ったた

めの執行残であります。次に、扶助費につきま

しては、児童入所施設等措置費が主なものであ

り、対象児童数が見込みを下回ったための執行

残であります。

次に、（目）母子福祉費であります。不用額

は3,770万3,978円となっております。主なもの

は、節の欄の負担金・補助及び交付金3,048

万3,000円と扶助費492万920円であります。負担

金・補助及び交付金につきましては、主に、ひ

とり親家庭自立支援給付金事業及びひとり親家

庭医療費助成事業が、また、扶助費につきまし

ては児童扶養手当給付費が、それぞれ見込みを

下回ったための執行残となっております。

次に、（目）児童福祉施設費であります。翌年

度繰越額が2億9,696万3,000円、不用額が2,998

万4,100円で、執行率が63.5％と90％を下回った

ものであります。このうち、翌年度繰越額は民

間児童福祉施設耐震化機能整備事業分でありま

す。不用額の主なものですが、30ページをお開

きください。まず、節の欄の委託料の1,090

万2,083円と工事請負費の1,188万8,000円であり

ます。これは、平成22年度から23年度に繰り越

しました県立みやざき学園の施設改修工事で、

事業費確定に伴う執行残でございます。次に、

負担金・補助及び交付金の309万7,800円であり

ます。これは、民間児童福祉施設耐震化機能整

備事業の事業費確定に伴う執行残であります。

次に、扶助費の266万8,860円であります。これ

は、主に、児童相談所一時保護所の入所児童数

が見込みを下回ったことによる執行残でありま

す。

次に、特別会計について御説明いたします。31

ページをごらんください。

（目）母子寡婦福祉費ですが、不用額のほと

んどが節の欄の貸付金の執行残であります。な

お、制度上、この執行残は繰り越され、翌年度

の貸付原資となるものであります。

歳出決算の状況につきましては以上でござい

ます。

次に、特別会計の歳入決算について御説明い

たします。

お手元の「平成23年度宮崎県歳入歳出決算書」

の特別会計の14ページをお開きください。母子

寡婦福祉資金特別会計でございます。歳入合計

の欄をごらんいただきたいと思います。予算現

額が３億8,078万9,000円、調定額６億404万7,605

円、収入済額４億109万9,376円、不納欠損額60

万8,827円、収入未済額２億233万9,402円でござ

います。

特別会計の歳入決算につきましては以上でご

ざいます。

次に、平成23年度の主要施策の成果について

御説明いたします。
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お手元の主要施策の成果に関する報告書、こ

ども家庭課のインデックス、114ページをお開き

ください。１、安心して子どもを生み、育てら

れる社会、（２）の子ども・若者の権利擁護と自

立支援であります。

子ども・ほほえみダイヤル事業により、児童

に関する電話相談を実施するとともに、児童虐

待対策では、専門研修や市町村等とのネットワー

ク強化などに取り組んだところであります。さ

らに、青少年健全育成条例運営推進事業では、

青少年健全育成審議会の開催や書店などへの立

入調査などに取り組んだところであります。

115ページをお開きください。困難を抱える子

ども・若者自立支援促進事業では、自立に困難

を抱える子ども・若者の支援に関して、フォー

ラムや研修会等を開催したところであります。

また、ひとり親家庭へは、ひとり親家庭自立支

援給付金事業、ひとり親家庭医療費助成事業及

び母子寡婦福祉資金貸付事業により、その支援

に取り組んだところであります。

116ページをごらんください。施策の成果等で

ございますけれども、まず、児童虐待につきま

しては、児童相談所による市町村への支援や、

地域の関係機関とのネットワークの形成や連携

強化及び職員の専門性向上と人材育成を行うこ

とで、児童虐待の未然防止や早期発見・早期対

応が図られたと考えております。今後とも、市

町村等と連携し、より一層の児童虐待の未然防

止に努めてまいります。

また、青少年健全育成につきましては、青少

年健全育成条例に基づき、書店等への立入調査

や条例の周知などを行うことにより、青少年を

取り巻く有害環境の浄化が図られたと考えてお

ります。

また、自立に困難を抱える子ども・若者の支

援につきましては、フォーラム等の開催により、

機運の醸成に取り組んだところであります。今

後は、支援の充実に向け、関係機関等との協力

体制の充実に努めてまいります。

さらに、ひとり親家庭につきましては、経済

的支援や就労支援を行うことで、ひとり親家庭

の自立や安定した生活の確保が図られたものと

考えております。

117ページをごらんください。２の未来を担う

人材が育つ社会、（１）の生きる基盤を育む教育

の推進であります。青少年自然の家管理運営委

託事業により、青島、むかばき、御池の３つの

青少年自然の家を活用し、青少年への自然体験

学習や集団宿泊生活の場を提供したところであ

ります。

施策の成果といたしましては、自然体験や宿

泊体験などを通して心豊かでたくましい青少年

の育成が図られたところであり、今後とも、指

定管理者の指導監督を行いながら、施設の有効

活用を図ってまいります。

118ページをお開きください。３の多様な主体

が参加し、一人ひとりが尊重される社会、（１）

男女共同参画社会の推進であります。

女性保護事業により、配偶者暴力相談支援セ

ンターにおけるＤＶ相談や、一時保護所・女性

保護施設の運営などに取り組んだところであり

ます。

施策の成果としましては、ＤＶ被害の未然防

止やＤＶ被害者に対する保護・自立が図られた

ところであります。今後とも、市町村や関係機

関等と連携を強化し、県民のＤＶについての理

解を深めるとともに、ＤＶ被害者に対する相談

サポート体制の充実に努めてまいります。

主要施策の成果につきましては以上でござい

ます。
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次に、「平成23年度宮崎県歳入歳出決算審査意

見書及び基金運用状況審査意見書」であります。

意見・留意事項がございましたので、御説明い

たします。

お手元の審査意見書の47ページをお開きくだ

さい。（13）の母子寡婦福祉資金特別会計に関す

る意見・留意事項であります。「貸付金の収入未

済額については、前年度に比べ減少しているが、

引き続き償還促進についての努力が望まれる」

との意見がございました。貸付金の償還対策に

つきましては、本庁、福祉こどもセンター等が

一体となって取り組んでおり、その成果もあっ

て、昨年度は収入未済が減少したところであり

ますが、今後とも、滞納者の個々のケースに応

じた納入指導など、償還促進対策に積極的に取

り組んでまいります。

こども家庭課につきましては以上でございま

す。

○髙橋主査 説明が終わりました。委員の皆様

からの質疑はございませんか。

○井本委員 最初に、地域医療再生基金のとこ

ろですが、延岡市の夜間急病センター支援の施

設整備運営費というのは、どんなことをやった

んですか。

○郡司医療薬務課長 施設につきましては、診

療室あるいは宿直室、待合室等の増改築工事を

支援させていただいております。それから、運

営につきましては、運営に足る医師確保を支援

するために、要するに、延岡市の地域は医師が

少ないということで、他の圏域からの応援医師

を出していただくための人件費等を支援してい

るところでございます。

○井本委員 効果はあったんですか。

○郡司医療薬務課長 施設整備といたしまして

は、当然、良好な医療環境が提供されるように

なりましたし、医師につきましても、引き続き、

そういった支援体制が続いているところでござ

います。

○井本委員 ここにはないんだけど、今度、県

病院の救命救急センターをきれいにしていただ

くんですけど、スタッフはそのままだというの

は、この前も一般質問で出ていたけど、本来、

理想としたらどのくらい必要なんですか。

○郡司医療薬務課長 県立延岡病院の救命救急

センターにつきましては、ハードのほうは、医

療薬務課のほうから、福祉保健部のほうから助

成をさせていただいております。それと、医療

スタッフにつきましては、病院局のほうで必要

な人材確保に努力をされているということで聞

いているところでございます。必要人数につき

ましては、私のほうでは正確に把握しておりま

せん。

○井本委員 県立看護大学運営費ですが、この

前、我々、視察で調査に行ったんだけど、県内

の需要というか、卒業生が行くのは40％ぐらい

といったかね。これは他県に比べてちょっと低

いという話でしたけれども、どんなふうに考え

ていますか。

○郡司医療薬務課長 看護大学の本年度卒業生

につきましては、45.9％が県内就職ということ

で、これにつきましては、県内で見ますと、ほ

かの養成施設もございますが、若干低うござい

ます。３年課程の養成課程でいきますと50％を

超えておりますので、そういった水準から見て

もちょっと低い。他県で見ますと、もちろん、

我が県の看護大学よりも低いケースもございま

すが、おおむね50％を超えているような状況も

ございますので、私どもといたしましては、県

内就職に力を入れていただきたいということで

再三の要請を行っているところでございます。



-66-

○井本委員 動物管理のところですが、犬の捕

獲頭数が1,157頭で、引き取り頭数が652頭とい

うのは、犬を引き取ったという意味ですか。引

き取ってくれたと。

○青石衛生管理課長 犬の捕獲につきましては、

放し飼いの犬とか、今は少なくなりましたが、

野犬等についての捕獲という意味でございまし

て、引き取りについては、もう飼えなくなった、

あるいは負傷したというような犬について引き

取るということでございます。

○井本委員 そして、犬処分頭数で915というこ

とは、あとの残りはどうしたんでしょうか。

○青石衛生管理課長 ＮＰＯ法人を通じて譲渡

とか、あるいは、保健所自体でも譲渡をするわ

けでございますが、処分していないものについ

ては譲渡したということでございます。

○井本委員 下のほうに犬の譲渡で157と書いて

あるけど、数が合わんのは、どこかに消えたの

かな。そういうわけでもないですか。

○青石衛生管理課長 捕獲した犬につきまして

は、譲渡する以外に、返還というのがありまし

て、飼い主が見つかったものについては返還を

するということになっておりますので、ちょっ

と頭数が合っておりません。

○井本委員 わかりました。

次は、がん対策の老人保健のことを聞きたい

のですが、この前、命が惜しけりゃ病院にかか

るなとか、そんな本を何冊か読んで、３冊ぐら

い立て続けに読んだ本では全部、ともかく、が

んで、年をとったら病院に行かんほうがいいと

いう説のお医者さんの本でありましたけれども、

実際、70歳を超えると、がんというのは触らん

ほうがいいんじゃないのかというような本を３

冊ぐらい立て続けに読んだんだけれども、年を

とると、要するに、そちらはもう御存じでしょ

うけれども、がんというのは老化現象の一種だ

から、２人に１人はがんになるぐらいのことで

ありますから、そして、年をとると、がん細胞

をいじくると、それが逆に動き出すというか、

痛みやら何やらを感じるというか。ところが、

放っておけば痛みも何も感じないで済む。その

まま、安楽死というか、死んでいけるという話

が書いてありましたけれども、ごらんになりま

したか。

それで、年をとったほうが医療費がかかるで

しょうが。そして、それほど長くは生きられん

のだったら、いじくらんでやって、どうせ生き

る期間もそんなに変わらないと、むしろ、いじ

くらんほうが長生きするというデータでしたよ、

あれを見たら。その辺のことをもうちょっと周

知徹底して、そうしたら医療費もそんなにかか

らんし、そしてまた、がんにかかった人もそん

なに痛い思いもせずに済むという。この話は、

私も立て続けに３冊ばかりそんな本を読んだも

のだから、もちろん、この説は違うと言われれ

ばそれまでなんだけれども、どうなんですか。

○和田健康増進課長 委員がおっしゃる同じ本

を読んでいるわけではないんですけれども、基

本的には、そのようなお話はあるかと思います。

それと、高齢者の医療をどの程度までやって、

どの程度お金をかけるかについては、我々も判

断がしにくいというか、全国的な大きな問題だ

と思っていますので、恐らく、国のほうにおい

ても今後検討が続けられるのではないかという

ふうに考えております。

○井本委員 そうでしょうね。同じことだけど、

ともかく、医療費がこんなにかさむ時代だから、

これをもうちょっと皆さんに啓蒙して。私も、70

歳過ぎてがんになったら、「放っておけ」と言お

うと思っているんだけど、70歳過ぎたら、いじ
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くったほうがむしろ短命になっているんですね。

そして痛い思いをする。それなら放っておいた

ほうがいい。そうしたら医療費もかからないし

という。その辺の啓蒙をしたほうがいいんじゃ

ないかということであります。まあ、いいです

わ、わかっておられるのなら。

それから、115ページの父子家庭ですが、父子

家庭の場合、ここには医療費の助成というのが

書いてあるけれども、いわゆる母子家庭に対し

てはいろんな助成があるでしょう。この前、「父

子家庭にはなぜないのか」と言ってきた人がおっ

たんだけれども、「男だから、それだけ生活力も

あるから、そういう制度はないんでしょうね」

と言っていたんだけれども、男女同権とか言い

ながら、女性のときだけバックアップして、男

性に対しては、医療費助成制度はあるのかもし

れないけれども、「母子家庭に対する援助はあっ

て、こっちにないのは不平等じゃないか」と言

う人がおるんだけど、それについてはどうです

か。

○古川こども家庭課長 今、委員のおっしゃっ

たとおり、事業によって、給付金については父

子家庭は対象外というのがございまして、ほと

んどが国の補助事業でございますので、これに

つきましては、九州各県で集まりまして、国の

ほうに、母子と父子は一緒にすべきだというこ

とで要望を出しているところでございます。

○前屋敷委員 主要施策の報告の72ページの一

番下の欄ですが、女性医師等の離職防止、また

復職支援という事業なんですけど、ここで、女

性医師就労環境改善事業、５施設でこの事業が

行われて、短時間勤務に対応できるようなとい

うことで御説明をいただいたんですけど、この

５施設がどこかということと、実際、女医さん

何名が対象になっている状況か、今の実態を教

えてください。

○郡司医療薬務課長 それでは、５施設の病院

名と対象になっている女性医師を申し上げさせ

ていただきます。

まず、宮崎市民の森病院、女性医師１名、平

田東九州病院、女性医師１名、宮崎医療センター

病院、女性医師１名、宮崎生協病院、女性医師

２名、隅病院、女性医師１名という内訳になっ

ております。

○前屋敷委員 一番最後はどこでしたか。

○郡司医療薬務課長 隅病院でございます。

○前屋敷委員 ここはどちらですか、所在地は。

○郡司医療薬務課長 済みません、所在地は後

ほど御回答させていただきます。

○前屋敷委員 ６名の女性医師の皆さん方が対

象になっているということですね。

○郡司医療薬務課長 対象になっている女性医

師は６名でございます。５病院で６名の医師が

勤められているということで、時間短縮とか宿

直を免除するための代替の医師をそれぞれの病

院で手当てをされているという状況でございま

す。それと、先ほどの隅病院でございますが、

都城でございます。

○前屋敷委員 今、６名の女性医師の皆さん方

が頑張っていただいているんですが、ここ近年

のところでいいんですけれども、人数的にはふ

えてきているのか、今後の見通しなどがあれば。

○郡司医療薬務課長 本年度も同じように医療

機関に対する助成を行っております。これは、

もちろん、医療機関の要望に基づいての助成で

ございます。それと、女性医師そのものが最近

ふえてきております。全体医師数、22年末で男

性医師が2,240人、それに対しまして女性医師

は413人、15.6％なんですが、20代で見ますと女

性医師の割合が40％、それから、30代医師で
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は28.2％ということになっておりますので、こ

の制度については今後とも活用が見込まれると

思っております。

○前屋敷委員 わかりました。

同じく医療薬務課で、78ページの薬局の監視

状況という一覧表があるんですが、前年度と比

較して施設の箇所と件数がかなり落ちているん

ですが、何かその要因があったら教えてくださ

い。

○竹井薬務対策室長 監視対象施設が減ってい

るのは、中核市である宮崎市に権限移譲がされ

たものもあります。それと監視件数ですけれど

も、３年で全施設を監視するという形で進めて

おりますので、おおむね適正に監視がされてい

るかと思います。

○前屋敷委員 わかりました。

105ページの健康増進課のところで、施策の成

果のところの総括で、歯の健康のフッ化物の取

り扱いについての記述のところなんですけれど

も、ずっと以前からフッ化物の対応をやってい

るし、市町村の施策のところで県が支援すると

いう形でやられてきていて、条例、それから今

度の計画にもそれが位置づけられているんです

が、全てを否定しているわけでも－今まであ

りましたけれども。これではそういう評価になっ

ていますが、慎重な取り扱いというものが位置

づけられなければならないという点だけ、ここ

は、私は指摘をさせていただきたいというふう

に思います。

もう一つ。106ページにフッ化物塗布の回数が

出ていますが、この286回というのはどういう形

でカウントしているんですか。どういう状態を

認識すればいいんですか。

○和田健康増進課長 各市町村で実施しておら

れる回数を総計したものが286回ということに

なっております。

○前屋敷委員 市町村は、幾つの自治体ですか。

１年間に何回という形で、総数だということで

すか。

○和田健康増進課長 市町村によっては年に10

回以上計画されているところもあると思います

ので、それを全て合わせたものということにな

ります。実施している市町村数については、

ちょっとお待ちください。

○前屋敷委員 それと、こども政策課でお願い

いたします。児童館のことなんですけど、108ペー

ジの表の中の一番上ですが、これは民間児童館

の活動事業ですか、24カ所。公営もあると思う

んですが、押しなべて、児童館そのものがない

というところは現在ありますか、自治体の中で。

アンバランスが今まであったように記憶してい

るんですけど。

○長友こども政策課長 日南市とか、あるいは

串間市とか、ないところもございます。あると

ころは、※８市町に設置されておりまして、それ

以外は設置されていないという状況になってお

ります。

○前屋敷委員 それらについて、県から、いろ

いろな支援とか援助とかアドバイスというもの

をこれまでされてこられたと思うんですけど、

放課後の子供たちのより安全を保つという点で

は非常に大事な事業でもありますので、その辺

のところをどういうふうに思っておられるかを

聞かせてください。

○長友こども政策課長 放課後についての対応

につきましては、放課後児童クラブというのが

ございます。それと、教育委員会のほうで放課

後子ども教室というのがございまして、それに

つきましては数がふえておる状況でございます。

※69ページ左段に訂正発言あり
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児童館につきましては横ばいの状況になってお

るところでございまして、放課後児童クラブの

ほうについて、いろいろ指導等をしっかりやっ

ていけたらなと思っておるところでございます。

○前屋敷委員 放課後児童クラブは、全市町村

において、一定、子供たちの安全が網羅できる

ような体制が整っていますか。

○長友こども政策課長 済みません、訂正をお

願いいたします。先ほど、８市町と申しました

けど、９市町でございました。申しわけありま

せん。

それと、子供の安全につきましては……。

○前屋敷委員 全ての自治体で網羅されて、安

全が確保されているか。立地条件だとかいろい

ろあろうかと思うんですけど、学校内というか

敷地内にあったりすれば、それは非常に安全だ

し、子供たちが遠距離を通わなければいけない

ような環境だったり、いろいろあろうかと思う

んですけど、県がつかんでおられる状況を。

○長友こども政策課長 都市部におきましては、

先ほど申しましたように、児童館とか放課後児

童クラブとか、ある程度整備がなされている状

況でございますが、山間部市町村におきまして

は、そういったニーズが余りないというような

こともございまして、設置が進んでいない状況

でございます。

○内村委員 さっき出ました医療薬務課の女性

医師の離職防止、復職支援ということで今上がっ

ているんですが、５施設は聞いたんですけれど

も、23年度の予算案の概要についてというとこ

ろではいろいろ出ているんですが、最初、施策

では5,500万円の予算を計上していらっしゃっ

た。この内容を詳しく教えてほしいんですが。

○郡司医療薬務課長 女性医師等の離職防止・

復職支援ということで、事業といたしまして

は、72ページに書いてございますとおり、保育

等の支援事業がございます。これにつきまして

は、県医師会のほうに委託しておりますが、322

万6,000円の委託料でございます。それと院内保

育所運営費補助という項目がございますが、こ

れにつきましては、補助金といたしまして2,568

万円でございます。それと女性医師等就労環境

改善事業でございますが、これにつきましては、

補助金といたしまして1,256万8,000円という内

訳になっているところでございます。

○内村委員 女性医師の就労改善を行う病院に

対してお金が出るのか。医師に対してじゃなく

て病院に出るということでいいんでしょうか。

○郡司医療薬務課長 これにつきましては、宿

直とか、あるいは短時間勤務を補うための医師

の人件費でございますので、病院に対しての補

助でございます。

○内村委員 それが５施設であってということ

になるわけですね。これの中に、最初のときは

女性医師等の離職防止ということで、女性医師

と看護師の離職防止となっているんですが、こ

れも一緒に入った分の経費。医師だけではなく

て看護師も入っているんでしょうか。

○郡司医療薬務課長 女性医師就労環境改善事

業につきましては、対象はあくまでも女性医師

のみでございます。72ページの女性医師の離職

防止・復職支援の右側の中段にございますけれ

ども、院内保育所運営費補助につきましては、

女性医師あるいは看護師あるいは病院の従事者

全てを含むものでございます。

○内村委員 わかりました。ありがとうござい

ます。

もう１点お願いします。こども家庭課のＤＶ

についてお尋ねします。118ページで、今、数字

が出されているんですが、ＤＶに対する相談員
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の数は出ているんですが、これがうまくいった

ものと、それから、まだ引き続いているものが

あるのかを教えてください。

○古川こども家庭課長 ちょっと聞き取りにく

かったので、もう一度お願いいたします。

○内村委員 ＤＶについての女性相談員の数と

か被害者自立支援員の、支援センターでの担当

者の数は出ているんですが、ＤＶの相談に来ら

れたところの保護はうまくいっているのか。今、

ところどころでは、住所が漏れたりというのが

出ているんですが、それでまた後から夫からの

ＤＶが重なったということがあるんですが、こ

こに出ている分は、うまく保護されているとい

うことでよろしいんでしょうか。

○古川こども家庭課長 ここに、一時保護、実

数82名とか、きりしま寮入所者６名と書いてお

りますが、これは、一時保護した実際の人数で

ございます。

○内村委員 それから出られたとか、ほかのと

ころになおられたということの追跡調査なんか

はされないでよろしいんでしょうか。

○古川こども家庭課長 一時保護から出られた

人数ときりしま寮から出られた人数は、後ほど

調べまして、また答弁させていただきたいと思

います。

○坂口委員 補足説明からお願いします。成果

表の77ページと78ページ、看護大関係ですけど、

まず、地域貢献等研究事業は具体的にはどんな

事業か、事業の中身を。

○郡司医療薬務課長 地域貢献等研究事業でご

ざいますが、まず、事業といたしましては、地

域連携研究推進という項目の事業が10事業、そ

れと、教育支援・国際交流推進が２事業、地域

看護等研究・研修事業が３事業でございます。

○坂口委員 中身を知りたいんです。

○郡司医療薬務課長 それで、中身でございま

す。数が多ございますので、代表的なものだけ

御説明させていただきたいと思っております。

まず、地域連携研究推進ということで、思春

期のヘルスケア開発事業というもので、いわゆ

る思春期の中学生、高校生、こういった年代の

健康を守っていくための研究活動ということで、

具体的に言いますと、月経で体調を崩す女子学

生が多いということで、そういった体のケアを

どうやっていくかという研究でございますが、

そういった研究につきまして、看護大のほうで

継続して研究されておりましたので、一定の研

究成果は既に。本年度、23年度の事業は、学校

内での公開講座、あるいは高校等への出前講座、

あるいは学術雑誌に論文を発表されるというこ

とで、研究されております。

それから、地域包括支援センター機能強化事

業ということで、都城市をモデル地区に選びま

して、ここで地域包括支援センター保健師の研

修会、いわゆる地域包括支援センターは今後ど

うあるべきかといったようなことでいろんな調

査等を行いまして、保健師の研修会等が行われ

ております。それと、そういった地域の保健師

の能力向上のためのプログラム等の施策をされ

ております。これにつきましては、都城市のほ

うで、単独で引き継いで事業展開されるといっ

た内容でございます。

それから、保健師の力育成事業ということで、

市町村に保健師さんはたくさんいらっしゃいま

すけれども、大学独自で、こういった方たちの

研修プログラムをつくられております。

○坂口委員 今聞いたのは、次ページの⑦の優

秀な看護師の育成や地域に根差した云々に関連

していくのかなと。それはあくまでも優秀な看

護師を育成するための学生を地域へ貢献してい
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こうという幅広いものかなと思っていましたが、

ちょっと違うんですけど、まず、ここで言う優

秀な看護師ですね、これは、具体的には、どん

な看護師を優秀な看護師としているのか。

○郡司医療薬務課長 私がイメージしておりま

す優秀な看護師というのは、看護の基礎教育が

しっかりとされて、そして、大学を出てから実

践をしていく中で、基礎教育を踏まえた応用力

にたけた看護師が、優秀な看護師ではないかと

私は思っております。

○坂口委員 そういう中に含まれるのかもわか

らんけど、優秀な医者と優秀な看護師というの

は違うんじゃないかと思うんです。基礎教育と

か医療的な知的なものを幾ら詰め込んでも、僕

も１回だけ入院経験があるんですけど、お医者

さんに話せる専門的な治療に係る直接部分、そ

れ以外はほとんど看護師なんですね。心の教育

とかナイチンゲールがどうだということをよく

聞きますね。そこのところの優秀なというのは

お医者さんとはまた別なような。今の答弁では、

どうも、お医者さんの技術的なものとか、頭の

中に医療に関する知識がいっぱい詰まっている

ということで、そこのところはちょっと違うん

じゃないかなという気がするんですけど。

○郡司医療薬務課長 看護大学のほうでは、初

代学長のころから、技術的なものはもちろんな

んですけれども、人間を相手にする仕事という

ことで、対人的な教育、要するに、まさにケア

ですね、これについて非常に力を入れてこられ

ておりまして、現在も力を入れているというこ

とでお聞きしております。

○坂口委員 それだったら安心ですね。

そこで一つ、ここがやらなければいけないの

は、県立の学校だということで、地域が求めて

いる看護師。余りにもレベルが高過ぎて、民間

病院あたりではよう抱え切らないという話も聞

くものだから、地域が求めている看護師、そこ

にぴったり当てはまる、地域で頑張ってくれる

看護師、これも県立大学が言う優秀な看護師と

定義づけるべきじゃないかという気がするんで

すけれども、そこら辺の精神が入っていないん

じゃないか。県内就職が高まらない。どんどん

レベルを上げて、確かに技術力とか知識がすぐ

れた看護師さんを世に送るということも一つの

貢献かもしれないけれども、少なくとも県立の

大学校という点では、優秀な看護師というのは、

県内の医療に貢献して、看護の分野で貢献して

いこうというような感覚を持った看護師さんを

育てるということ、僕は、一歩踏み込んだ考え

方を持つべきじゃないのかなと。国立の大学と

も違いますし、だから、そこのところをちょっ

と。僕は、地域に根差したという部分で、そこ

らのテーマを整理されるための事業と思ったも

のだから。これは、今後、そこらを念頭に、県

立看護大学が育てるべき優秀な看護師とはどう

いうものかということをぜひ検討して研究して

いただけるといいなと思います。

それから、これもちょっと補足して聞きたい

んですけれども、95ページです。ふぐ処理師の

ところです。合格率がなかなか低いみたいな気

がするんですよ、30～45％ぐらいですから。こ

れは、具体的にどんな人が受験してきているの

かということ。受験資格とかそういったもの。

○青石衛生管理課長 ふぐ処理師の試験につき

ましては、まず、受験資格としては、調理師の

免許を持っておられる方。持っていない場合に

は、県が指定する講習会を受けていただいて、

それで受験資格を得た人が受ける。その場合に

は２年以上従事した経験が必要ですけれども、

そういうのがある方に受験資格があるというこ
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とでございます。

○坂口委員 これは県知事の免許ですから、各

県で違うと思うんですけど、わかっていればで

いいんですが、合格率は他県と比べてどんなな

んですか。今のように、経験を持ったり、調理

師の資格を持った人たちが受験する割には、

ちょっと低いなという気がするものだから。

○青石衛生管理課長 過去５年間につきまして

は、宮崎県の場合、45％前後をいっております。

これにつきましては、ふぐによる中毒というの

は、重症化したり死亡したりする場合もありま

すので、ふぐを提供するに当たっては、十分な

知識とか除毒処理技術を持っていただくという

ことで、少し厳しい条件になっているかと思い

ますが、他県で処理師の試験を行っているとこ

ろの合格率については、今、把握しておりませ

ん。

○坂口委員 当然、いいかげんで資格を与えちゃ

だめなわけですけれども、45％というか、平成21

年なんかは30％を切っているようなあれですよ

ね。調理師の資格を持っているか、あるいは経

験を２年以上持っている人が受験してこの低さ

となると、試験の中身ですね、大まかにはどう

いった試験をやれるのか。

○青石衛生管理課長 試験につきましては、ま

ず学科試験があります。それ以外に、ふぐの鑑

別試験をしていただいて、そして、ふぐ丸ごと

を処理する中で、除毒ですね、腎臓とか毒のあ

るところを除去してもらうものと、それから、

除去したものについての臓器の鑑別、名前をしっ

かり覚えてもらうということで、毒のある卵巣

とか肝臓とか、そういうものの名前を覚えても

らうということでございます。そういう試験、

実技と学科試験、あと鑑別試験でございます。

○坂口委員 今聞いている限りでは、そんなに

難しいことじゃないような気がするんです。ま

ず、ふぐの種類を見て、この中のどのふぐが何

という名前で、どんな毒を持っているかという

ような程度で、それをどうやって取り除けばい

いかというレベルだと思うんですけれども、そ

れだけなんですか。それとも、学科で落っこち

てしまうのか、実技で落っこちてしまうのか。

○青石衛生管理課長 不合格の方の多くは実技

のほうで落ちるということがあります。きれい

に処理しておっても、たまたま腎臓が身のほう

についておって、きれいに処理されておっても、

除毒がしっかりされていないということで、そ

れだけで不合格ということで、そういう方が今

まで多数おられまして、実技で落ちるという方

が多数おります。

○坂口委員 これまでにしますけど、経験があっ

て、調理師も持っていて、本当に実技でそんな

にお粗末かなという気がするんですね。これは

一遍は改善していただいたんですけど、前は、

三枚におろすおろし方のきれいさとか、盛りつ

けのきれいさとかを問うていたというのと、同

じ人がずっと試験官をやっていたんですね。そ

れも料理屋さんなんです。だから、そこらであっ

たり、あるいは、合格率が高くなったり低くなっ

たとき、逆に試験官がかわったりというものが

背景にあると、今のような、安全なものを安全

に食べさせていくための資格というのが、その

年の受験で違ったり、よその県と宮崎県が極端

に違ったりすると余りいいことじゃないなと

思ったものだから、今、具体的なことを尋ねた

んです。どうも理解できない部分があるんです

よ、この低さと年度のばらつきには。

あとは、117ページです。青少年自然の家で、

平成19年から23年までに３割ぐらい利用者が

減っている。これは子供が減っていくというこ
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ともあるんでしょうけど、自然減での３割減と

考えていいんですか。

○古川こども家庭課長 20年度は16万8,000に

なっていて、21年度は新型インフルエンザがは

やった関係でちょっと減っておりまして、22年

度は口蹄疫での減少、23年度につきましては、

新燃岳の噴火で御池青少年自然の家を閉鎖した

関係での減少という形になっております。

○坂口委員 そうすると、ことしはまたもとに

戻っていくような。24年度は15～16万に。

○古川こども家庭課長 24年度につきましては、

御池のほうにつきましては、８月からは対象者

を全て解除しました。それまでは、未就学児と

か幼稚園児につきましては、危険があるという

ことで対象外としておりますので、今年度は23

年度よりもふえると思いますけれども、20年度

とか、そこまでは戻らないというふうに考えて

おります。

○坂口委員 子供たちが少なくなっているので、

自然減の分はしようがないと思うんですけど、

ぜひ前の水準に戻っていくように、その努力を

お願いしておきます。

引き続いて、資料の冊子のほうで、事故繰越

は何とか執行できたということで、ぎりぎりだっ

たんですけど、明許繰越の耐震化事業なんかは

複数の課にまたがっていたんですけど、事業主

体の事業のおくれの原因、それには主なものと

してどんなものが。どこかが代表して。

○古川こども家庭課長 繰り越したものにつき

ましては、耐震化につきましては、昨年の11月

補正でさせていただいたところなんですけれど

も、民間施設―養護施設になりますけれども、

その関係で、事業が今年度まで繰り越してしまっ

たという状況でございます。

○坂口委員 事業主体がどういう理由で繰り越

したのかということです。工期が延びてしまっ

たのか。

○古川こども家庭課長 耐震化の養護施設につ

きましては、11月補正ということでやりました

ので、出だしが遅かったことで工事のほうが翌

年度になったということになっております。

○坂口委員 当初から明許繰越織り込みでの事

業だったということでいいわけですか。

○古川こども家庭課長 そうでございます。

○坂口委員 そしたら、例えば、用地の問題と

か、何らかのものが解決しないままに事業が決

まってしまって、それが延びているという事情

じゃなくて、当初から、当然、この予算を執行

するためにはとても時間が足りなくて、翌年度

にまたがるということがわかっていての。

○古川こども家庭課長 今、委員のおっしゃる

とおりでございます。

○坂口委員 事故繰越になるのを心配したんで

すよ。これがもし事故繰越になるような－本

当に緊急を要する耐震化事業というのは急いで

やっていかにゃいかんからということで。

○郡司医療薬務課長 今の坂口委員の耐震化の

関係で、医療施設のほうもございます。明許繰

越１億6,000万を超える金額ですが、通常であり

ますと、ハードですので、事業計画があります

から、複数年につきましては債務負担行為でや

らせていただいておりますが、１件、江南病院

の明許繰越につきましては、実際工事をやって

みると、入院患者さんの個々の対応によって工

期がどうしてもおくれおくれになってしまうと

いうことで、やむを得ず延伸をさせていただい

たと、明許繰越とさせていただいたというケー

スでございます。以上でございます。

○坂口委員 それなりにいろいろ事情があって

だろうと思うんですけど、心配するのは、事故
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繰越まで行ってしまうようなところで見切りで

やっておると、そのときにはちょっときついの

かなという気がしたものですから。当初から完

成のめどが立ったものなら別に構わないんです

けど。

○井上委員 一問一答方式でぱっぱっとお願い

したいと思います。

医療薬務課の、これは、私は物すごく評価す

べきあれだと思うんですが、72ページの医師確

保対策強化についてというところで、医療薬務

課無料職業紹介所の運営という言い方で、求職

者が27人いて就職件数は10件あったと。医師確

保にはこれはなかなかいいのかなと。ネットワー

クを張ってこういうのをやっていただきたい。

一方で、今度は看護師さんの分で、宮崎県ナー

スセンター事業で、求職登録者数が1,424人で就

職者が670人、これも評価していいのではないか

と思うんです。こういう事業の運営のあり方に

ついては、今後も、もう少し発信力をきちんと

するということと、登録をきちんとさせて就職

まで持っていけるような状況をどうやってつく

るかということがとても大切なんじゃないかと

いうふうに思うわけです。これについて、今、

決算なので、決算で使っている金額からすると

非常に少なくて、金額的に少なくて済んでいる

のではないかと思っているんですが、幾らと幾

らかかっているんですか。

○郡司医療薬務課長 医師確保対策事業、72ペー

ジでございますが、これにつきましては、100万

円という金額でございますけれども、18市町村

と共同で事業をやらせていただいておりまして、

別途協議会を設けておりまして、ここに18市町

村から30万円ずつの負担金をいただいておりま

す。ですから、640万の事業費になっております。

この事業費の中で、例えばホームページをつく

りまして情報発信をする。いわゆるドクターみ

やざきナビゲーションという広告なんですけれ

ども、医師の求人広告をいたします。そういっ

た中で、県側に接触があった方につきましては、

あっせん行為をやっていくということで、これ

は27人ですが、実際に病院ごとでいいますと、

膨大な数を病院に御紹介しているという事業で

ございます。それと、求職件数につきまして10

人ということでございますが、これは27人の10

人というわけではなくて、それまでもずっと継

続して接触をしてきた方が、23年度には10人県

内に来ていただいたということでございます。

それから、ナースセンター事業につきまして

の経費ということでございますか。しばらくお

待ちいただけますでしょうか。

○井上委員 一緒に、看護師等養成運営費補助

で14校にお金を出していますね。１校当たりど

のくらいの金額を渡しているのかという、そこ

も教えていただきたい。後でいいです。

○郡司医療薬務課長 調べてからお答えいたし

ます。

○井上委員 次に、費用がかかっていないにも

かかわらず効果が出てきているという、そうい

うのはすごくいいと思うんです。特に、私が一

番関心しているのは、医師確保の対策強化のと

ころの市町村とコラボしてみたいな、そういう

やり方ですよね。こういうものをもう少し事業

として、費用は余りかかっていないけど、展開

として非常におもしろいというのを、苦労され

るでしょうけど、これを続けていただきたいと

いうふうに思います。

次に、へき地医療のネットワーク化のところ

で、代診医の派遣ということで13回されていま

す。かかっている決算額というのは非常に少な

いんですけれども、巡回診療の分も入っている
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にもかかわらず、この金額ですので、代診医の

方というのは、どこの病院からどのくらい派遣

しているという感じで理解していいんですか。

○郡司医療薬務課長 代診医でございますが、

これは、へき地医療拠点病院に指定しておりま

す美郷町国保西郷病院のほうから代診医の派遣

をしておりまして、医師が非常に苦しい状況に

あります高千穂町等に代診医を派遣させていた

だいているところでございます。それから、巡

回診療につきましては、椎葉村の国保病院が管

内の医師のいない診療所を巡回しているという

状況でございます。

○井上委員 これは、予算額からいったら、も

う少し使っていただいてもいいのではないかと

思えるような金額ですよね、金額的に。非常に

効果のあるものなので、若干工夫をしていただ

いて、もう少し対応できないのかなというのは

私の意見です。

次です。先ほど、井本委員から地域医療再生

基金のことでいろいろありましたが、これはや

はり有効活用していただいて、ぜひ、先ほどお

話が出ましたような状況を結果的につくり上げ

ていくというふうにしていただけるように要望

しておきたいと思います。

県立看護大については、また後ほど。

それと、健康増進課の103ページのみやざき

レッドリボン作戦のところのエイズ対策の関係

のことですけど、エイズ関係の現状というのは

宮崎県は憂慮すべき状況なのか。でも、なくな

らないということについては事実なので、これ

については、現状どのようになっているのでしょ

うか。

○肥田木感染症対策室長 宮崎県の状況につき

ましては、23年が合計で12名、発症者が５名と

感染者が７名ということで、徐々にふえてきて

おりますが、そう憂慮すべき状況ではないと感

じております。

○井上委員 相談件数は、宮崎市分を除くとい

うふうになっているわけですが、そして、もち

ろん検査もそのとおりなんですけれども、相談

件数は宮崎市を加えるとどのくらいになるんで

すか。もしあれだったら、後でも。

○郡司医療薬務課長 井上委員のナースバンク

事業につきましてでございますが、ナースバン

ク事業につきましては、金額が1,343万5,000円

でございます。そのほとんどは看護協会に対す

る委託費の中の人件費でございます。

続きまして、看護師等養成所運営費でござい

ますが、これにつきましての総額は１億7,985

万1,000円でございますが、14校に対して運営費

補助をしております。平均いたしますと1,285万

円程度になります。ただし、運営費補助につき

ましては生徒数等によりますので、ばらつきは

ございますが、14校を平均しますと1,285万円と

いう形になります。

○肥田木感染症対策室長 先ほどの件なんです

が、市のほうを含めますと、相談件数で969件、

検査件数でいいますと811件の検査をやっており

ます。

○井上委員 先ほどの医療薬務課に戻りますが、

看護師等養成所運営費補助に使った分の金額、

約１億7,000万なんですけど、すぐ成果を求めて

はいけないかもしれませんけれども、これは、

県内に残っていただくことも頭に入ったような

形で、14校分、お金は使われているというふう

に理解していいですか。

○郡司医療薬務課長 県内に残るというよりも、

これにつきましては、看護教育を充実していく

ための国庫補助でございまして、その積算は、

教員に関する経費でありますとか、学生に対す
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る経費、事務職員に対する経費といった積算内

容になっております。もちろん、私どもは、県

内に残っていただくように各学校については要

請をしておりますし、別途、看護師等の奨学資

金等も設けているところでございます。

○井上委員 次は、こども家庭課の115ページの

自立に困難を抱える若者についての県における

総合相談窓口及び市町村における相談窓口の設

置数、この現況値、実績値というふうになって、

ゼロ、ゼロになっているんですけど、これの見

込みはどのようになっていますか。

○古川こども家庭課長 この事業は、法律自体

ができたばかりで、市町村につきましては、ど

こがやるというのは決まっていないところがほ

とんどでございまして、最近調査したところで

は、10ほど決められた。総合相談につきまして

は、委員会でちょっと申しましたけど、今回開

設しましたので１という形になると考えており

ます。ただ、全体的には、市町村のほうに窓口

はつくっていただきたいということで働きかけ

をやっているところでございます。

○井上委員 今度、来年の報告をいただくとき

に少しでも実績が上がっているように、よろし

くお願いをしたいと思います。

次、こども家庭課なんですが、立入調査の件

なんですけれども、場合によっては、立入調査

をしなければならない場面というか、そういう

ところは非常にあると思うんですけれども、「宮

崎県における青少年の健全な育成に関する条例」

に基づく書店等への立入調査活動や有害図書類

等の指定の推進、立ち入りするというふうになっ

ているわけですけれども、これは、具体的に、

どういうふうに察知して、どういうふうにして

立ち入りするんですか。

○古川こども家庭課長 立入調査につきまして

は、知事部局、教育委員会、警察を調査員とし

て任命しておりまして、年３回ほど、書店とか

カラオケ、インターネットカフェとかを回って

おりまして、全体的には、昨年度は792の店舗を

回ったところでございます。

○井上委員 最後ですが、こども家庭課の118

ページの市町村ＤＶ対策基本計画策定市町村数、

これについても、策定しづらい何かがあるんで

すか。

○古川こども家庭課長 策定しづらいかどう

か……策定するようにということで要請はして

いるところなんですけれども、２市町、国富町

と日向市が策定されたということで、なぜ策定

されないかというのは、理由までは把握してい

ないところでございます。

先ほど、内村委員のほうから相談員の関係が

ございました。相談員につきましては、その中

で、支援機関を紹介したり、一時保護が必要で

あれば一時保護をするという形で実施しており

ますけれども、実際その方が相談された後にど

うなったかまでは把握していないところでござ

います。ちなみに、退所の方でいきますと、82

名ということを実人員で入れておりますけれど

も、実は、お母さんといいますか、家族がおり

ますので、世帯数でいきますと43世帯になりま

して、そのまま女性保護施設に入所された方も

いらっしゃれば、実家のほうに帰られた方とか

自立された方というのは、一時保護からどこに

行ったかは把握しておりますけれども、その後

につきましては把握していないという状況でご

ざいます。

○和田健康増進課長 成果報告書の106ページ、

先ほど前屋敷委員から御質問がありましたフッ

化物塗布ですが、実施している市町村数は16市

町村になっておりますが、そのうち県に補助を
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申請してきているのが14市町村となっておりま

す。23年度の286回というのは、この14市町村の

延べ回数ということになります。以上でござい

ます。

○二見副主査 幾つかあるんですけれども、１

つは、報告書の108ページ、こども政策課です。

改善事業の子育て応援のみやざきづくり、県単

事業の件なんですが、主な実績内容のところで、

応援宣言が878件とか応援宣言が278件とか出て

いますけれども、これは、以前からの取り組み

事業だと思うんですが、平成23年に登録された

件数じゃなくて、今までの累積というか継続で

載っているところの件数ですよね。22年から増

加した分と減った分、そこら辺を教えていただ

きたいんですが。

○長友こども政策課長 今、委員がおっしゃら

れるように累積の数字を挙げておりまして、23

年度に実際ふえました数につきましては、子育

て応援宣言につきましては３件、仕事と家庭の

両立応援宣言につきましては72件、子育て応援

サービスにつきましては※119件でございます。

○二見副主査 委託された方々が一軒一軒事業

所を回られて、「県がこういう取り組みをしてい

ます。協力してください」というふうに、すご

く頑張っていらっしゃるのはよくわかるんです

けれども、どんどん着実にふえていっているこ

となんでしょうが、これが年間予算が大体800万

円かかるわけなんですね。これを登録して、実

際どのように運用されているのか、そこのとこ

ろ、今、現状はどうなっていらっしゃるんでしょ

うか。

○長友こども政策課長 応援宣言とかそういっ

たのについての予算につきましては、実際は260

万という予算を組みましてやっておるところで

ございますが、実績としては250万でございます。

こういった形で企業が参加することによりまし

て、県民運動の底辺が広がるという形を期待し

ているところでございます。

○二見副主査 底辺が広がる。やっている。

じゃ、これを登録したら、一般の人たちはどう

やって知る機会があるのか。そこはどうなって

いるんですか。

○長友こども政策課長 例えば、応援サービス

の店につきましては、パンフレットをつくった

り、あるいは、県庁のホームページで「せわっ

とみやざき」というホームページがございます

が、そこらに掲載したりして、企業の前向きな

姿勢を県民の方に知っていただくという作業を

とっております。

○二見副主査 子育て応援ですから、仕事と家

庭の両立の内容ですよね。残業をしないとか、

育児休業後の再雇用をしますとか、そういった

取り組みをうちの事業所はやっているんだとい

う公表の場だと思うんですけれども、そういっ

たいい取り組みをしている事業所であれば、今

現在、共働きの家庭は非常にふえていますから、

ライフ・ワーク・バランスというところは非常

に重要な鍵だと思うんです。せっかくいろいろ

な取り組みを宣言されていらっしゃる事業所さ

んがあって、この事業所が常に雇用を募集して

いるわけでもないですね。毎年毎年、新規なり、

中途なり、またパートとか、そういったものを

募集しているわけではないんですけれども、い

ろんな求人情報誌なりハローワークとか、そう

いったところへの情報提供なり、また、こういっ

た取り組みをしている事業所があるのであれば

特集を組むとか、実際に仕事を探している人た

ちにこの情報がすぐわかるような、この企業は、

子育ての労働者に対して非常に思いやりがある

※80ページ左段に訂正発言あり
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ところなんだなと、そういったのがもっとわか

るような取り組みは今後考えられないのかと思

うんですけれども、そういうのは何かないんで

しょうか。

○長友こども政策課長 委員がおっしゃられる

ことは、まさにそうでございまして、これを一

般県民の方に広く知っていただくということが

非常に重要でございます。この件につきまして

は、先ほど申しましたように、ホームページ等

で見られるような形にしておりますが、それ以

外にも、今年度、協議会というものを立ち上げ

ているんですが、その中に企業部会というのを

設置いたしまして、そこで、そういった運動を

知らしめたり、かつ、県民の方にも知っていた

だくというような形で広げていきたいと考えて

おります。

○二見副主査 大変いいことだと思うんですけ

れども、求職者が事業所を選ぶときにそういっ

たポイントがプラスになるような、そういった

ものをわかりやすくしていくということが大き

な鍵じゃないかなと思うんです。せっかくこう

いういい取り組みをしているんですから、仕事

につくところと福祉関係の取り組みをしている

企業、そこのところが一致するような設定を何

とか設けられるように。今は別個になっている

と思うんです。求職、いわゆる求人関係ではこっ

ちに情報があって、子育てを応援していますと

いうのは別の情報発信のやり方をしているもの

ですから、そこがうまくつながるような取り組

みを今後期待したいと思っています。

それと、その隣の109ページの安心こども基金、

そして、その２つ下の幼稚園・保育所耐震対策

緊急支援のところなんですが、特に、私立幼稚

園の耐震対策緊急支援２カ所となっていますけ

れども、今、県内の幼稚園の耐震関係がどうなっ

ているのかというのは把握していらっしゃるの

か、そこのところをお聞かせ願いたいんですが。

○長友こども政策課長 私立幼稚園の耐震診断

率につきましては、23年４月１日現在でござい

ますが、52.2％となっております。

○二見副主査 保育所のほうはどうなっていま

すか。

○長友こども政策課長 私立保育所のほうにつ

きましては、20.3％が耐震診断を受けていると

いう状況になっております。

○二見副主査 診断を受けているというか、要

するに、今の御返答ですと、幼稚園のほうは約

半分の施設が耐震の調査はしていると。保育所

の場合は、民間でやっているところは、20％の

施設が耐震の調査をしたということですね。そ

ういったときに、耐震の調査をした後に、実際

補強が必要なのかどうかというところはわかっ

てくると思うんですけれども、判明したところ

が耐震補強を実施しているかどうかということ

については、どういう現状になっているのか、

今、わかりますか。

○長友こども政策課長 私立幼稚園につきまし

ては、施設整備補助という補助事業がございま

して、それにつきましては、耐震診断である一

定の点数がとれていないと補助要件に該当しな

いということになっております。実際、耐震化

の工事をしました割合が78.5％になっておりま

すので、耐震診断を受けて、そしてその工事に

入ったということでございます。ちなみに、私

立保育所のほうは、耐震診断を受けていないと

補助対象に該当しないというような要件はござ

いませんので、勢い、緊急整備事業で建てかえ

たりする状況でございますので、先ほど申しま

したように、耐震診断率が幼稚園より若干低く

なっている状況でございます。
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○二見副主査 耐震補強をするというよりは、

建てかえに入っているということですか。

○長友こども政策課長 はい、そうでございま

す。私立保育所の耐震化率は69.9％になってお

りますので、そのような形で、診断をしないで

建てかえの作業に入っているというような状況

になっております。

○二見副主査 幼稚園のほうは、いろいろと以

前からお話しさせてもらっていますけれども、

園児数が減ったり、非常に経営が苦しい中

で、50.2％、約半分が耐震の調査をしたという

ことなんですけれども、実際に、調査して補強・

補修まで行けるところというのは限られている

と思うんです。ただ、この事業でもやるように、

耐震対策を緊急にやっているわけですから、保

育所であろうが、幼稚園であろうが、もちろん、

公立のもの、福祉的なもの、施設の目的はもと

もと違うんですけれども、ここにうたわれるよ

うに、子供のためと思えば、両方とも同じよう

に耐震補強に取り組んでいけるような事業とい

うものを考えていくことはできないのかと思う

んですが、いかがですか。

○長友こども政策課長 私立幼稚園の耐震化に

つきましては、補正予算のときに、新規事業で、

認定こども園を前提としたところについては補

助対象になるというような新制度が動き出して

おります。そういったのを活用したりしながら

ふやすことになるのかなと思っているところな

んですけれども、私立幼稚園の施設整備補助と

いうのは、国庫補助事業という形で動いており

ますものですから、そこらあたりの状況につき

ましても、国のほうにちゃんと上げて相談して

まいりたいと思います。

○二見副主査 そうなんですよね、この間の補

正のときにも聞いたように、認定こども園に移

るところはできるけれども、そうじゃないとこ

ろはできない。子供の安心のためにやる事業だ

というのに、それでいいのかということだと思

うんです。どうか、そこを御検討いただきたい

というふうに思います。

それと、もう１点、先ほど坂口委員のほうか

らもあったんですけれども、117ページの青少年

自然の家の件なんですが、施策の成果等につい

て、「御池青少年自然の家の一時閉所の影響で前

年度から多少減少したが」というふうに書いて

あるんですけれども、ここは、昨年１年間、ほ

ぼ１年間閉所しているに等しいようなところな

んです。新燃が噴火したのが昨年の１月ですか

ら。それから、一部解除されたのが11月だった

ですか。解除されたけれども、非常にハードル

の高い限定的な解除をやって、年末の慌ただし

いときに、あそこは、何とか年内に１回でもと

いうことで、たしか、しめ縄づくりか何かの企

画に取り組まれたのを覚えているんです。それ

はそれでいいんですが、何が言いたいかといい

ますと、ほぼ１年間、あそこは営業していなかっ

た。要するに利用者がいなかった。この場合、

ちょっと考えないといけないなと思うのは、以

前、口蹄疫が発生した。集会とかいろんな自粛

体制がとられましたよね。いろんなところでお

話を聞くんですけど、町なかとかそういったと

ころに人が集まらなくなった。特に夜の飲み屋

街とかああいうところに人が来なくなった。要

するに、出なくなったという、この習慣が１年

ぐらい続くと、それが解除されたとしても、ま

た戻ってこない可能性があるということなんで

す。ほかに例えるならば、以前も別のところで

話しになったと思うんですけれども、小学校の

修学旅行も、宮崎に来なくなったと思えば、熊

本に行ったりほかの地域に行って、宮崎のほう
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に戻ってこなくなった。それはそれで今までの

経過だから仕方ないんでしょうけれども、今は

規制が解除されたから、これから普通に利用者

はふえていくでしょう。前のように戻るでしょ

うという楽観的な考えではいけないんじゃない

かと思うんです。一度離れてしまったお客さん

とか利用者に、今からどうやってまた戻ってき

てもらうのかということについて、来年度に向

けて一つ思案しないといけないところだと思う

のですが、こども家庭課としてはどのようにお

考えなのか、お考えを伺いたいんですけれども。

○古川こども家庭課長 青少年自然の家の利用

者は学校が多いものですから、規制解除という

のは、学校に県のほうから、解除されました。

こういう条件で解除しましたという通知を出し

て、それによって、自然の家のほうからも各学

校に対してＰＲをやっているところでございま

すので、徐々にではあるけれども、ふえてくる

のではないか。先ほど委員が言われたとおり、

すぐに100％になるということはなかなか難しい

かもしれませんけれども、安全を確保しながら、

その辺はＰＲをしていきたいと考えております。

○二見副主査 今申し上げたところ、心の中に

とどめておいていただいて、これから活動につ

なげていただきたいと思います。以上です。

○長友こども政策課長 先ほど、子育て応援サー

ビスの23年度増加数を119と申し上げたんです

が、129の誤りでございました。どうも済みませ

ん。

○髙橋主査 それでは、以上をもって第２班の

審査を終了いたします。

引き続き総括質疑に入りますが、準備のため

暫時休憩いたします。

午後３時20分休憩

午後３時24分再開

○髙橋主査 分科会を再開いたします。

各課の説明及び質疑が全て終了いたしました

ので、総括質疑に移ります。福祉保健部の平成23

年度決算全般につきまして、質疑はございませ

んか。

○井上委員 今回、丁寧な報告と丁寧な議論を

してこなかったんですけれども、こども療育セ

ンターのことについて、改めてこども療育セン

ターというのをどのように位置づけて、これか

らどのように運営していかれるのか。23年度は

どのようにこども療育センターというのを評価

しているのかということについて、まずお聞か

せいただきたいと思います。

○孫田障害福祉課長 療育センターを所管して

おります障害福祉課のほうからお答えさせてい

ただきます。

こども療育センターは、もともと整肢学園と

して、そして、療育センターとして25年前、福

祉ゾーンに整備されたわけですが、肢体不自由

児施設として整備され、その役割を果たしてま

いりましたが、現在、入所の状況におきまして、

肢体不自由児の入所がかなり減っている状況に

ございます。一方、重度の心身障がい、いわゆ

る重心児童という子供たちが入所の多数を占め

る状況になっているのが現状でございます。現

在、県内に重度心身障がい児施設は日南と川南

にございますが、こちらのほうも常に満床状況

ということになっております。療育センターと

いたしましては、現在、既に受け入れておりま

す重度心身障がい児、こちらに対する療育等の

中身もさらに充実させまして、施設の種別とい

たしましては、この４月１日から、いわゆる障

害児施設ということになっております。肢体不

自由、重心といった区別がなくなっております



-81-

ので、その中で今後の役割を果たしてまいりた

いと。また、通所あるいはショートステイといっ

たそれぞれの持っております役割につきまして

も、昨年から、特にショートステイにつきまし

ては、内容の充実等を図ろうということで、試

行的な取り組みではありますが、進めておりま

すので、さらにその内容の充実を図っていきた

いというふうに考えております。

○井上委員 以前、監査に行きましたときに、

障がい児を持ったということがわかったお母さ

んが、宮崎にいるお母さんが、どこを頼ったら

いいのかと。今の若いお母様は大方がインター

ネットなので、インターネットを見たときに、

宮崎県でそういうところがあると、こども療育

センターがあるということがわからなければ、

そのお母さんは絶対別のところへ行かざるを得

なくなりますし、行く先に戸惑いを持つという

ことになるので、早くホームページをつくって

ほしいということで、ホームページを早くつく

りなさいというふうな、あのとき、監査委員で

したけれども、それを言って帰ったんです。後、

ホームページをつくっていただいたんですが、

私も日常的に、自分のマニアックな部分の一つ

としてそれは必ず見るようにしているんですけ

れども、施設のありようが変わってきたことと

か含めて、十分に発信ができるようなホームペー

ジにするべきだと思うんです。どこに頼まれた

かもそうなんですけど、若いお母さんたちが見

たり、妊娠の可能性ある人たちが見たときに、

そこにヒットできるようなところに注意してい

ただきたいし、そのように体制をとっていただ

きたい。このことについてはいかがなんですか。

○孫田障害福祉課長 委員、御指摘のとおり、

現在の情報収集は、特に若い世代につきまして

は、インターネットの活用というのが非常に大

きな役割を占めているというふうに感じており

ます。委員の御指摘によりましてホームページ

の整備を早速させていただいたところですが、

内容につきましては、さらに改良を重ねていか

なければならないものはあるというふうに思っ

ておりますので、保護者の方々がそういったも

のを検索されたときに、中身がよくわかってサー

ビスの利用ができるように、そういった内容の

充実に努めてまいりたいと考えます。

○井上委員 もし予算がそれで足りないのなら、

やっぱり改善すべきだと思うんです。何を発信

すべきで－まず、そういう不安を持った方た

ちが何を目指してどうするのかということもわ

かっていただきたいなと思うんです。その予算

確保が難しいのであれば、やっぱりそこに工夫

を加えていただきたい。これは一つお願いして

おきたいと思っています。

実は、委員会で、静岡県にありますこども病

院を見せていただきました。訪問させていただ

いて、全然あそこまで望んでいないんです。あ

そこまで望むともう嫌になるので望んではいな

いんですが、ただ、少なくとも、今まで肢体不

自由児施設として縛りをずっとかけてきたこど

も療育センターでしたから、今のあれでいくと、

医療型障害児入所施設及び医療型児童発達支援

センターというような言い方ですね。だから、

そういう意味で言う、これをかみ砕いたことも

含めてそうですけど、こども療育センターのあ

りようみたいなのを、もう少し丁寧に一回議論

していただけるといいなというふうに思うんで

す。静岡県のこども病院ほどは望んではいない

けれども、少なくとも障がいのある子供を身ご

もったりしたときに、何かを感じて、そこで頼

りにしていただけるような状況になっていただ

きたい、そう思っているところです。
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そこにあるときに、今、職員の方は99名です

ね。正規職員が68名、これはお医者さん５名も

入れて、非常勤のお医者さんも入れてですけど、

非常勤の中の20名というのはお医者さんも入っ

ているわけですが、そして、22条の11名は看護

師さんなんですけど、これも22条なので正規じゃ

ないんです。正規職員の方が68名、非常勤と22

条で31名、こういう状態です。これでよしとす

るのか。今、小児科医は確保できているので、

それはいいとしたとして。

私は、最近、非常に気になるのは、静岡のこ

ども病院を見て一番うらやましく思ったのは、

診療科があるということなんです。心の病のと

ころというのは、誰がどのような、どこでどん

なふうにというのはなかなか難しいと思うんで

す。県立宮崎病院にある精神医療センターとの

連携というのはどのようになっているのか、そ

こを聞かせていただきたい。

○孫田障害福祉課長 こども療育センターの今

後のあり方等につきましては、現在、療育セン

ターとこちらの障害福祉課のほうでかなり激し

い議論を闘わせておるところでございます。実

際の現状がどうなのか、今後どういうことを目

指していくのかという意見交換をさせていただ

いているところでございます。本来、この４月

１日から法律が変わりまして施設の形態が変わ

るという段階で、新しいものが打ち出せればよ

かったんでしょうが、国のほうの方針等もどう

いうことになるかなかなかわからない状況で、

実際に動き出してみて、その状況を踏まえて今、

議論をしているところでございます。具体的に

どうするということを今ここで申し上げる段階

にありませんけれども、そういった形で今内部

的な議論をしておりますので、さらに今後そう

いった方針等が出た場合には、また議会のほう

とも御相談をさせていただきたいというふうに

考えております。

○井上委員 やはり議論すべきだと思うんです。

実は、前の所長でいらした方を追っかけてとい

うのはおかしいんですけど、長崎県のこども療

育センターに前に行ったんですが、宮崎で見た

所長と長崎で見た所長は、全然違う、人格が変

わったのではないかと思うぐらい生き生きと

やっておられましたが、体制のありようという

ことが、医師に縛りをかけ、具体的に本当にや

るべきところに目が行かなかったりするんだと

思うんです。あのころは肢体不自由児施設でし

たので、そうだと思うんですが、内容の議論と

いうか、こども療育センターのあり方について

は、やはり徹底的な議論をもう一回して、そし

て、費用対効果という言い方は非常に悪いと、

私もそこだけを求めてはいけないというふうに

思いますが、本来予算をかけてもいいなら、か

けてもいいと思わせるような状況をつくり上げ

ないと、いつまでたっても中途半端にそのまま

置いておくということになってしまうので、こ

ども療育センターのことを余り口にしなくなっ

てくるというような状態になってくると、やっ

ぱりそれはちょっとおかしいのではないかなと

いうふうに思うんです。だから、もう少し徹底

した議論をしていただきたいと思うんですけど、

これは最後に部長に聞いておきたいと思います。

○土持福祉保健部長 ただいま障害福祉課長が

申し上げましたように、こども療育センターの

あり方につきましては、かなり詰めて議論をし

ているところでございます。重心児がふえてい

るという現実がございますので、そういったこ

とを十分踏まえて、あるべき方向というものを

出していきたいというふうに思っております。

以上でございます。
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○井上委員 本当に実数的にふえているんです。

ないものというふうにならないわけです。実態

的にどんどん子供たちの重症化というのは物す

ごくふえている。今後、障がいのある子供たち

が生まれないなどというようなことは決してな

いわけで、ですから、可能性としては、発達障

がい児まで入れると、健常児と障がいのある子

供とどこで線引きするのかというのは非常に難

しい。だから、グレーゾーンが非常に多くなっ

ているというふうに理解していただいたらいい

と思うんです。言い方は変ですが、精神科のお

医者さんはアスペルガーが多いだとか、いいん

ですよ、普通に生活できて普通に診療ができる

わけですから。だから、それを障がいと言える

のか、障がいと言わないのかというのは、これ

は難しいところがあるんです。ただ、少なくと

も、身ごもったときに、どう、誰が、どのよう

に手助けができるのかという、それを他県に求

めないといけないようだと、私はこれはやっぱ

り恥ずかしいと思うんです。そこは十分な議論

をぜひ、今、部長からもお話聞きましたので、

していただきたいというふうに思います。

それから、主査、続けていいですか。

○髙橋主査 どうぞ。

○井上委員 私は、きょう、最初に部長から御

説明のありました「未来みやざき創造プラン」

（長期ビジョン）に基づく分野別施策の体系表

は、再三にわたって私もよく見せていただいて

いる部分なんですが、つまりは、人づくりとく

らしづくりの一番厳しい部分のところを、はっ

きり言って福祉保健部が受け持っているという

ふうに言わざるを得ないと思うんです。生活保

護の部分のところもそうですし、いろんな点で

そうなんですが、特に、人づくり、くらしづく

り、この２つの切り口から言うと、なかなか難

しいところを担当しておられる。今回、福祉予

算というのはどんどん削られていく可能性が

あって、坂口委員が再三にわたって応援演説を

しておられますが、税と社会保障の一体改革の

ときに、どれほど地方に金を持ってくるのかと

いうのは、これは大事なことだと思うんです。

我が県にどれほどお金を引っ張ってこれるのか、

これも大事なことだと思います。ですから、そ

こはしっかりと確保しなければいけないし、そ

れのベースになる部分については、しっかりと

したデータをうちも持っていないといけないと

思うんです。感覚的なもので、こうあるべきよ

ねという理念だけでは無理だということです。

きちんとしたデータが必要だということです。

きょうも坂口委員から出たようなお話も、デー

タ化していったときに、地方に税を持ってくる

ための一つの方策になるのではないかと私も思

います。だから、やっぱりきちんとしたデータ

づくりを福祉保健部はしないと、そこでデータ

化できて、税をこっちに引き寄せる力になかな

かならないのではないかというような感覚がし

てならないんですけど、そこについては部長は

いかがなのでしょうか。

○土持福祉保健部長 それはもう委員おっしゃ

るとおりでございまして、先般の坂口委員から

の提案につきましても、しっかりとこちらでも

データをそろえて分析して、総務のほうにも差

し上げておりますし、また、その方向で早速知

事のほうにも動いていただいたりしている状況

でございます。それだけではなくて、現実に福

祉保健部でないとわからないデータ、いろんな

事業の細かい部分がございまして、そういった

ものも整理をして総務のほうともやっておりま

すので、いわゆる県のほうに持ってくるお金に

ついては、一体となって県として取り組んでま
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いりたいというふうに思っております。後の対

財政と福祉予算との関係では、また話は変わっ

てまいりますが、国からいかに予算をとってく

るかということについては、一体となってそう

いう必要なデータをそろえながら取り組んでま

いりたいというふうに考えております。

○井上委員 今度は、県的に考えたときにとい

うことですけど、こども政策局長にお尋ねして

おきたいと思うんですけど、今回の議会の議論

の中で、親を、きちんとした親に育てるといっ

たらおかしいんですけど、親を親に、ちょっと

表現が難しいんですけど、親の自覚、では、ど

ういう親ならいいのかということもあると思う

んですけど、私、この人づくりのときに、鶏と

卵と一緒で、どこからどうしたらいいのかとい

うのを時々考えて迷ってしまうところもあるん

ですけど、小さいときから、女性には、母親に

なるということをきちんと教えないといけない

でしょうし、そしてまた、親になったら、親と

してどう、子供を慈しみ、育てていくような母

性というか、そういうものを育てていくかとい

うことをしっかりと教え、男の子には男の子と

して、妊娠をさせる力があるとしたら、妊娠さ

せたことによる自分の責任も含めて自覚が出て

父親になれるようにという、親としてのあれを

育てる。今回、議場で聞いていましたら、多く

の方がそのことについて言及されているのを聞

くと、やはりそこは、我が宮崎県の人づくりの

一つのポイントとして考えておくべき必要はあ

るのではないかというふうに思っているんです。

子供を対象に何かをすることも必要なんでしょ

うし、親を対象に何かをすることも必要なんだ

ろうけど、基本的にそこを逃して議論するには

もう遅いかもしれないけど、そこをもう一回や

るべきではないかなというふうに思うんですけ

ど、こども政策局としてはどのようにお考えで

すか。

○日隈こども政策局長 貴重な御意見だと思い

ます。議会の会派を超えて、子供の問題という

ことで捉えていただいていることに非常に感謝

しているところです。虐待の問題から始まって、

子育て全般にわたって、宮崎県は「日本一の子

育て立県」を目指すと知事もおっしゃっている

以上、本県は、この子育てには一生懸命頑張っ

ていかなくちゃいけないと思います。

そういう意味で、先ほど、こども政策課長の

ほうから御説明しましたけれども、県民運動的

な行政の取り組み、そして、二見委員からもあ

りましたように、幼稚園、保育園という場、そ

れぞれの場において、親のあり方も含めて、い

ろんなシチュエーションで、子供だけじゃなく

て、親に対する自覚というとちょっと言葉が言

い過ぎかもしれませんが、子育てのあり方、い

わゆる子供の教育、そういったものも含めて、

それを通して、親のあるべき姿というのを訴え

ていく必要があるんじゃないかというふうに考

えています。

また、学校就学後も、小学校、中学校含めて、

ここは教育委員会の分野にもなりますけれども、

お互いに連携しながら、しっかりした子育て、

教育に力を入れていきたいというふうに考えて

おります。

○井上委員 私は、福祉保健部の中にこども政

策局があるというのは、これは物すごくいいと

思うんです。一歩進んだというふうに理解して

います。先ほども医療薬務課の課長と議論させ

ていただいた、市町村を巻き込んで何かをして

いくということの大切さみたいなもの。予算的

に県が何もかもやって、県がお膳立てしないと

市町村が動かないでは、私はやっぱりいけない
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と思っているわけです。例えば、県が100出すと

したら、市町村が10出してでも一緒にやるとい

うような状況をつくり出さない限り、計画の策

定を文言上したとしても、実質動かないと思う

んですよ、市町村が。ですから、県はそういう

意味で言えば、予算の組み方を少し変えてでも、

先ほど言ったような子供政策にかかわる、ある

意味では絞り込んだような予算の使い方を含め

て、何か市町村の中でも変えていくような、市

町村をも動かしていくような予算の組み立て方

というのを、この決算を見てていつも思うんで

すけど、この事業がこうでした、この事業がこ

うでした、この事業はこうでしたというのと同

じように、23年度予算を使ってみるとこうだっ

たと、だから、ここをもう少し重点的にこっち

側にシフトしつつ、金をこういうふうに使った

ほうがいいのではないかという、そういう議論

の展開というのも、各部の中であってもいいの

でないかというのが、最近、私が予算書を見な

がら常に考えることなんです。

だから、少なくとも、医師確保の問題だとか

医療スタッフの確保というのは、病院局も一生

懸命やっておられたり、それから、病院長もい

ろいろやっておられる。だけど、予算の組みよ

うによっては、ここが持っているのがいいのか、

どこが持っているのがいいのか、小さく切るの

がいいのか、大きく持ったほうがいいのかとい

うこととかいろいろ含めて、もう少し予算のあ

りようについて、去年も一緒だったからことし

も一緒みたいな予算のありようではなく、そう

いう組み方についての議論を、決算に基づいて

やっていただくような議論展開を部でやっても

らえるといいなというふうに、実は切にそれを

望んでいるわけですけど、政策局長、どうです

か。

○日隈こども政策局長 ある意味、厳しい御指

摘なんですけれども、こども政策局というのが

できてことしで５年目になろうかと思います。

いろんな評価もいただきながら進めてきたとこ

ろなんですけれども、世の流れというか、これ

まであったとおり、社会保障と税の一体改革の

中で、これまで、３経費、いわゆる高齢者向け

の医療・介護・年金という３つの経費の予算の

今後の伸び、これに加えて、子育てまで入れて

この４経費で消費税を上げましょうと、お願い

しますという法案が一応通りました。実施云々

はこれからになりますけれども、ここに４つ目

がやっと入ってきたというような状況であって、

５を超える10までのこの５％の消費税が導入さ

れたら、これは目的税的に４つの経費に特化し

て使いましょうという流れになってきている。

その中に子供というのが入ってきたというのは

非常に大きいのかなというのを、まず、予算の

面からちょっとお話ししたいと思うんです。

そして、この前、御説明したように、５％の

うち1.54％は地方にあげますよということが既

に決定しています。これも３党合意で守ってい

ただけるというふうに考えています。そのう

ち1.2％は地方消費税ということで、もらってき

た分の都道府県が半分、半分がその都道府県内

の市町村に配分ということになりますので、こ

れを、単独事業を中心として新たな財源という

ふうに捉えることができるならば、そこのとこ

ろはしっかり県と市町村と話し合って、同じ連

携でやっていくべきものは同じ連携という形で

何か事業ができないかということを含めて、今

後、市町村とも十分検討していきたいと思いま

す。

ただ、そのためには、井上委員がおっしゃっ

たとおり、まず、地方がしっかり、その配分と
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いうとあれなんですけど、正確には清算基準と

言うんですけれども、清算基準という言葉のい

わゆる配分をできるだけ多くまずいただくとい

うことが必要かなと思いますので、しっかり地

方の意見は中央に向かって述べていく必要があ

ろうかというふうに考えています。

○井上委員 やっぱり積極的に果敢に、例えば

政策的なことを実効あるものにするには、予算

を獲得するというのが絶対に必要だと思うんで

す。24年度予算書といって見せていただくと、

それを見るたびに、こういうシフトの仕方、ま

た同じかよみたいじゃ、やっぱり楽しみがない

というか、そういう意味で言うと、予算に関し

て言えば、決算にきちんと基づいて、そして、

シフトするべきものについては、きちんとした

分析によってシフトしていく。宮崎県ももっと

柔軟に予算の組み替えも含めてできるような状

況というのを、ぜひ、福祉保健部からも、一点

突破じゃいけないんだけれども、そういうふう

にしてやっていけるように期待をしていますの

で、頑張っていただきたいと思います。以上で

す。ありがとうございました。

○髙橋主査 ほか、ございませんか。

○前屋敷委員 私も、久しぶりに福祉保健の決

算に携わらせてもらいまして、さっきも話が出

ましたが、「生存権」という言葉が井本委員から

出ましたけど、ここの福祉保健部が一番県民の

生存権をどう守るかという部署になるんですね。

今、こども政策局長からもありましたが、医療、

年金、介護に子供が加わってということで、ま

さに、子供がこの世に誕生する、その以前から

施策を打って守るというのがここですし、そし

て、人生の最期までしっかりみとるというのが

ここですから、本当に大きな役割を果たす、県

政の中でも重要な部署だというふうに思います。

そういった意味では、予算をどう獲得するかと

いう点に重きを置いて、予算が必要な部署であ

るということも言えるというふうに私も思いま

す。そういった点では、きょうは、医療や福祉、

生活保護の問題とか国保の問題でいろいろ意見

も言わせていただいたところなんですけど、大

変重要だという点では、職員の皆さんも私たち

も一体となって頑張らんといかんところだとい

うふうに思うんです。

そして、もう１つは、やっぱり気になるのは

自殺対策の問題なんですね。この数年来、300名

で、全国的にも３万人という数値はありますが、

特にこの宮崎が自殺率では上位を占めるという

のがずっと続いているという点では、非常に胸

を痛める課題でもあります。ここをどう改善し

ていくかというのも、頑張っていろんな施策を

打っていただいていますけれども、もっともっ

と議論もしていき、改善も図っていかなきゃな

らない課題として残っているというのも改めて

感じているところです。非常に課題も大きいん

ですけれども、取り組みをこれからも私どもも

頑張りたいというふうに思っています。

また、国の予算の問題にも広がって話が出ま

したけど、消費税の問題でいくと、いろいろ考

え方とか立場の違いはあろうかというふうに思

いますが、私としては、弱者に一番厳しくかかっ

てくるというのがこの消費税で、そして、今の

国の方向性も、消費税が全て目的税化で措置の

ほうに措置されるかといえば、どうも怪しい部

分も今出てきているのが現状です。ですから、

そういった部分も含めて、財政問題は全ての部

局に関わってくる問題ですけれども、特に命と

健康、暮らしを守るという部署では重要な課題

だというふうに思います。話が大変広がって申

しわけないんですけれども、そういうことも踏
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まえて、今度の決算に当たらせていただきまし

た。以上です。

○髙橋主査 ほか、ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○髙橋主査 それでは、以上をもって福祉保健

部を終了いたします。執行部の皆様には御苦労

さまでした。

暫時休憩いたします。

午後３時52分休憩

午後３時54分再開

○髙橋主査 分科会を再開いたします。

まず、採決についてでありますが、４日の13

時30分に採決を行いたいと思いますが、よろし

いでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○髙橋主査 それでは、そのように決定いたし

ます。

その他、何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○髙橋主査 それでは、以上で本日の分科会を

終了いたします。委員の皆様、お疲れさまでし

た。

午後３時54分散会
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平成24年10月４日（木曜日）

午後１時30分再開

出席委員（８人）

主 査 髙 橋 透

副 主 査 二 見 康 之

委 員 坂 口 博 美

委 員 中 村 幸 一

委 員 井 本 英 雄

委 員 内 村 仁 子

委 員 井 上 紀代子

委 員 前屋敷 恵 美

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

事務局職員出席者

議 事 課 主 幹 阿 萬 慎 治

総務課主任主事 橋 本 季士郎

○髙橋主査 分科会を再開いたします。

それでは、それぞれ採決いたします。

議案第24号の認定について賛成の方の挙手を

お願いします。

〔賛成者挙手〕

○髙橋主査 挙手多数。よって、議案第24号に

ついては原案のとおり認定すべきものと決定い

たしました。

次に、議案第28号の認定について賛成の方の

挙手をお願いします。

〔賛成者挙手〕

○髙橋主査 全員。よって、議案第28号につい

ては原案のとおり認定すべきものと決定いたし

ました。

次に、主査報告の骨子案についてであります。

主査報告の内容として御要望等はありませんか。

暫時休憩いたします。

午後１時31分休憩

午後１時45分休憩

○髙橋主査 それでは、主査報告につきまして

は、いろいろ御意見をいただきました。正副主

査に御一任いただくことで御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○髙橋主査 それでは、そのようにいたします。

その他、何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○髙橋主査 以上で分科会を終了いたします。

委員の皆様、お疲れさまでした。

午後１時45分閉会


